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21世 紀へ の松 明 をか ざ して

(財)エ ネルギー総合工学研究所

専務理事 吉 澤 均

巻頭言 に代 えて一言 ご挨拶 を申し上げ ます。

私は,平 成3年7月1日 付け をもって,越 川文雄氏の後任 として当研究所 の専務

理事 を拝命致 しました。賛助会員各位,関 係 ご当局並 びに関係諸団体 の皆様 におか

れましては,日 頃か ら当研究所の調査研 究活動 に対 し格別の ご理解 とご支援 を賜 っ

てお り,こ の機会 に厚 くお礼 申 し上 げます。

昭和53年4月1日 の設立以来,14年 目を迎 えてお りますが,お 陰を持 ち まして事

業の範囲 も広 ま り,陣 容 も充実 して きています。皆様 のご期待 に応えてゆけ ます よ

う,微 力であ りますが懸命 に努 力 して参 る所存 であ ります。皆様の ご懇篤なご指導

の程 よろし くお願 い申し上げ ます。

21世 紀 を間近かに控 え,エ ネルギー分 野では人 口の増加,地 球環境問題 の逼迫化,

原子力開発 の停 滞な ど多 くの難題 に直面 し,ま た社会 的には情報化の進展に伴 う産

業構造の ソフ ト・サー ビス化,東 京圏一極集中の進行 な ど急激 な変化 の過程 にあ り

ます。文明維持のためのエネル ギー供給確保 と地球環境 問題の克服は,現 文明の試

練であ ります。

我が国は,地 球環境問題 の うち酸性雨対策につ いては世界最高水準の脱硫 技術,

脱硝 技術,ば い じん対策技術 を有 してお り,脱石 油のため石炭依 存度 を高め た国々 に

対 し技術の提供,指 導 を行 い,世 界の酸性雨対策の実施 に多大 の貢献 をしています。

地球温暖化 問題の解決のためには原子力の開発,新 エネルギー の導入のほか,究

極的技術 にはCO2回 収処理技術の開発が必要 です。世界におけ るこの技術 の研究開

発状況か らみて,21世 紀において我が国が実用技術 を保有 し,世 界のCO2対 策に積極

的貢献 をす るであろうこ とは間違いあ りません し,ま たその役割 を果す ことが期待

されてい ます。

当研究所の存在意義 は,こ れ ら諸問題の解決の方向を先駆的に示 しうるか どうか

にかか っているとも考 え られ,心 ひきしまる想 いが します。原子力,化 石 エネルギ

ー
,新 エネルギー,エ ネルギー システム技術,地 球環境な どの各研究分野 において,

「産 ・学 ・官の まほろば」 としての特徴 を活 しなが ら
,学 理 と現場 をつ な ぐ工学的

検討 を真剣 に行 い,21世 紀 を見通 した調査研究の提言 をして参 りたい と考 えます。

皆様か ら広 く調査研究内容につ きご示唆 ご指導 を賜 ります よう重ねてお願 い申し

上 げま して,新 任 のご挨拶 とさせ て頂 きます。(よ しざわ ひ とし)
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地 球 温 暖 化 の 防 止 技 術
一CO2回 収 ・処 理 技 術 を考 え る 一

加賀城 俊 正

1.は じめ に

近年の地球温暖化問題の高 まりとともに,

CO2を はじめ とす る温室効果ガスの排出を抑

制す るための政策や技術開発への取組が活発

化 してお り,1992年 ブラジルで開催 される「環

境 と開発に関する国連会議」での合意 を目指

し,CO2の 排出抑制等を目的 とした「気候変動

に関する枠組み条約」の交渉 も開始されてい

る。わが国でも,1990年10月 に地球環境保全

に関する関係閣僚会議で 「地球温暖化防止行

動計画」が決定され,CO2の 排出抑制 目標やそ

のための対応策が示された。

こうした状況を踏 まえ,わ が国では将来の

対策 として,CO2の 回収や処理 に関す る研究

開発が,産 ・学 ・官の各研究機関において着

手されている。

本稿 では,地 球温暖化 防止 技術 としての

CO2回 収・処理技術の位置づけ,概 要,電 力部

門を中心 とした研究開発状況等を紹介すると

ともに,工 学的見地から,本 技術の今後の研

究の方向性について考えてみたい。

2.CO2回 収 ・処 理 技 術 の 位 置 づ け

(!)CO2排 出抑制の対策オプション

大気中のCO2濃 度上昇による地球の温暖化

を防 ぐための対策としては,省 エネルギーや

低炭素燃料 ・非化石燃料への燃料転換,エ ネ

ルギー利用効率の向上等を技術的 ・制度的諸

対策により推進 し,化 石燃料の燃焼に起因す

るCO2の 発生 を抑制す る方法 と,発 生 した

CO、を回収する方法に大別される。

これらの具体的対策オプションを第1図 に

示すが,い ずれ も唯一絶対の対策 とは言えず,

生活水準やアメニティの維持向上,各 エネル

ギーソースの資源量や技術ポテンシャルの限

界といった各種制約条件の もとで,各 時代毎

に可能なオプションを選択 し実行することが

要求 され よう。

(2)CO2回 収 ・処理技術の位置づけ

昨年のIPCC(気 候変動に関する政府間

パネル)中 間報告で,エ ネルギー部門におけ

るCO2排 出抑制のための対策オプションが示

され,CO2回 収 ・処理技術は2005年 以降に実現

可能性のある中 ・長期的対策 として提示 され

た。また,わ が国の 「地球温暖化防止行動計

画」でも,CO、 回収・固定化技術は革新的技術

と記述 されてお り,本 技術が技術的 ・経済的

に容易でない中 ・長期的対策 として位置づけ

られ ることを示唆している。

しか し,エ ネルギーの対外依存度が約80%

と極めて高 く,エ ネルギー ソースの選択(低
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炭素燃料 ・非化石燃料への転換)に 制約があ

り,省 エネルギーやエネルギー利用効率等の

面でも既に高い技術水準にあるわが国におい

ては,将 来においてCO2排 出量を安定化 して

い くために研究開発の推進が必要 との認識か

ら,各 国に先駆け研究開発が着手 されている

と言えよう。

CO2排出
抑制対策

技術的な
方策

制度的な
方策

CO2発生
低減策

発生CO,
の除去策

省エネル

ギー

エネルギ
ー転換

発電効率
向上

発生源か
らの除去

大気中か
らの除去

・一 造等・よる利用効率向トE難 総 二llの改革

高効率機器の利用

都市廃熱の利用など(ヒートポンプの利用など)

資源のリサイクル利用

原子力へ

自然エネルギーへ

LNG火 力へ

圧縮空気貯蔵発電の導入

揚水発電(海水揚水含む)

高性能電池の導入

高効率複合発電(既設のリバワリングも含む)

加圧流動床複合発電

石炭ガス化複合発電

燃料電池複合発電

MHD複 合発電

超 臨々界圧火力発電

雛細 瀧
匡ガスからの直接回収 酸素燃焼法

食 タンパク質製造など

化学工業 化学原料製造など

燃 料一一一メタノール製造など

海 洋一 深海底貯留など(3000m以下)

.ト[竈 糧Cα 注入(EOR利 用)

熱帯・亜熱帯の樹木

藻類

植物プランクトン

貝類
サンゴ礁

藻類

第1図CO2排 出 抑 制 対 策 の 体 系 図

出典:「 エ ネ ル ギーVol.24(1991)」

3.CO2回 収 ・処 理 技 術 の 分 類 と概 要

3.1CO2回 収 方 法 の 分 類

CO2の 回収 は, 大気に拡散 したCO2を 回収

する方法 と大気に拡散する前にCO、 の発生源

(化石燃料の燃焼装置)か ら直接回収する方法

とに大別される。発生源からの回収 は,さ らに

次の3つ の方法に分類される。(第2図 参照)
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(1)排 ガ スか らの 分 離 ・回 収

燃 焼 排 ガ ス(組 成 例:N2約75%,CO2約15

%,02約5%,H20約5%)か らCO2を 分 離 ・回

収 す る方 法 。

(2)排 ガ スか らの 直 接 回収(酸 素 燃 焼 法)

化 石 燃 料 を,空 気 の 代 わ りに 酸 素 で 燃 焼 さ

せ,排 ガ ス 中 のN2分 を な く しCO2濃 度 を100

%近 くに 高 め て 回収 す る方 法 。

(3)燃 焼前の分離 ・回収

ガス化 した化石燃料 を,水 蒸気改質反応で

CO2とH2に 転換 した後,CO2を 分離・回収 し,

残 りのH2を 燃焼 させ る方法。

以上のCO2回 収方法に必要な理論エクセル

ギーの試算例 を第1表 に示すが,こ の試算結

果 より次のことが言える。

「酸化剤

燃

焼

後

回

収

燃
焼
前
回
収

拡
散
後

発

生

源

空

気

燃料 →燃焼 →H20+CO2+N2→ 大気 → 回収

↑ ↓

空気 〔CO2〕

燃料 →燃焼 → 回収 →H20+N、

↑ ↓

空気 〔CO2〕

酸

素

燃料 →燃 焼 → 回収 →H20

↑ ↓

02〔CO2〕

空

気

燃料 →改 質 → 回収 →H2→ 燃 焼 →H20+N2

↑ ↓ ↑

H20〔CO2〕 空気

← 排 ガ スか らの分 離 ・回収

← 排ガスからの直接回収

(酸素燃焼法)

← 燃 焼前 の分 離 ・回収

第2図CO2回 収 方 法 の 分 類

出典:「MOLVo1.28(1990)」

第1表CO2回 収 方法 の エ クセ ル ギー 試算 例

燃料種類
燃焼排ガスからの回収(空 気燃焼) 燃 焼 前 回 収 大気回収

X Es cEs/Ho Vs/Ho X Es cEs/Ho Vs/Ho cEs/Ho

石 炭

石 油

天 然 ガ ス

メ タ ノ ー ル

19.2

15.4

11.1

14.3

6.34

6.95

7.82

7.15

1.43

1.12

0.88

0.93

0.26

0.24

0.23

0.21

32.3

26.7

20.0

25.0

4.85

5.41

6.23

5.60

1.10

0.87

0.70

0.73

0.16

0.14

0.13

0.12

5.04

3.59

2.51

2.92

出典:
エ クセ ル ギー:エ ネル ギー の有 効 度 を表 し,有 効 エ ネ ル ギー と も呼 ば れ る

x:処 理 ガ ス 中 のCO、 濃 度,Es:CO2分 離 に必 要 なエ クセ ル ギー

c:燃 料1molか ら発 生 す るCO2のmo1数,Ho:燃 料 発 熱 量,Vs:処 理 ガ ス量

x:(%),Es:(kJ/mo1),cEs/Ho:(%),Vs/Ho:(Nm3/MJ)

①CO,濃 度が希 薄(約350ppm)な 大気 中か ら

の分離・回収は,多 量のエネルギー を要 し,処

理ガス量 も膨大 となるため工業的プロセス と

しての実現可能性は低いと考えられる。(光合

「MOLVol
.28(1990)」

成等の生態系 を利用 した方法に限定 され よ

う)

② 発生源からの回収では,燃 焼排ガスか ら

の分離 ・回収に比べ燃焼前の分離 ・回収の方

4



が,燃 焼用空気に由来するN、がないため,処

理ガス量が少なくガス中のCO2濃 度 も高い利

点があり所要エネルギーが小 さい。

ただし実際には,プ ラン ト内における熱バ

ランスやプロセス上の種々の制約により,各

技術の所要エネルギーの相対関係は本結果 と

異 な っ て くる可 能 性 が 考 え られ る。 しか し,

CO2の 回収 と言 えば現在 は排 ガスか らの分

離 ・回収のみを考 えがちであるが,理 論エ ク

セルギーの試算結果からは,燃 焼前の分離 ・

回収の方が合理的とも考えられ,燃 焼前の分

離 ・回収についても今後詳細検討す る必要が

あ る と言 え よ う。

3.2CO2回 収 ・処 理 技 術 の 概 要

具体的なCO2の 回収技術 と,回 収 したCO、

の処理・利用技術の概要 を第3図 に示す。

この うち,前 述のCO、回収法の分類毎に,適

用可能なCO2回 収技術を整理すると次のよう

に な る。

(1)排 ガスか らの分離 ・回収及び燃焼前の分

離 ・回収

①湿式吸収法(化 学吸収法,物 理吸収法)

②乾式吸着法

③膜分離法

④深冷分離法

(2)排 ガスからの直接回収

,

①酸素燃焼法

CO2回 収 ・処理 ・固定 化技術

〔目 的 〕

1)CO2分 離 ・回収 技 術

①排 ガ スか らの分離
・回収及び燃焼前

の分 離 ・回収技術

〔方 法 〕 〔概 要 〕

「一北 学 吸収法…ア ミン系吸収液等 によ り化学 的に

1湿 式吸収法一一:吸 収す る方法
L一物 理 吸収法 一珈 圧 ガス条件で吸収液 にて物理 的

に吸収す る方法,セ レクゾー ル法
などが代 表的

乾式吸着法 ゼ オライ ト等固体吸着 剤に よる圧
力 あ るいは温度 ス イン グ(PSA,
TSA)方 式に よる吸着 ・分離方法

3深 冷分離法 ガス凝 固点の差 を利用 した冷 却に
よる分離 方法

4膜 分 離法

②徽 蘇 らの酵 一 ①顧 徽 法

ガス透 過率 の差 を利用 した高分子
膜 によ る分離方法

一 一竃難

酸素 燃焼に よ り排 ガ ス中のCO、 濃
度 を100%近 くまで高め,そ の まま
回収 する方法
回収CO2を 液化あ るいは固化 して海
水 中に吸収 させ る方法,又 は クラ
スレー ト化 し深海 に還 元す る方法
回収CO2を ガヌ、状 あるいは液状 で
地 中に貯 蔵す る方法

一 一 一吃
_法

4)CO2利 用技術

海生生物利用法

回収CO2を 液化後,産 油国 に輸送
し,原 油増進回収(EOR)法 に
利用 す る方法
サ ンゴ,石 灰藻 等に よ りCO2を 炭
酸 カルシウム として固定 す る方法

1接 触水素化法

光合 成に よ りCO2を 植 物体 として
固定 す る方法

2電 気化学的 固定法

3光 化学的 固定法

4微 生物 固定法

5)CO2分 解 技術 一一一一一一①接 触分解法

触媒 に よ りCO2とH2を 反 応 させ,
アル コール類,炭 化水素 類等有用
物質 を合 成す る方法
電気分解 に よ り直接 溶液 中のCO、
を還 元 し,ア ル コー ル類,炭 化水
素類 等有用物質 を合成 する方法
光 エ ネ ル ギ ー を利 用 してCO,と
H20か ら炭化水素類 を合 成す る人
工光合 成 システム による方法
光合 成細菌等 によ りCO2とH20か
らアル コール類,炭 化水素 類等有
用物 質を合成す る方法
活性 化 マ グネ タ イ ト触 媒 とH2に
よ りCO2をCに 分解す る方 法

第3図CO2回 収 ・処 理 ・固定化 技術 の体 系 図
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4.CO2回 収技術の研究開発状況

4.1電 力部門における研究開発状況

電力部門ではCO2の 排出を抑制す るため,

原子力やLNG発 電の利用推進,高 効率発電

技術の開発等 とともに,火 力発電所で発生す

るCO2の 回収技術の研究が着手されている。

以下では,火 力発電所への適用の可能性が

考 えられるCO2回 収技術の概要 と,こ れに関

する考察 を紹介す る。

(1)排 ガスからの分離 ・回収に関する考察

火力発電所の燃焼排ガスからCO2を 分離 ・

回収す る技術の概要 を第2表 に示す。

第2表 火 力発 電所 燃焼 排 ガ スか らのCO2分 離 ・回収 技術

湿 式 吸 収 法

乾 式 吸 着 法 膜 分 離 法化 学 吸 収 法
物 理 吸 収 法

ア ルカ ノー ル ア ミン法 熱炭 酸 カ リ法

概

要

・弱アルカり性のアルカノール

ア ミンで約40～50℃ でCO2

を吸収

・約100～120℃ に加熱 しCO2

とア ミンを解離させ再生

反応式

RNH2+CO2+H20二RNH3HCO3

2RNH2+CO2=RNHCOONH3R

・天然 ガ ス・石油 精 製等で

1000基 以上のプラントが稼

働中

・加圧条件 下で約70～120℃

の 炭酸 カリウム溶液 にて

CO2を 吸収

・減圧 ・加熱(約100～110℃)

により再生

反応式

K2CO3-CO3+H20雪2KHCO、

・メタノール
,ポ リエチレン

グリコール系統の吸収液に

て,高 圧 ・低温(常 温以下)

下 でCO2を 吸収(化 学 反応

は伴わない)

・減圧(加 熱)に ょり再生

・湿式脱硫用 としてはほぼ技

術確立されている

・ゼオライト系
,炭 素系の固

体吸着剤でCO、 を吸着
・吸 ・脱着 を圧力変化 で行 う

PSA法,温 度変化 で行 う

TSA法 がある

・PSA法 の方が複雑な加熱

操作が不要で装置 もコンパ

クト
・ランドフィルガス等か らの

CO,回 収に実績有 り

・ポ リイミド膜,酢 酸セルロ

ース膜,ポllス ルホン膜等

のCO2を 選択的に透過 させ

る膜で分離 ・回収する
・CO

2濃 度10%の 排 ガ ス を

CO2濃 度95%以 上にす るに

はN2とCO2の 透過 係数 比

が200以 上必要(現 状は30程

度)
・溶液 を含浸 させ分離能を向

上させる液膜法は,透 過係

数比が4000に なるとの報告

があるが,安 定性に問題

特

徴

①低圧での吸収に適す

②硫黄化合物と再生不能物質

①加圧下での吸収に適す(べ ①高圧下での吸収に適す(セ ① メンテナ ンスが容易

②CO,回 収率が低 く,80%以

上回収す るには,2段 階以

上の吸着工程が必要

③SOx,NOx,H、0の 方がCO,

より吸着 されやすい傾向に

あ り,こ れらの事前除去の

検討が必要

!

①プロセ スが簡 単

②高圧(17～135atm)を 要す

③固体粒子,液 体成分の事前

除去が必要

を生成し吸収液が劣化する

ンフィール ド法て7～140atm)

②吸収,再 生の温度差が少 な

く化学吸収法よ り熱効率か

高い

③硫黄化合物による劣化がな

い

④ 反応性が低 く,腐食性が高い

レ クゾー ル 法 で30atm前

後〉

②減圧による再生が可能で必③腐食性が高い

④アミン濃度が高いとガス中
の酸素で分解される

要熱量小(化学吸収法では,

再生時化学結合を解離する

ための熱が必要)

③硫黄化合物による劣化がな

竺

④腐食性がない

⑤吸収液の蒸発損失が多い

・ダウケ ミカル社は酸素によ

る劣化が少 なく,腐 食性の

低い吸収液 を開発

米国テキサ スでEOR用 に

・吸収促進剤,腐 食防止剤 を

添加 したベ ンフ ィー ル ド

法,カ タカープ法等が開発

済

1000t-CO2/Dの 天然ガ ス

燃焼排ガスか らのCO2回 収

プラントを稼働させた実績

有 り(FT-1プ ロセス〉-
FT-1プ ロセス

・ガス中の02濃 度10%以 上で

も使用可
・腐食性が低 く炭素鋼が使用

可能
・液循環量が少な く再生熱量

小(従 来の約8割)

現

状

評

価

・ほほ常圧の火力発電所排ガス ・加圧下の吸収に適するため
,

・高圧 下の吸収 に適す るた

め,ほ ぼ常圧の火力発電所

排 ガスへの適用 には考慮 を

要す
・所要エネルギーが少な く,

・ガ ス量2-3万Nm3/hr程

度 までの実績しかな く中小

型に適す と言われる

・開発の歴史が浅 く,火 力発

に適した吸収法 ほぽ常圧の火力発電所排ガ 電所の排ガスに適用するに
・SOx等 不純物の少 ない天然 スへの適用には考慮を要す は,膜 の分離能 ・信頼性 ・

ガス火力では実現可能性が ・大型の真空ポンプ
,圧 力切 耐久性の向上等技術的課題

趣
・排ガスにSOx等不純物を多

替え弁の開発,吸 着剤の高 が多い

硫黄化合物による劣化,腐 効率化,排 ガス中不純物の

く含む石油 ・石炭 火力では, 食性 もなく,高 圧ガスの得 影響評価が課題

不純物の影響評価,対 策の られるプロセス(石 炭ガス

確立が必要 化複合発電等)で 有望
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各技術の現状評価 をまとめると次のように

なる。

① 化学吸収法

ア ミン溶液を吸収液 とす る化学吸収法は,

低圧下の吸収に適 し,ほ ぼ常圧の発電プラン

トの排ガスに適 した方法である。

米国で天然ガスの燃焼排ガス(約18万kW

の発電規模)か らCO2を1000t/dの 規模で回収

した実績 もあり,天 然ガス火力については可

能性の高い技術 と言える。

ただし,排 ガス中にSOx等 不純物の多い石

油 ・石炭火力では,硫 黄化合物による吸収液

の劣化問題が予想され,こ れ ら不純物の影響

評価が必要 と思われる。

② 物理吸収法

メタノール等を吸収液 とする物理吸収法は

加圧下(数 十atm以 上)の 吸収に適 し,常 圧の

プラン ト排ガスへの適用は難 しい。

しかし,硫 黄化合物による吸収液の劣化が

な く,所 要エネルギー も化学吸収法に比べ小

さいなどの利点があるため,加 圧状態のガス

が得 られ る石炭ガス化複合発電での燃焼前の

分離 ・回収等において,有 望な技術 となる可

能性がある。

③ 乾式吸着法,膜 分離法

コンパ ク トさ,低 所要エネルギー等の利点

で将来において有利な方法 となる可能性はあ

るが,現 状では大型化が課題 とされている。

(参考 二100万kWの 微粉炭火力で,約300万

Nm3/hrの 処理ガス能力が必要)

④ 深冷分離法

高濃度のCO2(60%以 上)を 含むガスに対 し

て有利な方法であるが,CO、濃度が数%～15%

の燃焼排ガスへの適用は難 しいと考えられる。

(2)排 ガスか らの直接回収(酸 素燃焼法)に

関す る考察

酸素燃焼法を微粉炭火力発電に適用した場

合のシステムフローを第4図 に示す。

石 炭

酸素製造装置

ボ イラ

脱硝装置

第4図 酸 素 燃焼微 紛 炭火 力発 電 の シス テム フ ロー

他の発電システムについて も基本的原理は

同じで,化 石燃料を酸素で燃焼 させ,排 ガス

中のCO、濃度 を100%近 くに高めて一部 を回

収す る。残 りの排ガスは リサイクル し,燃 焼

用酸素の濃度調整に使用する。

本方法は,ア ルゴンヌ国立研究所(米 国)

が石炭燃焼の実証試験(石 炭400kg/hr)を 行

い,空 気燃焼なみの燃焼性(燃 焼炉内の温度

分布,伝 熱状態等)や,CO、 濃度が94～95%の

排ガスが得 られることを確認 している。(第5

図,第3表)

なお,100万kWの 微粉炭火力発電用 として
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第5図 酸 素 燃 焼 法 実 証 試 験 概 念 図(ア ル ゴ ン ヌ 国 立 研 究 所)

出典:「Combust.Sci.andTech.VoL67(1989)」

第3表 酸素燃焼法実証試験結果(ア ルゴンヌ国立研究所)

Air DryRecycleOperation WetRecycleOperation

RecycleRatio(CO2十H20/02) 0 1.53 1.82 2.15 2.23 2.66 2.25 2.30 2.62 2.72 3.0 3.23

FirillgRate(106Btu/hr) 10.8 10.3 10.4 10.5 10.5 10.1 10.1 10.3 10.4 10.5 10.3 10.4

OxidantComposition

0、(%dry) 21 40 35 31.5 31.5 29.5 39.0 37.5 36.4 32.6 32.5 30.4

CO、(%dry) 0 55 60 61 64 64 55 58 58 59 61 63

H20(%) 0 5.3 3.7 6.4 5.3 12.6 24.6 22.! 27.3 22.8 26.8 26.4

Preheat(.F) 500 430 450 470 460 190 510 520 540 490 460 520

FlueGasComposition

0、(%dry) 3.6 3.5 3.6 3.5 3.5 3.6 3.5 3.4 3.5 3.5 3.5 3.5

CO、(%dry) 16 93 92 92 93 92 93 94 94 91 92 91

NOx(lb/106Btu) 1.31 0.63 0.58 0.51 0.49 0.38 0.50 0.40 0.44 0.29 0.30 0.22

FunlaceExitTemperature(。F) 2190 2280 2280 2220 2120 1990 2170 2130 2130 1990 1920 1880

CarbollillAsh(%) 2.40 一 2.16 1.08 一 0.91 1.63 一 1.48 1.40 『 1.59

出 典:「Combust.Sci.andTech.VoL67(1989)」

46万Nm3/hrの 酸素製造装 置が必要 とな る

が,南 アSASOLで7.5万Nm3/hr/系 列 ×11系

列の酸素製造プラン ト(深 冷分離法)の 稼働

実績があることから,従 来技術の延長で対応

可能 と推定される。 しかし,現 状の酸素製造

動力を0.4kWh/Nm3-O,と す ると,発 電電力

の約18%の 電力が必要 となり,酸 素製造装置

の動力低減や所要スペース(オ ンサイ ト設置

の可能性)の 検討等が今後の課題 となろう。

本酸素燃焼法については,排 ガス中に,吸

収液の劣化 を もた らすSOx等 不純物の 多い

石炭火力で有利になる可能性があると考えら

れる。

(3)燃 焼前の分離 ・回収に関す る考察

EPRI(米 国),ユ トレヒ ト大(オ ランダ)

等 で,石 炭 ガ ス化 複 合 発 電 に お け る燃 焼 前 の

分 離 ・回収 が検 討 さ れ て い る。(第6図)

本 方 法 は,酸 素 で ガ ス化 した石 炭 ガ ス(CO,

CO2,H2)を,水 蒸 気 に よ る シ フ ト化 反 応

(CO十H20ごCO,十H,)でCO2とH,に 変 え

た 後CO2を 分 離 ・回収 し,残 りのH2を ガ ス タ

ー ビ ン で燃 焼 させ る 方 法 で あ る。

本 法 は,排 ガ ス か らのCO2分 離 ・回 収 に 比

べ,処 理 ガ ス量 が 少 な く(約6割),CO2濃 度

が 高 い(約2倍)利 点 が あ るだ け で な く,石

炭 ガ ス 化 ガ ス は 約30atmの 圧 力 を 有 す る た

め,所 要 エ ネ ル ギー の 小 さ い物 理 吸 収 法 に よ

りCO2を 分 離 ・回収 で き る利 点 も あ り,EPR

I,ユ ト レ ヒ ト大 等 は 本 法 を 有 望 なCO2分

離 ・回収 技 術 と して 評 価 して い る。
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〔CO2併 産量最小ケース〕

石炭→ 硫化水素除ガス化炉 ガス冷却

去(脱 硫)酸素→

↓
硫黄 回収

〔CO2併 産量最大ケース〕 水蒸気
↓

石炭→ シフ ト反応ガス化炉 ガス冷却

酸素→ 器

(*シ フ ト反応:CO+H20→CO2+H2)

CO2除 去

CO2乾 燥

圧縮
→ 製 品高 圧CO、 ガ ス

複合発電サ

イクル
→電 力

硫化水素除

去(脱 硫)

↓
硫黄 回収

CO2除 去

CO2乾 燥

圧縮
→ 製 品高 圧CO2ガ ス

複合発電サ

イクル
→電 力

第6図 燃 焼 前CO2分 離 ・回収 石 炭 ガ ス化 複 合 発 電 シ ス テ ム(EPRI)

出典:EPRI「Project2221-16FinalReport(1986)」

なお,環 境性や発電効率の高 さで注 目され

ているメタノール改質発電や,LNG発 電に

おいても,燃 料 を水蒸気改質 した後CO2を 分

離 ・回収す る燃焼前の分離 ・回収法を適用す

ることが可能 と考えられる。

この方法は,燃 焼前に炭素分 を除去するた

め,一 見熱量的に不利 と考えられるが,水 蒸

気改質反応で新たにH,が 生成す るため(例 メ

タノー ルの 改質:CH30H+H,O二CO2+3

H2),実 際には熱量損失はほ とんどなく,前述

のように燃焼排ガスか らの分離・回収に比べ,

処理ガス量が少 なく,CO、 濃度が高いメ リッ

トがあ り,低 エネルギーでCO2を 分離 回収で

きる可能性があるため今後の詳細検討が望 ま

れ る。

(4)各CO2回 収技術の所要エネルギー ・コス

トの試算 ・評価について

第4表 に各CO2回 収技術の所要エネルギー

とコス トの試算例 を示す。

これ らはあくまで も現状技術をべ一スとし

た試算結果であるが,CO2回 収のために,通 常

の火力発電所の所内動力(天 然ガス火力で2

第4表CO2回 収 に よる所 内動 力 ・発電 コス ト増 加 の試 算例

発電方式 CO2回 収 方式
CO2回 収 所

内動 力(%)

発電 コス ト増

加 比
試算機関

天然ガス火力

発電

排 ガ スか らの

分 離 ・回収

化学 吸収 法

(ア ミン法)
14 1.4 ユ トレ ヒ ト大

排ガスからの

直接回収
酸素燃焼法 20 一

電力中央研究

所

微粉炭火力発

電

排 ガスか らの

分 離 ・回収

化 学 吸収法

(ア ミン法)
28～79 1.8～2.7

ユ トレヒ ト大,

MIエEPRI

排ガスからの

直接回収
酸素燃焼法 26～31 1.8 MIT

石炭ガス化複

合発電

燃焼 前 の分離

・回収

物 理 吸収 法

(セレクゾール法)
13 1.3 ユ トレ ヒ ト大
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～3%
,微 粉 炭 火 力 で7～8%程 度)の2～10

倍 の 動 力 を必 要 と し,発 電 コ ス トも1.3～2.7

倍 に増 加 す る と予 想 され て お り,現 状 評 価 で

は 実 用 性 が あ る とは 考 え に くい。(ち な み に,

微 粉 炭 火 力 に お け るSOx・NOx・ ば い じん 等

の 環 境 対 策 コ ス トは,発 電 コ ス トの 約20～22

%程 度 で あ る。)

将 来 的 に は,発 電 プ ラ ン トか らCO2を 分

離 ・回収 す る場 合 の 理 論 エ ネ ル ギ ー 量 が 所 内

動 力 に して 数%と 言 われ る こ とか ら,最 終 的

なCO、 回収 の た め の 所 内 動 力 の 目標 値 は そ の

4～5倍 の10%前 後 に な るの で は な いか と推

定 され る。(空気 中 か ら酸 素 を分 離 す る深 冷 分

離 法 で も,理 論 エ ネ ル ギー 量 の4～5倍 の エ

ネ ル ギー を要 して い る。)

4.2鉄 鋼部門における炭酸ガスの回収例

最近,転 炉ガスから乾式吸着法(PSA法)

でCO2を 分離 ・回収するシステム(処 理ガス量

16000～20000Nm3/hr)が 開発され,高 純度液

化炭酸事業に適用 されている(第5表)。 本ケ

ースでは,鉄 鋼部門における各種ガス(熱 風

炉,高 炉,転 炉,ボ イラー等で発生するガス)

の中か ら,比 較的CO2濃 度が高 く(約15%),

不純物・ダス ト等が少ない転炉ガスを採用 し,

このガスをボイラーで燃焼 させCO2濃 度 を約

30%ま で高めた後,PSA法 で分離 ・回収す

ることによりCO、の回収効率 を高めている。

今後鉄鋼部門において,CO2の 排 出抑制を

目的 として各種ガスか らCO2を 回収す る場合

は,ス ケールア ップ技術,不 純物対策,CO2の

高度分離 ・回収技術等の開発が必要 となろう。

第5表PSAに よ る転 炉 ガ スか らのCO2回 収 の概 要

原 料 ガ ス 条 件 運 転 条 件 製 品 ガ ス 条 件

ガス量 !6,000～20,000Nm3/h タ イム サ イ クル; ガス量 3,000～3,600Nm3/h

温 度 170℃ 110～180sec/step 温 度 一30℃

圧 力 300mmAq 脱 着 圧 力:40～70Torr 圧 力 15kg/cm2-G

組 成 組 成

CO2 28～34% CO2 99.99%以 上

DRYO2 0,5～2.5% その他不純物 ND

BaseN2 Balance DP 一60℃ 以 下

H20 6.0～7.0%

H2S 1ppm以 下

SOx 1ppm以 下

NOx 100ppm以 下

特 徴:1)二 塔 式CO2/PSAプ ロ セ ス2)活 性 炭 吸 着 剤使 用

3)回 収 率:60%以 上4)電 力 原単 位:0.32～0.35kWh/Nm3CO2(PSA部)

5.回 収 したCO2の 処 理 技 術

回収 したCO2の 処理・利用技術 としては,前

述の第3図 に示す方法が挙げられるが,発 生

源から回収 した大量のCO2を 処理で きる可能

性が高いのは,現 時点では下記技術に限定 さ

れると考えられる。(第6表,第7,8図 参照)

① 原油増進回収(EOR)へ の利用

② 地中処理

③ 深層海水吸収 ・深層海底還元

(1)EORへ の利用

米国等で,CO,を 数千万t/y(推 計)規 模で

使用 している実績があ り,技 術的な問題はほ

とんどない。
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第6表 回収 したCO2の 処 理 ・利 用 技術 の概要

・油層に水 ・ガス等で圧 力を加 え原油回収率 を高める2次 回収法で回収不能な油を回収す

る原油増進回収法(3次 回収法 とも呼ぶ)にCO2を 利用す る方法。原油増進回収(E
・CO

、を圧入す る3次 回収法は下記効果 を利用 したもので,米 国等で実用化済。OR)への利用

① 油にCO、 を溶解 させ原油粘度 を低下 させ る。

②CO、 が水に溶解 し生成す る炭酸水で,地 中のCaCO、 を溶か し油層内の空隙 を拡 げる。

深層海水吸収 ・深

層海底 還元

・廃 ガス田 ・油田,鉱 山跡,岩 塩 中空洞等にCO2を 貯蔵す る方法。

米国では399ヶ 所 の廃ガ ス田等 において計2120億m3の 天然ガ ス貯蔵実績有 り。(1979年時

点)

・ガスシール性が高 い粘土質等のキャップロック下に空隙率の大 きい砂 岩等貯留層が存在

す る地下構造・ドー ム状背斜構造におけ る貯蔵や,地 下水 中にCO,を 溶解貯蔵す る方法 も

考え られ る。

・適地 の選定,CO2貯 蔵 時の周辺環境への影響評価 が課題。

・CO2を深層海水 中に圧入 し重炭酸 イオン等の形で吸収 させ る深層海水吸収 と,CO2を クラ

スレー ト(水 和物)化 し海底に還元す る深層海底還元が検討 中。

①液化CO、 の深層海水吸収

液化CO2を 比重が海水 よ り大 き くなる3000m以 深の深 海に圧 入 し海水に吸収 させ る方

法。(ガ ス状CO、 を直接深海に圧入する方法 も検 討中。)

② ドライアイスの深層海水吸収

ドライアイスは比重(1.5)が 海水 よ り大 きいため,海 上か ら投 入 し深層海底に沈 む過

程で海水 に吸収 させ る方法。

③深層海底還元

CO2を クラスレー ト化(水6～7分 子の 中にCO21分 子を閉 じ込め る)し,海 底に還 元

す る方法。

・各方法 とも海水 中の局部的 なCO2濃 度上昇 ・PH変 化等の環境影響評価が課題。

(クラスレー トについて も,安 定状 態では海水中へ のCO、の流 出 ・PH変 化等がないが,

海洋中の温度 ・圧力変化 とクラスレー トの安定性 との関係等 を解明す る必要 あ り。)

CO2コ ン プ レ ッサ ー

CO2圧 入 ポンプ

天然ガス
→

原油原油/ガ ス分離
→

回収CO2
CO2圧 入井

藁
CO2圧 入井

CO2一i>

原 油ll原 油
.

」一L嗣=欄 咽●一一職

灘
第7図CO2を 利 用 し たEORの 概 念 図

出典:「 エ ネ ル ギー レ ビュー1991.11」

一11一



「

驚
水深3000m以 深

亘

/

[

火力 固体(ドライアイス)陸上 翰送

気体 .CO2

購難1
コ
.髭

も
冒繋

姦
第8図CO2の 深層 海水 吸収 ・深層 海底 還 元の概 念 図

しか し,日 本 か らのCO2排 出 量 が 約10億t/y

(約5000億Nm3/y),世 界 のCO2排 出 量 が 約

200億t/y(約10兆Nm3/y)で あ る こ と を考 え

る と,今 後 の 利 用 量 増加 を 見 込 ん で も,本 方

法 がCO2処 理 方 法 と して 唯 一 絶 対 な もの とな

る可 能 性 は低 い と言 え よ う。 また,本 方 法 は,

石 油 資 源 に 恵 ま れ な い わ が 国 に つ い て み れ

ば,回 収 し たCO2を 液 化 し,海 外 へ 輸 送 した 後

利 用 す る形 と な る た め,コ ス ト面 で の 問 題 も

予 想 さ れ る。

(2)地 中処 理

米 国 に お い て 約2000億rn3の 天 然 ガ ス を 地

中(廃 ガ ス 田等)貯 蔵 して い る実 績 が あ り,

わ が 国 で も新 潟 関 原 ガ ス 田 に 天 然 ガ ス の貯 蔵

実績があることか ら,技 術的問題は少ないと

言える。

しか し,日 本最大の新潟吉井 ・東柏崎ガス

田でも約120億m3の ガス埋蔵量 しかな く,国

内での処理 は量的に難 しく,ま た,世 界的に

みて も処理能力に限界があると考えられ,廃

ガス田 ・油田等以外のガス貯蔵に適 した地下

構造(ド ーム状背斜構造等)の 探査が課題 と

なろう。

(3)深 層海水吸収 ・深層海底還元

CO,を 深海に圧入し海水中に吸収 させ る深

層海水吸収法や,CO2に よるPHの 変化等を防

ぐため,CO2を クラスレー ト(水和物)化 し水

分子の中にCO、 を閉じ込めた状態で海底へ還
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元す る深層海底還元法は,最 も大きい潜在能

力 を有すると期待される。

しか し,海水中のCO、の挙動や,海 洋の循環

等海洋現象については不透明な部分が多 く,

局部的CO、濃度の上昇 ・PH変 化等の影響評

価 など,充 分 な環境影響評価 を実施す る必要

があると考えられ る。今後は,学 理的解明,

続いて地上におけ るシミュレーションを十分

に行 った上で実海洋における試験に進むべ き

であ り,ま た,こ の段階では,国 際的協同プ

ロジェクトとして,各 国の理解 と協力の下に

研究を進めることが求め られよう。

以上まとめると,可 能性のあるCO2の 処理

方法 としては,短 ・中期的にはEORへ の利

用と地中処理が,将 来においては深層海水吸

収 と深層海底還元が挙げられる。

6.今 後の研究開発課題

地球温暖化防止技術 としてのCO2回 収 ・処

理技術の位置づけ,概 要,研 究開発状況等に

ついて紹介 してきたが,最 後に,本 技術に関

する今後の研究の進め方 ・課題等についての

筆者の考 えを以下に まとめたい。

① 工学的見地か らは,発 生源から工業的規

模 ・速度でCO2を 回収できる技術の開発が

求められ る。

② 発生源か らCO2を 回収す る方法 として,

現在は,燃 焼排ガスからの分離 ・回収のみ

を考えがちであるが,本 稿で紹介 した酸素

燃焼法や燃焼前の分離 ・回収法も含め,幅

広いサーベ イを行 う必要がある。(第7表 参

照)

③CO2の 回収 だけでな く,回 収 したCO,の

処理方法 も含 めた トー タルシステムを考

え,総 合的なエネルギーの有効利用(回 収

CO2の 液化 ・クラスレー ト化時のLNG冷 熱

第7表 想定 され るCO2回 収 技術 一 覧表(火 力発 電所 を対 象 とした場合)

燃料種 発 電方 式 燃焼前の分離 ・回収 排ガ スか らの分離 ・回収 排ガスからの直接回収

LNG

ボイラ焚 き

①化学吸収 ②物理吸収

③吸 着 ④膜 分 離

①化学吸収 ②物理吸収

③吸 着 ④膜 分 離
①酸素燃焼法

複合発電

燃料電池C/C

MHDC/C

石 炭

微粉炭火力
①化学吸収 ②物理吸収

③吸 着 ④膜 分 離
①酸素燃焼法常圧流動床

加圧流動床

ガス化複合発電

①化学吸収 ②物理吸収

③吸 着 ④膜 分 離

①化学吸収 ②物理吸収

③吸 着 ④膜 分 離
①酸素燃焼法

トッピングサイクル

燃料電池C/C

MHDC/C

メタノール

生焚 き ①化学吸収 ②物理吸収

③吸 着 ④膜 分 離
①酸素燃焼法

予熱複合発電

改質型発電 ①化学吸収 ②物理吸収

③吸 着 ④膜 分 離

①化学吸収 ②物理吸収

③吸 着 ④膜 分 離
①酸素燃焼法

燃料電池C/C

石 油
生焚 き ①化学吸収 ②物理吸収

③吸 着 ④膜 分 離
①酸素燃焼法

ガ ス ター ビ ン
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「

の利用など)を 考慮 した上で,各 システム

の質量収支,エ ネルギー収支,コ ス ト見通

し等を総合的に評価 ・比較 して有望 システ

ムについて考察す るとともに,各 システム

の研究課題 を具体化 ・定量化 してい く必要

がある。

④CO、 の回収量や,回 収 したCO、の処理・利

用形態については,世 界的な視点で量バ ラ

ンスを考慮 し検討する必要がある。

⑤CO、 排出量の削減 目標 ・削減時期等が具

体化す るまでは,で きるだけ多面的研究開

発を進め,多 くの可能性 を検討することが

重要である。(CO2の 回収量,回 収時期等に

卜 齢
ガス化発電

メタノー ル化

水素化

CO化

よっては,シ ステムの優劣が逆転す る可能

性 もある)

また,将 来においては,特 定の産業から

のCO2回 収でな く,す でに提案 されている

統合型エネルギーシステム(第9図)の よ

うに,集 中的に化石燃料 をガス化 した後水

蒸気改質 し,一 定 量のCO2を 燃焼前 に分

離 ・回収 した後水素 リッチガスを基幹エネ

ルギー として使用す るなどの,ト ータル的

なCO2回 収法が有利 とな る場合 も考 え ら

れ,そ の方面からの研究も必要 となろう。

(かが じょう としまさ 主任研究員)

原油

石炭

天然ガ ス

LPG

化石燃料

co

o
,
馬

中間エネルギー

相互変換

CO2NOxSOx
AAA

問 エ ネ ル ギー

電力 産業用電力
NaOH 民生用電力

今

H2
タ

産業用熱
CO 民生用熱

CI{4 輸送用燃料

LPG 航空用燃料

CO2

二酸化炭素分解 __H、O

臥 核熱

HTGR

LWR

FBR

区卜 一 光/醗電

力

熱

水

地

発電

第9図 統合 型 エ ネル ギー シ ステ ムの概 念 図
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ウ ェ イ ス ト ・フ ォ ー ラ ム'91

パネル討論会

高レベル放射性廃棄物の処分と長期の安全確保
一 科 学 と コモ ンセ ンス ー

蛭 沢 重 信

1.は じめに

ウェイス ト・フォーラム'91が,科 学技術庁

の主催,当 研究所の運営により,平 成3年2

月13日,14日 の両 日,東 京駒場のこまばエ ミ

ナースで開催 された。本文では,二 日目の最

後に行われたパネル討論会の概要について,

主要 と思われ る部分 を抜粋す る形で報告す

る。

まず,始 めに座長およびパネ リス トの方々

を紹介する。

(座長)

鈴木篤之氏 東京大学工学部教授

(パネ リス ト)

マ リーA.グ レーバー氏

カナ ダホワイ トシェル原子力研究所

チャールズ フェアハース ト氏

米国 ミネソタ大学名誉教授

パー エ リック アールス トレム氏

スウェーデン核燃料廃棄物管理会社理事

久保川俊彦氏

㈱野村総合研究所技術産業研究部次長

清水洋一氏 毎 日新聞社論説委貝

飛岡利明氏

日本原子力研究所原子炉安全工学部次長

橋本好一氏

動力炉 ・核燃料開発事業団理事

以上の方々により,約2時 間にわた り 「高

レベル放射性廃棄物の処分 と長期の安全確保

一科学 とコモンセンスー」と題 して,熱 心な

討論が行われた。 ここでは,そ の全記録を紹

介するには余 りにも紙数が足 りないので,発

言の中から要点 を取 り上げるように努めた。

従って,多 くの有意義,か つ示唆に富む発言

であったに も係わらず,そ の内容 を充分正確

に表せ なかった ところ もあるか と思 われ る

が,ご 容赦願いたい。

2.パ ネル討論会概要

(1)鈴木座長:パ ネ リス トの紹介

初めに,各 パネリス トの方からどんなお立

場でお話 ししていただきたいか ということを

申し上げたいと思います。

最初にフェアハース ト先生にお話をいただ

こうか と思います。現在ア メリカで進められ

ている高 レベル放射性廃棄物処分 の研究開発

計画について,ア メ リカの学術会議(NAS/

NRC)が 中心 とな りまして,中 立的科学者

の立場か ら,そ の妥当性を評価 した報告書が

出されていますが,そ の検討作業は,フ ェア

ハース ト先生が中心 となってまとめられ まし

た。その内容につ きましてお話 しいただけた

らと考えてお ります。

つ ぎに,久 保川さんは野村総合研究所の方
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■

で,科 学技術の社会的意義 という視点からい

ろいろな仕事 をなさってお られ,そ ういう観

点か ら,特 に今 日いろいろな価値観の変化が

見 られる中で,高 レベル放射 性廃棄物の問題

はどのように とらえるべ きか とい う観点か ら

お話しいただければと考えてお ります。

つぎに,清 水さんはご承知のように,毎 日

新聞の論説委員 をなさっていると同時に,科

学部長を務めておられまして,科 学技術 の今

日的意義 とい う点についていろいろと示唆に

富むお考えをお示 しいただいてお ります。そ

ういう広い観点から,高 いお立場で,高 レベ

ル放射1生廃棄物の問題についてコメン トをい

ただければ とお願 いしてございます。

カナダのグレーバー博士には,本 日午前の

ご講演に引 き続 きまして,PublicConsulta-

tionProgramに 関す る内容のやや補 足的 な

ご説明をいただければと考えてお ります。

スウェーデンか ら来ていただきましたアー

ルス トレム博士には,ス ウェーデンにおいて

もパブ リック ・アクセプタンスを得てい く上

で,い ろいろなご苦労 をなさっていると思 う

のですが,そ のへんについてご紹介いただけ

たらと考えてお ります。

日本原子力研究所の飛岡博士は,原 子炉の

安全性,特 に リスク評価のご専門家でいらっ

しゃるわけですが,ご 専門の立場から高 レベ

ル放射性廃棄物の安全性 をどのようにお考え

になっていらっしゃるか,お 話 しいただけた

らと思ってお ります。

最後に,動 燃事業団の橋本理事に,昨 日の

お話に引き続 きまして,高 レベル放射性廃棄

物の安全 な処分技術を中心に,技 術的な観点

に立って,今 後の研究開発をどのようにお進

めいただ くのかということを,昨 日の ご講演

を補足する形でご説明いただけたらと考えて

お ります。

(2)フェアハース ト氏:米 国のプログラムの再

検討

・"高レベル放射i生廃棄物処分に関す る再考。

(Rethinking)と いう題名の報告書は,過 去40

年にわたって発生 してきている高レベル放射

性廃棄物に関す る米国のプログラムについて

検討す ることがその目的でありました。

・結論 としては,米 国のプログラムの特徴は,

スケジュールについて も技術的な仕様につい

て もかな り硬直 している点であるということ

になりました。すなわち,事 前に詳細に規定

された取 り組み方をしてお り,そ のゴールと

基準は明確にされています。処分場の計画立

案および操業にある種の信頼が生 まれるよう

に設計されていて,も しプログラムが仕様通

りに実行されれば,行 政あるいは法的な見地

か らみると極めて強力な ものです。以上述べ

たことがプラスの側面であって,確 かにい く

つかの利点 を持っています。にもかかわらず,

私共は,こ のようなアプローチは放射性廃棄

物のタスクには極めて不適切であると結論 し

ました。私共の報告書では,他 の国の場合 と

同様にもっ と柔軟に実施すべ きであると勧告

しています。生物圏から放射性廃棄物 を安全

に隔離するという全体的な目標には変わ りが

あ りませんが,こ れまでと違 ったアプローチ

のほうが良いのではないかと感 じています。

・過去10数 年にわたりサ イトの特性解析およ

び岩盤特性の定量化に従事 してきた技術者お

よび科学者 らは,こ こに至って精度の高い定

量値 を得ることが不可能 であることに気付い

ています。測定値 自体の不確かさおよび将来

に向けて長期にわたり外挿することの不確か
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さは大きなものになります。不確かさが大 き

いことは公衆に懸念と心配を呼び起こします。

・本報告書では,関 係する当局および各科学

者 らが もっとオープンにかつフェアであるこ

とが必須であると強調 しています。非常に頻

繁に使用されている単語 として,「透明な,わ

か りやすい("Transparent。)」 という言葉が

挙げられ ます。私共が今行わなければならな

いことは,一 般市民に対 してもっとオープン

にすることであ ります。報告書はさらに,廃

棄物隔離について国際的に協議 しかつ対話 を

進め ることを強 く主張 しています。

(3)久保川氏:社 会環境の変化 と原子力

・まず第一点ですが,今 原子力界が直面 して

いるいろいろな問題,こ れは原子力の失敗 な

のではなくて,恐 らく日本の社会自体が進化

した,変 化 してきた,高 度化 して きた,そ う

いうことか らもたらされているのだと思 うの

です。社会 自体が大 きく変わったのだと考え

るべ きです。社会の変化の一番のキー ポイン

トにあるのは一般の国民の価値観が,簡 単に

言えば物の豊かさを重視す ることか ら,心 の

豊かさを重視する,そ ういうふ うに大きくシ

フ トしたとい うことです。そ うす ると,パ ブ

リック ・アクセプ タンスと言った場合,今 求

められているのは,逆 に原子力側の人々が公

衆の価値観 をア クセプ トす る。主客を180度 変

えなければならないのではないかと考えてい

ます。

・2番 目に,物 の豊かさの時代には,物 的な

物に則 した価値でしたが,今 求められている

のは,サ ービス的な付加価値,そ して,そ れ

に萌芽的に出ているシンボル的な付加価値,

文化的な付加価値,あ るいは個入の生 き方に

とって意味のある付加価値になって きたとい

うことだ と思います。ゆ とり社会 に対応した,

人間を中心にした価値創造,と いったものに

産業,企 業が力を結集 しなければならない,

という大 きな流れにあると思います。原子力

技術が取 り組むべ き価値 も,安 く安定的にエ

ネルギーを供給す るということから,安 心で

きる,安 心感がある,親 しみやすい,使 いや

すい,す ぐれた労働環境である,あ るいは有

能な入材が集まるとかいうように,従 来は,

技術が対応すべ きものではないとされて きた

ような価値について も,原 子力技術がかかわ

らざるを得ない時代になっているとい うこと

だ と思います。

・3番 目に,こ ういった価値は非常に漠然と

しています。技術者の目から見ると,そ れは

技術の課題ではないように一見見えるわけで

すが,こ れ こそが,1990年 代から2000年 にか

けて技術が対応すべ き大きなテーマなのでは

ないか と思います。 もはや,軽 くした り効率

よ くしたりということだけでは不十分 なのだ

とい う認識が必要かと思います。そうして,

こういったふわふわしたものに対応する技術

として,私 どもは,ハ イテクと生身の人間と

の問に介在すべ き技術,ヒ ューマ ン ・テクノ

ロジー というコンセプ トを提案 しています。

地質だとか,放 射性物質だとか,材 料だ とか,

そのことばか り研究していたのでは見えない

はずで,人 間そのものにも関心 を向けなけれ

ばならない,勉 強しなければならない,理 解

しなければならない。

・結論的に申します と,こ ういった市民の関

心事項の中か ら具体的な技術的課題をつかみ

出してそれを解決する。 これが今,原 子力技

術者,あ るいは地層処分の研究開発に課せ ら

れた使命なのではないか と思います。
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(4)清水氏:わ か りに くい我が国の進め方

・率直に言いまして,一 般の国民は高 レベル

放射性廃棄物については,か な りの不安 を持

っているのではないかと思います。昨年9月

に行われました総理府の世論調査を見 まして

も,半 数以上が原子力は必要だと見ているの

ですが,国 民の90%が 原子力に不安を持 って

いる。その不安の理由の中に,放 射性廃棄物の

処理 ・処分,管 理に対する不安が38%ぐ らい

ある。 それではなぜ国民が高レベル放射性廃

棄物に不安 を抱いているか というと,日 本人

はそもそも広島,長 崎が原子力の出発点であ

りますから,放 射能に対 しては非常に敏感で

あるということがあります。加 えて,1万 年の

オーダーで有害であり続けるようなゴ ミは,

今 まで人類が経験 した ことのない ゴ ミであ

り,本 当に処分で きるのだろうか という疑問

を持つのは極めて自然なことだと思 うのです。

・現実 を見ます と,日 本に39基 の原子力発電

所があって,ど ん どん核分裂生成物はできて

いるわけです。 また,2～3年 すればフラン

スか ら返還廃棄物が 日本に戻って くる,と い

う現実があるわけです。 そうします と,原 子

力に反対 だとか賛成だとかにかかわらず,と

にか く日本の問題 としてこのゴミをなん とか

しなければならない。そ ういう現実が今ある

ということだと思います。 とにか く日本 とし

て何かしなければならないことは,恐 らく反

対派 も賛成派も理解す ると思 うのです。

・今の進め方は,高 レベル放射 性廃棄物 をガ

ラスで固めて,安定 した地層の地下に埋め る。

それで安全なんだ。安全なんだから国民の皆

さん納得 して くださいと,ご く大雑把に言え

ばそうい う進め方だと思 うのですが,ほ ん と

にゴ ミが1万 年のオー ダーで完全に人間か ら

隔離 しておけるのか どうかということは,そ

う簡単に納得できないと思うのです。専門家

が安全だ と言ってるんだから信 じなさい,と

いうようなや り方ではもはや今は通用 しない

と思います。特に,推 進者の専門家による評

価で安全だと言って もなかなか国民は信用で

きない,信 用 しない,そ ういう状況に今なっ

ていると私は感 じます。

・実際にそれでは どういう処分方法があるか

ということを,い くつか代表的なものを決め

て,そ れぞれのプラス ・マイナスを,い くつ

かの方法について,や は り国民に知 らせて,

その中でどれを選んだらいいか,国 民 ととも

にそれを選んでい くというような方法が必要

だと思 うのです。

・実際 にどうい う方法があるか と言 います

と,常 識的に考 えて私は4つ の方法があると

思 っています。

1番 目は,何 もしない方法。100年間ほ ど置い

ておいて,そ の うちに科学技術が進んで何か

いい方法が出て くるだろう,と い う問題先送

り型,無 責任型の方法。

2番 目は,今 やっている陸地に捨てる方法。

3番 目は,海 底に捨てる方法。

4番 目は,宇 宙に捨てる方法。

そういうい くつかの方法について,中 立な

第三者的な機関が,テ クノロジーアセスメン

トをその4つ についてきちんとやって,そ れ

ぞれの4つ の方法についてプラス ・マイナス

を示す。それで専門家 としてはこの4つ のう

ち,こ れこれこういう理由でこの方法が一番

いい ということを国民にわか りやすい形で示

して,そ れでなおかつ国民の意見を聞 く。そ

のような決定のプ ロセスで処分方法 を選んで

い くことが,今 のや り方よ りは国民の理解が
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得 られるのではないとか と思います。

(5)グレーバー氏:社 会科学的研究

・カナダで廃棄物管理プログラムが開始され

て間 もない頃,AECL(カ ナダ原子力公社)

は,研 究開発を進めてい く上で公衆の参加 を

得 ることが必要 な2つ の問題に直面 しまし

た。それは,地 質学的野外調査エ リアの取得

とURL(カ ナダの地下研究施設)の 開発で

した。 これ ら2つ の活動に対 して公衆の支援

を得 るためにAECLが 試みた経験か ら,成

功す るための鍵 となる要 因は,地 元の問題お

よび懸念 を識別 し把握す るこ とで あるこ と

と,こ うした懸念 を解消 しあるいは解決する

ためのメカニズムを開発す ることであること

が示されました。

・公衆協議プログラムを通 して学んだ最 も重

要 な教訓は,信 頼性 を確立 し,さ らに相互信

頼 を生み出すことの必要性で した。これらが

なければ,協 議の成果が受け入れられ る可能

性はほとん どあ りません。AECLが 市民団

体 の信頼性を獲得 できたのは,4つ の主な活

動によります。 まず第1に は,情 報提供 を行

った り,公 衆に私共の作業現場 を見学 して も

らう際に,例 えば,研 究施設およびURLに

団体 を招いて見学 して もらい,研 究開発を行

っている科学者 と直接話をして もらうなど,

極めてオープンにしたことが挙げられます。

第2に,協 議プログラムに参加 した人たちの

熱意 と信頼があげられます。カナダでは公的

機関の科学者 らに寄せる信頼は非常に厚いも

のがありますので,技 術的専門家にも参加 し

て もらいました。第3に,公 衆協議プログラ

ムで追跡すべ き約束 もあ りました。公衆協議

が短期プ ロジェ ク トではない とす る認識で

す。最後にな りますが,AECLが 積極的に

公衆の憂慮に関わることも必要で した。憂慮

を解決す るとい う約束をす ることは,情 報を

提供す る機会 を得 た ということだけではな

く,彼 らが提供 した情報がプログラム開発で

検討されることを意味 していました。

・私共が得 たもうひ とつの教訓は,協 議プ ロ

グラムを柔軟 な もの とす るこ との重要性で

す。私共は,例 えば,労 働団体,農 業団体,

女性団体,環 境団体,宗 教団体,医 療組織お

よび地域社会組織さらに奉仕団体 など,種 々

の団体 と協議 を重ねてきました。そこで,各

団体の求めているものや関心 を満足させ るた

め,そ の精神基盤 を把握 し,考 え方に敏感に

ならざるをえませんで した。また,市 民組織

の持つ時間,人 的な力,お よび予算 といった

面の制約 を認識しそれに対処す ることが重要

で した。

・さて,こ の辺で,話 を転 じようと思います。

公衆の参加によって,情 報の交換および公衆

か らの情報 を方針決定プロセスに組み入れる

ことが,公 衆協議の重要性であると言えます。

公衆に影響 を及ぼす決定に公衆が直接参加す

ることで,方 針決定者および決定その ものに

対する信頼性を高めることになります。AE

CLの 場合,公 衆協議によって廃棄物管理プ

ログラムだけではな く,組 織全体が高い信頼

を得ることができました。公衆協議は,市 民

が影響 を被ると考 えているプロジェ クトにつ

いての方針決定プロセスに参加 し、たいという

欲求 をかなえることにな ります。公衆協議の

おかげで明確に重要問題 を識別 しそれ らを事

前に検討 してお くことになります。

(6)アールス トレム氏:ス ウェーデンのアプロ

ーチとPA

・パブ リック ・ア クセプタンスについて考え
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ます と,ま ず重要な問題は施設立地 というこ

とになります。スウェーデンで既に稼働 して

いる廃棄物管理施設に対するパブリック・ア

クセプタンスを得 るにあたって,私 共は非常

にポジティブな体験をしました。CLAB,

フォルシュマー クの処分場および新規の地下

研究施設は私共の予定通 りに立地 されました

が,各 サイ トについて長い時間をかけて公衆

とデ ィスカッションをしてきました。しかし,

パブリック ・アクセプ タンスによる計画の遅

れはあ りませんでした。地元の極めて小さい

組織 を除 くと,私 共は,こ れらの施設の全サ

イ トの地域住民 と極めて良い関係 を保 ってき

た というのが私の印象です。

・採択す ることので きるのはたったひ とつの

決定であ り,サ イ トの処分場 となる将来の運

命が直 ちに決まって しまうというような運命

論的な決定のタイプであ り,別 の回 り道がな

い と,多 くの人が考えているという印象 を私

は受け ました。私は,こ れは極めて誤った考

えであると思います。決定 とは,実 際にサイ

トにおいて処分場 を閉鎖するまでの長期にわ

たるプロセスであ ります。また,処 分場 とし

て実際にスター トするまでにも,当 該処分場

の安全性 を評価する世代が2～3世 代にもわ

たることになるとい うプロセスです。

・長期間の安全性 を予測することについてみ

てみ ます と,科 学者が しば しばそれは可能で

はないと論 じていることが挙げられます。 し

か し,私 共が生み出した放射性物質は天然に

も存在 します し,そ の一部 は,地 球が誕生 し

て以来存在 してきているものです。安全評価

の重要な部分は,こ れ らの放射性物質が処分

場を建設しようとしている地質環境において

どのように挙動するのかについて研究するこ

とです。従 って,ナ チュラル ・アナログ研究

および処分場の安全解析に使用 しているモデ

ルが同様に天然の元素の 自然界における挙動

をも説明するために使用可能であるか どうか

を調べ ることに大いに努力 しています。 この

ことは,ア クセプタンスを得 るために私共が

伝 えるべ きまた別の重要なメッセージである

と考えています。

・第3の 問題は,ス ウェーデンで も検討 され

ましたが,回 収可能性について様々な意見が

あることです。一部の人は,人 間の侵入を処

分場にとっての脅威 とみなしています。また

一部の人は,処 分場の修復および調整のため

にモニターが可能であるべ きだ と意見を述べ

ています。 しか し,廃 棄物の回収に戻 り最初

に誤 った処置 をした ものを矯正す るとい うこ

とはきわめて難しいので,お そらくこのよう

な処分場は良い施設 とはいえないであろうと

思います。

・第4の 問題は大規模事故です。処分場か ら

瞬時に大量の放出が起こるようなシナ リオは

全 く考えられません。 また誰 もこれまで私に

対 してそれを示すことができた人もいません

でした。 しか し,多 くの人がそのように考え

ていると私は思っていますので,こ うした大

規模事故が起こ り得るとの考えに対して挑戦

しなければならないと思 っています。

(7)飛岡氏:原 子炉の安全性の専門家の立場か

ら見ると

原子炉の規制に関 して,安 全性 とい う観点

で恐 らく高 レベル放射性廃棄物 よりもかなり

長い年月の経験を持っている側からして,廃

棄物についての安全評価,あ るいは安全性の

考え方について,我 々がどう思っているか,

私の個人的な意見を述べ させていただ きたい
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と思います。

・まず基本的に,廃 棄物処分の リスクは,原

子力発電所の リスクに比べ ると十分小 さい。

恐らく3桁 とか,あ るいは場合によっては4

桁 ぐらい小 さい。大事故の可能性が極めて少

ない ということ,あ るいはそのプロセスが極

めてゆっ くりしていること,回 復操作が十分

とれること,あ るいは原子力発電所では常に

考 えている,エ アを通 じての拡散経路みたい

な経路がないこと,等々,極 めてたくさんの利

点が廃棄物処分の方には存在する。こういう

利点をもっ ともっと宣伝され,あ るいは生か

される必要があるのではないか と考えます。

・我々が工学的に判断ができるのはせいぜい

40年 ないし60年 だと私 は考えます。その中で

も多段階の規制がいろいろな意味でとられて

いる。我が国では定期検査 という形でやって

いますが,昨 今世界各国では,ペ リオディカ

ル ・セイフティ・レビュー(定 期的安全評価)

という形で,3年 ないし4年 ごとにレビュー

してい くとい うアプローチをしていることは

ご存 じのとお りだと思います。こうい うアプ

ローチを廃棄物処理 ・処分の体系の中で,ど

ういうふうに,独 自の体系 として生かしてい

くか ということを皆さん方も少 しお考 えにな

る必要があるのではないかとい う気がいたし

ます。

・ある短い,限 られた期間では,障 壁の同定

であるとか,そ の成功,失 敗の判定が容易で

あるが,廃 棄物処分が持っている不確実性,

あるいは長い長い年月をどのように評価す る

か ということが必要 ではないか という気が し

ます。

・4番 目に,安 全性を考える上で,リ スク目

標,あ るいはセイフティ ・ゴールとい うコン

セプ トが極めて必要だと思います。 しか し,

これはいろいろな意味で検証が極めて難 しい

領域であって,国 民,あ るいは公衆にはなか

なか理解 していただけないし,多 分未来永劫

理解できないのではないか という気さえいた

します。専門家の間では極めていいツールで

すが,し か し,今 まで原子力発電所の分野で

は,規 制の道具 として使 われてうまくいった

という例は極めて少ない。廃棄物処分の方で

は,ど ちらか というと,こ の リス ク ・ゴール

的なアプローチがだんだん使われてい くとい

うことは我々 としては極めて興味深い話です

が,果 たしてうまくい くかなとい う気がいた

します。

・つぎに,リ ス ク評価,あ るいは安全評価 と

いう観点から考えたときに,廃 棄物処理 ・処

分の場合には,不 確実 さの同定 と定量が難し

い,特 にモデル構築の問題,あ るいは入力デ

ー タのパラメータの問題,最 後に一番問題 な

のは完全性一モデルその ものの完全性一の欠

如の問題,こ のへんをどのようになさるのか

極めて難 しい問題があるのではないか と思い

ます。

・6番 目に,裾 切値の問題があ ります。放射

能のレベルだけではなしに,発生頻度,発 生確

率 という概念で,裾 切値 を勇気 を持って導入

しなければいけない。そ うでない と論理が構

築できないだろうと思います。い くつかの廃

棄物処理・処分の特徴,例 えば放射能は1人 歩

きしないで,移 行す るだけである,プ ロセス

は極めてゆっくりしている,回復操作 もきく,

というようなことを十分考えに入れて,か つ

最初に申しましたリスクのレベルが極めて低

いということをご勘案の上,独 自の廃棄物処

理・処分の トータルのセイフティ・フィロソフ
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イー というものを早 く構築 されることが,多

分いろいろな意味で役立つで しょうし,PA

にも役に立つのではないか と私は考えます。

(8)橋本氏:高 レベル放射性廃棄物固有の安全

性 と地層固有の安全性

高レベル放射性廃棄物の地層処分の研究開

発を進めております立場に立って,高 レベル

放射性廃棄物が固有に持 ちます安全性 と,そ

れか ら地層固有の安全性 を分 けて考 えてみた

い と思います。

・高 レベ ル放射性廃棄物のガラス固化体につ

きまして も,適 切な定置場所 を選び,適 切 に

封 じ込めれば人工バ リアの性能が維持 される

期間,例 えば今後1000年 以上 とか,も っとそ

れ以上の長い間,安 定 な性状,そ して形状を

維持する見通 しがつ きつつあるということが

言えます。概括的な仕様の1例 として,核 種

を溶か し込んだガラスを5mm厚 さの ステン

レス鋼の容器の中に入れ ることを考 えており

ます。これを30cmの 厚さの炭素鋼製のオーバ

ーパックの中に閉じ込め,さ らに30cmの 厚 さ

のベン トナイ トという粘土で囲みます。

・地層固有の安定性 について,地 下深部の地

層は一般的に地表に比べて遙に外的な要因に

よります影響 を受けに くい ということが言え

ます。極めて長期にわたって安定 している地

域 も広 く存在 していることは,地 質学的に知

られてお ります。日本にあ ります鉄や銅,鉛,

亜鉛等の金属資源は約数千万年前にできた も

のが多いわけですが,母岩の地層はこれを安定

に包み込み隔離 してお ります。堆積岩では,そ

れが形成されました時代の動物や植物化石が

きちんと保存されていることが多いわけです。

・地震多発地帯 とか火山帯は既によ くわかっ

ている,ま た,資 源の分布についてもかなり

精度よ く把握されているということがいえま

す。そこで,既 に知 られているこれ らの場所

は,あ らか じめ避けることが出来 るわけです。

地震については,地 上 と地下では揺れが大き

く違い,地 下の方が遙に影響が少ないとい う

ことが知 られています。

・高 レベル放射性廃棄物は,一 般的には再び

取 り出されることはないと仮定 し,放 射性核

種 と毒性は,壊 変による減衰 と,漏 洩によっ

て減衰すると考 えてお ります。この際,放 射

能及び毒性の大きさが リスクの支配的要因と

いうことではなくて,放 射能が生態圏に達す

る実際の経路 とメカニズム,確 率,そ してそ

の放射能 をある地下深度毎に把握すること,

特に,生 態圏にいたる放射能 レベルの体系的

な解析評価が,最 も重要だ と考えてお ります。

(9)地層処分のアプローチ

鈴木座長:

このパネル討論の中で,特 に久保川さん と

清水さんから,現 在の高 レベル放射性廃棄物

処分に関するや り方 というのは,一 般の人か

ら見 るとわか りに くいし心配なのではないか

というお話があったか と思うのですが,ス ウ

ェーデンでは如何 でしょうか。

アールス トレム氏:

わが国はこれまで,ス カンジナ ビア ・シー

ル ドの上にあらゆる種類の施設 を建設 し,採

掘およびそれに類似のことを行い,1970年 代

の中ごろには既 に沢山の経験 をしま したか

ら,地 質学的技術を開発で きるとの確信を得

ていました。スウェーデン国内で廃棄物 を処

分すべ きかどうかの問題に関 しては,私 は公

衆の85%以 上の人が前回の選挙でイエスと回

答したと思っております。私が思うに地層処

分 を行 うべ きである というこ とは不変 であ
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り,し か もこれは受け入れ られていると思い

ます。 しかし,い つ開始すべ きであるかにつ

いては意見が分かれています。いつ始めるか

が問題です。

2010年 までに原子力発電所 を閉鎖す るとい

う議会の意志に沿って停止す る前に当該技術

を適用できるサイ トを指定す ることが私共の

責務 であると感 じています。 したがって,私

共は精力的に開発 を進めなければならず,そ

の後は,こ の技術の実行を2010年 に生 きてい

る人々に委ねます。彼 らが,決 定を下 し,そ

の技術 を実行す ることになるで しょう。

⑩柔軟なアプローチ

鈴木座長:

例 えばもっと柔軟なや り方を,実 際の処分

というアクションをとるまでに20年 以上 もか

けるプログラムになっているというような,

そういうご紹介がございました。これほ どま

でに十分に時間をかけるアプローチというの

は,原 子力の世界でも非常に珍 しく,例 外的

なや り方だ と思います。そういうアプローチ

を高レベル放射性廃棄物処分の問題で とって

いる。 この点について如何で しょうか。

久保川氏:

日本の原子力界を貫いているのは必要性の

論理ですね。それはエネルギーが必要だか ら,

原子力が必要だから,あ るいは廃棄物処分場

が必要だ。必要 だ,必 要だ といって,必 要性

でどんどんい くというロジックですね。

しか し,十 分性の論理については,最 後は

国民とか公衆 とかユーザー とか生活者が関与

しなければ決 まらないのです。

では十分性 の論理 とい うのは何 か となる

と,実 は私 も答えを持 ち合わせていないので

すけれども,具 体的にカナダやスウェーデン

でや られている,ボ ランティアをサイ トの選

定に参加 させ るというような話があ りました

が,そ ういったことは具体的な十分性へのア

プローチ というか,そ れを実現する一つのア

プローチ じゃないか と思います。

清水氏:

確かに日本に比べ るとかな りましだと思い

ます。国民がある程度意志決定に参加すると

いうようなメカニズム,そ れからもう少し幅

広 い層の人たちで意志決定する と言い ます

か,ど うしても日本の場合は推進者だけの意

志決定が上からお りて くるとい う印象が非常

に強いんですね。それは改めない といけない

と思います。

(11)リスクについて

鈴木座長:

リスクとい う観点から,こ ういう高レベル

放射1生廃棄物の問題 を議論するということに

ついてどんなお考 えをお持ちですか?あ るい

はカナダではそれをどのようにお考 えになっ

ているか,ち ょっとお話いただければ と思い

ます。

グレーバー氏:

放射性廃棄物の処分に関連 して,公 衆に対

してリスクの話 をすることができることが課

題であると信 じています。

私共は,過 去において時折,公 衆が 日常生

活で遭遇 しているその他の リスクとこの リス

クを比較することができることを見いだしま

した。そこで,私 共は,公 衆が最 も快適に感

じるのはどのようなタイプのアナログである

かについて調査 したいと思いました。

リスクが識別 されるのは,リ スクが極めて

高い場合のようです。話が分か りやす くかっ

信 じてもらえるように正確な意味での リスク
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とは何であるかを伝えることは意義のある仕

事であ り,私 共は,こ の研究 を続けていると

ころです。

飛岡氏:

基本的に私は リスクに関 しては,し ばらく

はまだコ ミュニケー ションができないとい う

ほうにかけてお りまして,例 えばたばこです

らや っとこの頃少 し話が進むようになって き

たと思っています。

(12)まとめ

鈴木座長:

今 日のパネルにつきまして簡単なまとめ を

させていただきたいと思います。

私 は,結 論 として三点 ぐらいにまとめ られ

るような気が致 します。

一つは
,今 日のパネルの中で,清 水さん,

久保川さんを中心にご指摘のありました,現

在のや り方が原子力の外から見ているとやは

りわか りに くいし,な お心配な部分がかな り

ある,と い うことがあると思います。この点

は原子力関係者,高 レベル放射性廃棄物の地

層処分に携わっている方々がやは り素直に受

け とめ るべ き問題ではなか ろうか と思い ま

す。ただ し,今 回のパネルで,ア メリカ,カ

ナダ,ス ウェーデンでは,そ ういう点につ い

て真剣に取 り組んでいらっしゃるとの ご紹介

がございました。特に,例 えばカナダのアプ

ローチなどは,そ ういう意味ではかな り参考

になるということではなかったか と思 いま

す。我が国としても,そ ういう外国の状況や

努力を十分参考にしなが ら,我 が国な りのア

プローチを探 してい く必要があろうか と思い

ます。これが第1点 です。

第2点 は,そ れにして も地層処分 とい うも

のが本当に妥当なのかどうか ということにつ

いてはやはり広 くご理解 をいただ く必要があ

るわけで して,清 水さんがご指摘のように,

ほかのオプションと比較 してみるとどういう

ことになるのか といったことを,も っとわか

りやすい形で,い ろいろなレベルでスタデ ィ

をし,そ れを皆さんに見ていただ く努力が必

要かと思います。そういう努力 と平行 して,

処分に対す る技術的な信頼感を得 るというこ

とがやはり1番 大切なことではないか という

気がいたします。例 えばフェアハース ト先生,

飛岡さん,あ るいは橋本さんからも地層処分

特有の問題 として,非 常に長期的な現象であ

り,そ れについては不確実性がどうしても伴

う。それをどう評価するか ということが大事

だ という話がございましたが,こ れは逆の言

い方をいた します と,そ ういうもの をいかに

精度よ く皆さんにご納得いただけるレベルま

で信頼性のあるもの として技術開発 を進めて

い くか とい うことにつ きるかと思います。私

の理解では,ス ウェーデンで現在計画が進ん

でお りますハー ド・ロック ・ラボラ トリー,

あるいはア メリカのウェイス ト・アイソレー

ション ・パイロッ ト・プラン ト(WIPP)

一このWIPPは アメ リカの環境保護庁の許

可が出たようですか ら,近 々具体的に,試 験

的な処分が始 まるのではないか と期待 されて

います一などによる実際の経験を通 じて信頼

感 を得てい くということが非常に重要だ と思

います。我が国において も,そ ういう観点か

ら,地 下研究施設ができるだけ早 くできるこ

とが必要なのではないかという気がいたしま

す。

それか ら第3点 は,や は りほとんどの方々

からご指摘のございました柔軟性,す なわち

慎重にや っていくということではないか と思
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い ます 。 そ うい う こ と をや る こ とに よ っ て一

般 の 方 々 の ご理 解 を得 て い く。 そ れ に は十 分

時 間 をか け る必 要 が あ る とい う こ と で は な い

か と思 い ます 。 つ ま り,コ ミュ ニ ケ ー シ ョ ン

が 非 常 に 重 要 だ と い う こ とが,全 員 の パ ネ リ

ス トの 方 々 か ら ご指 摘 が あ っ た と思 い ます 。

十分 ま とめ られ な か っ た部 分 も あ ろ うか と

存 じますが,以 上 をもちまして,今 日のパネ

ルの結論 とさせていただけたらと思います。

パネ リス トの方々には熱心にご討議をいただ

きましてありがとうございました。皆様方の

拍手でパネ リス トに謝意を表 したい と思いま

す。(拍 手)。

それではどうもあ りが とうございました。

(ひるさわ しげのぶ 主任研究員)
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リス ク ・マ ネ ジ メ ン ト

ー コ ミュ ニ ケ ー シ ョン の 「場 」 と決 定 の 「場 」一

浅 見 政 江

は じめに

リスク ・コミュニケー ションおよび リスク

に関す る(意 志 または政策)決 定の 「場」に

ついての議論に入る前に,リ スク ・マネジメ

ン トの概念について言及 してお きたい。

「リスク」の定義についてはここで改めて

論ず るまでもない と思われるが,「 リスク」を

「マネジメン ト」するとい う題 目で議論 を展

開す る以上 「リスク」の代表的な定義 を紹介

してお くこととする。当然の ことなが ら,研

究者により 「リスク」の定義は異なる。 しか

し,LOWRYに よる 「人の健康,資 産および

システムの機能に障害 をもたらす事象の起こ

る確率 とその結果の尺度」 とするリスクの定

義は代表的なもののひ とつで,こ れ を簡潔に

数式化すると,リスク=[有 害な事象の生起確

率]×[結 果の程度]と す ることがで きよう軌

リスク ・マネジメン トとはこのように定義さ

れた リスクを文字通 りマネジメン トすること

であるが,こ こでいうリスク ・マネジメン ト

とは,科 学的,技 術的にリスクを減少させ る

ことのみを意味す るのではない。「マネジメン

ト」は,何 らかの意志決定がなされることを

意味 してお り,そ れは純粋に科学的または技

術的側面に関す るものだけ とは言い切れな

い。なぜなら,ほ とん どすべ ての科学技術は

多かれ少なかれ人間社会 と共にあるのであ

り,「 リスク」を「マネジメン ト」することは,

とりもなおさず社会的側面 をも考慮 した上で

「リスク」に関して何 らかの意志決定を行な

うことといえるだろう。 この場合の意志決定

者はリスク ・マネージャーであるが,決 定事

項は社会的に容認(accept)さ れるようなも

のでなければならない。 しか しこれはあくま

で理想的状態 を指すのであって リスク ・マネ

ージャーの決定が社会的に容認されない場合

も当然あるはずで,そ のような場合には決定

にかかわる様々な社会的なリアクションが リ

スク ・マネジメン トのプロセスにフィー ドバ

ックされ うるようなシステムな り体制が整備

されていることが望 ましいことはここで言及

す るまでもない。

次に リスク ・コミュニケー シ ョン とリス

ク ・マネジメン トの関係について述べておき

たい。本稿では リスク ・マネジメン トを,リ

スクに関して,社 会的側面 をも配慮 して何 ら

かの意志決定がなされることという前提で議

論 している。社会的側面を配慮す るためには,

社会生活を営む一般の人々との意見交換,す

なわち多 くの研究者や実務担当者が指摘する

ように双方向(twoway)の コミュニケーシ

ョンが不可欠であ り,リ スクに関す る情報が

オープンであることが求められる。つまりこ
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うい った 社 会 的側 面 を重 視 した プ ロセ ス と科

学 的,技 術 的 な側 面 で の マ ネ ジ メ ン トプ ロセ

ス が リス ク ・マ ネ ジ メ ン トの2本 柱 と して 存

在 す る わ け で あ るか ら,リ ス ク ・コ ミュ ニ ケ ー

シ ョ ンは リス ク ・マ ネ ジ メ ン トを行 な う上 で

の 重 要 な構 成 要 素 と捉 えて 差 し支 え な い と思

わ れ る。す な わ ち リス ク・マ ネ ジ メ ン トは こ う

した 一 連 の プ ロ セ ス の 総 称 で あ る とい え る。

以 下 で リス ク・コ ミュ ニ ケ ー シ ョ ンの 「場 」

と決 定 の 「場 」 に つ い て議 論 して い くが,こ

こで い う決 定 の 「場 」 とは リス ク ・マ ネ ジ メ

ン トプ ロ セ スの 最 終 段 階 とい う意 味合 い で あ

る。 具 体 事 例 と して 昨 年 ス イ ス で実 施 さ れ た

原 子 力 発 電 所 に 関 す る 国 民 投 票 な ど に 言 及 し

なが ら 「場 」の 問 題 に つ い て考 察 して み た い。

スイスでの国民投票②

1990年9月23日,ス イスにおいて原子力発

電に関する国民投票(投 票に付 された案件は

原子力発電問題 だけではなくその他の案件 も

あった)が 実施 された。 日本でも主要新聞が

報道するなどして記憶 に新 しい ところである

が,投 票の結果10年 間の原子力発電建設凍結

(モラ トリアム)案 が採択された。この国民投

票では原子力発電(お よび原子燃料処理施設)

を早期撤廃するとい う案件についても賛否が

問われたが,こ れは否決 された。スイスにお

いて原子力発電に関す る国民投票が実施され

たのは実はこれが3回 目で,1979年,1984年

に も実施 されてお り,過 去2度 はいずれも反

原子力発電に関する案件は否決 されている。

現在で も直接民主制の伝統 を強 く受け継 ぐ

スイスでは国民投票が政策決定プロセスで非

常に大 きなウェイ トを占めている。昨年9月

の国民投票 に先立ち,ス イス連邦議会下院

(Nationalrat)は 国民発案(イ ニシアティブ)

で国民投票の案件 となった原子力発電(お よ

び原子燃料処理施設)の 早期撤廃案 を118対

62,モ ラ トリアム案 を102対76で 否決 している

(1990年2月8日)。 この決定を受けてスイス

連邦政府は国民投票で両案件が否決されるこ

とを期待す る声明を発表 していたのだが,国

民投票の結果モラ トリアム案が採択 され,こ

れが議会 を拘束す ることとな り,議 会は憲法

改正 を行 な うとともに関係 立法整備に入っ

た。スイスの国民投票は連邦憲法の改正につ

いて実施 されるものであ り,原 子力発電に関

する2つ の案件 も憲法の条文を具体的にどの

ように変更す るか といった形で提案 されたも

のだった。

以上が非常に大雑把ではあるもののスイス

における原子力発電に関する国民投票の概要

である。ここで リスク ・コミュニケー ション

およびリスクにかかわる決定の 「場」の観点

か らこの国民投票 を見つめ直してみると,ス

イスの国民投票は リス ク・コミュニケーショ

ンのひとつの 「場」を提供 していると言えは

しないだろうか。反原子力を主張す る個人や

団体の発案によるイニシアティブは リスク ・

コミュニケーションを展開する上でのカウン

ターパー トであ り,推 進側,反 対側の主張の

相違を際立たせ るのに効果的であった といえ

るだろう。

すなわち,反 原子力の2つ の案件が国民投

票に付 されることが決定 してか ら,す でに言

及 したようにスイス連邦政府は国民に対 して

この2つ の案件に反対投票をす る旨のキャン

ペー ンを展開した。政府は反対の理由として

早期撤廃案については,① 原子力発電 という

オプションは維持すべ きだ,② 原子力エネル
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ギーに代わる適当なエネルギーはない,③ 電

力の40%を 原子力発電 に依 存す るスイスで

は,早 期撤廃案は経済的に深刻な影響 を及ぼ

す,④ チェルノブイリ事故後,徹 底調査 を通

じてスイスの原子力発電所の安全性は再確認

された,⑤ 原子力発電の危険性は管理次第で

最低限にできるが,外 国の原子力発電所に依

存す るこ とはその管理 を放棄 した ことにな

る,⑥ 原子力は地球温暖化を防止する手段で

ある,⑦ 中 ・低 レベル放射性廃棄物の管理は

可能である,⑧ 冬の電力需要 を賄 うためにス

イスは電力輸入国 となる,と 主張 し,さ らに

モラトリアム案に反対する理由として,① モ

ラ トリアムは原子力発電所廃止への第一歩で

ある,②10年 間のモラ トリアムは新規の原子

力発電所が20年 間運転 しないこ とを意味す

る,③ 原子力の専門家の技術力,意 欲 を損な

う,④ モラ トリアムはエネルギー問題の解決

にはならない,⑤ エネルギー政策の柔軟性を

損なう,と する見解 を明らかに していた。

これに対 して案件の提案者サイ ドは,早 期

撤廃案について,① 新規の原子力発電所の建

設,既 存の原子力発電所の立て替えは認めず,

2030年 までに原子力発電所 を段階的に廃止す

る,② チェルノブイ リ事故から得た教訓 とし

て,全 人口の40%が 原子力発電所か ら30km以

内に住んでいるスイスで原子力発電所に事故

が発生したら,そ の影響 は測 り知れないこと

は明らかだ,ま たモラ トリアム案に対 して提

案者サイ ドは,① 現代の科学では原子力の安

全性は十分だ といえない,第 二のチェル ノブ

イ リは起こ りうる,② 現在事実上モラ トリア

ム状態が続いてお り今後 も継続すべ き,と 主

張 した。

こういった両者の見解 を基軸 として,産 業

界,各 政党がそれぞれの立場で原子力発電所

問題についての見解 を明らかに していった。

特 に電力業界は大規模 な資金を投 じて反原子

力イニ シアティブの大キャンペー ンを展開

し,ま たスイス最大の化学コンツェルン,チ

バ・ガイギー社長A .ク ラウアー氏などは「(原

子力による)40%の 電力を放棄す るなど気違

い沙汰だ」 と公言 していた。メディアも論陣

を張 り,ス イス東部 ドイツ語圏の中立系 日刊

紙 ノイエ ・ツユルヒャーは国民投票の前 日9

月22日,「 幻想のないエネルギー政策」と題す

る社説を掲載 し,「原子力オプションの保持」

を主張 した。

まさに百花練乱,様 々な主張がさまざまな

観点から述べ られたといえる状況だったので

はないだろうか。このようにロジックをもっ

た意見が公衆に提示されることが リスク ・コ

ミュニケー ションでは非常に重要 なのではな

いか と筆者は考える。 リスク ・コミュニケー

ション戦略 として正確 な情報 を公衆に提供す

べ きという主張は正鵠を射ているが,専 門家

とそ うではない人々とのバーセプション ・ギ

ャップが大だ と指摘 されている科学技術分野

での情報提供 は正確無比なデー タだけでは充

分 とは言えないと思 うのである。なぜなら,

筆者 も含めて科学技術の専門家以外の人々に

提供されたデータに対する安全か危険かの価

値判断を求めるのは酷 というもので,こ れは

データの公開ではあって もリスク ・コミュニ

ケーションの題材の提供 とはなっていない と

思 うのである。情報の公開は リスク ・コミュ

ニケー ションを展開す る上での大前提 であ

り,必 要不可欠である点では異論はない。 し

か し効果的な双方向の リスク ・コミュニケー

ション実現 のためにはこれだけでは不十分
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で,提 供する情報の内容,提 供するタイ ミン

グ,提 供する対象など,様 々な側面が考慮さ

れなければな らない。

スイスの今回の国民投票の場合,国 民投票

に至るまでの過程で様々な意見,見 解が述べ

られ,一 部では議論 も交わされたこと自体が

まさに リスク・コミュニケーションの 「場」

が提供 されていることだ と言 えるし,リ ス

ク ・コミュニケー ションの 「場」に提供 され

た様々な意見,見 解が直接 コミュニケーショ

ンには参加 していなかった人々に対 して も判

断材料 を提供 したはずであ り,こ の間接的効

果 も含めると,ス イスの国民投票は リスク ・

コミュニケーションの 「場」 としてある程度

評価できるのではないだろうか。かつ国民投

票はイニシアティブ という形で様々なオプシ

ョンが提供 された個 人的意志決定の 「場」で

あり,個 人的意志決定の結果の総和が社会的

意志決定の 「場」 となっている。スイスの国

民投票 とい う制度が等 しくスイス国民に対 し

てコ ミュニケー ションの 「場」を提供 し,か

つ決定の 「場」 を提供 していると言えるだろ

う。換言すれば,国 民の直接参加 を通 じた民

主主義プロセスが機能 してお り,,民主的意志

決定プロセスのひ とつのモデルと言えるだろ

う。 しか しそのスイスにあっても問題がない

わけではなく,国 民投票での投票率が低迷 し

ているとう問題点を抱えている(1990年9月

の国民投票での投票率は39.2%)こ とも指摘

しておきたい。

社会的な合意を取 り付けることが リスク ・

マネジメン トの重要な課題 となっている。そ

のためにはまず社会的合意を形成する 「場」

が設定 されているのか,ま た合意 を形成す る

のに不可欠なコミュニケーションの 「場」が

あるのか といった問題 もまた真剣に議論 され

るべ きだと思う。事例 としてとりあげたスイ

スの国民投票は,問 題点は抱えているにせ よ

イニシアティブの 自由を,そ して コミュニケ

ー ションの 「場」 と決定の 「場」を国民に提

供 し,そ れを保証 している。そ して制度 とし

ても個人の意志決定の総和の結果が どのよう

に政策に反映するのかを明確に している。 リ

スク ・マネジメン トの観点からみても,こ の

ような制度の明確 さは公衆のなかに信頼感を

培い,マ ネジメン トを実施する上での安定要

素 となりうると言える。国民投票のポジティ

ブな面 をやや強調 し過 ぎたか とは思 うが,こ

の国民投票は リスク ・マネジメン トプロセス

を社会的ルール として確立している事例 のひ

とつ といえるだろう。

リス ク ・コ ミ ュ ニケ ー シ ョンの 「場 」,決 定 の

「場 」:日 本 の 場 合

では日本の場合はどうか。 リスク ・コ ミュ

ニケーションの 「場」および決定の 「場」は

どうなっているのであろうか。スイスの国民

投票のように制度的に確立したものはあるだ

うつか。

1991年10月30日,青 森県上北郡六ヶ所村で

使用済み原子燃料再処理工場に関する公開ヒ

ア リングが実施 された。実施に先立ち社会党

青森県本部 と青森県反核燃実行委員会は公開

ヒアリングへの不参加を表明 した。両組織は

「公開 ヒア リングは原燃推進の手続 きとして

意見を聞 くだけであ り,県 民の意思が反映さ

れていない」などを不参加の理由 としていた。

公開 ヒア リング当日の10月30日,テ レビニュ

ースは公開ヒア リングが とどこおりなく終了

したことを報 じるとともに,ヒ ア リング会場
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周辺の物々しい警備の様子 を報 じていた。公

開ヒア リングの円滑な進行 を目的 とした警備

であったのだろうが,テ レビで報 じられた警

備隊の映像は公開ヒア リングについての視聴

者のイメー ジに影響 を与えないはずはない。

果た して公衆は,今 回実施 された公開ヒア リ

ングに対 して制度的な信頼感 を寄せているの

だろうか。

今 回の公開ヒア リングは科学技術庁長官か

ら安全審査 を諮問された原子力安全委員会が

議長団 となって,科 学技術庁が説明にあたっ

た。原子力安全委員会は公開ヒア リングで地

元住民の意見を聴取 し,こ れを参酌する。 こ

の結果 を踏まえて安全審査 を実施 し,科 学技

術庁長官に答申する。原子力安全委員会の安

全審査は災害防止や技術的能力といった観点

か ら行 なわれる(こ の審査 と平行 して原子力

委員会による経理面,計 画性についての審査

がおこなわれる)。原子力安全委員会が行 なう

審査は第二次審査で,科 学技術庁が実施 した

第一次審査の妥当性 を検証す るために実施 さ

れ るものである。事業者,こ の場合 日本原燃

サー ビスか ら出された事業許可申請はこのよ

うに二段階の審査が実施 され,最 終的には科

学技術庁長官が内閣総理大臣の同意 を得 て,

事業の許可 を行なう,と いうのが事業許可 ま

での大まかな流れである。

公開 ヒア リングでは地元住民の意見を聴取

す ることが目的 とされているため,今 回の公

開ヒア リングも第一義的に意見陳述の対象地

域 を六 ヶ所村周辺地域 とし,そ して付加的に

当該市町村以外の青森県民 としていた。

わが国の公開 ヒア リング制度は地元重視,

すなわち施設の受け入れに関す る地元の意向

を反映させ ようとする意味合いが強いと言え

るだろう。 この姿勢は施設の立地に際 しては

非常に重要であると言えるだろう。 しか し,

説明を行な う科学技術庁側の発言権が強 くな

りす ぎると,制 度運営上問題が生 じる可能性

もなくはない。

個別具体的な原子力施設の立地に関する地

元住民の意見表明の機会である公開 ヒア リン

グはまさにコミュニケーションの 「場」 とし

て定義付け られるが,し か しコミュニケーシ

ョンの成果が どのように決定に反映されるの

か判然 としない。公開 ヒア リングは 「住民の

意見を聴取 し,こ れを参酌する」 ものとして

規定 されているが,「 参酌す る」という表現 自

体が曖昧模糊 としているし,事 業許可にいた

る一連のプロセスのなかで住民が公式の「場」

で発言で きる唯一の機会であるのに もかかわ

らず,公 開 ヒア リングの位置付けが参考程度

といった感が否めないのは筆者だけであろう

か。

問題の質から言ってもスイスの国民投票の

事例 を日本の公開 ヒア リングの直接的な比較

対象 とす ることは慣 られるが,敢 えてこれに

ついて言及すると,決 定への直接参加が叶う

スイスの場合 とは異な り,利 害関係のある当

事者が決定の 「場」に直接参加することが叶

わない以上,公 開ヒア リングを始め とす る一

連の決定 までのプロセスと手続きはより明確

であることが望 ましいと言える。 リスク ・マ

ネジメントのような民主主義的決定プロセス

を議論する場合,ス イスの国民投票のような

直接参加 を前提 とす る制度はむ しろ例外的

で,多 くの場合 なんらかの形で代議制が導入

されている。間接民主主義的プロセスが採用

される場合の リスク ・コミュニケー ション,

リスク ・マネジメン トにおいては制度や政策
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決定者への信頼感は非常に重要なファクター

となるのはそのためである。

双方向の リスク ・コミュニケーションの必

要性は多 くの研究者が指摘 している。 コミュ

ニケーションが双方向 となるためには,そ れ

な りの環境整備,例 えば,空 間 としての場の

重要性 もさることながら,制 度的な 「場」を

設定することや,そ の 「場」の位置付けを明

確にするこ と,「場」への参加の自由が保証さ

れていることなどが必要なのではないだろう

か。決定の 「場」については,制 度的に しっ

か りと定義付けされていることが第一の要件

で,社 会的に決定が公正に行なわれていると

いった制度に対す る安心感,信 頼感 を培 うこ

とが必要であ り,併 せ て リスク ・マネージャ

ーの権限が明確になっていることも必要 とさ

れるであろう。

結語にかえて

わが国における政策決定プロセスの不透明

さは海外か ら批判の的 とされることが多い。

この手の批判の中心的な論点は情報が開示 さ

れていないこと,日 本的な決定方式の特殊性

などである。情報公開については海外の批判

を待つまでもな く,日 本において早急な整備

が望 まれる問題だ といえる。情報公開が制度

として確立す ることは,民 主主義の前提条件

である 「知 る権利」 を保証す ることにつなが

り,そ の意味で非常に意義深い。またこれは

日本が民主主義 国家なのか という根源的な問

題にもかかわって くるのだが,欧 米では決定

プロセスにおける日本的根回しや談合などは

民主的ルールが根付いていない証拠 とばか り

に激しい批判を浴びせて くる向きもあるが,

民主主義 の制度 自体が欧米 を原産 としてお

り,日 本的な民主主義制度を確立 した とはい

っても社会的にすんなりと当てはまっていな

い部分 も当然あるはずで,ま た戦後50年 を迎

えようとしている現行 の制度 自体 に も疲弊

(選挙制度の改革が迫 られているなどはその

典型だろう)が きていておか しくはなく,制

度 と社会のインターフェースを再考 しなけれ

ばならない時期 にさしかかっていると思われ

る。

これまで リスク ・コミュニケーションまた

は リス ク・マネジメン トに関す る研究は計量

心理学的な リスク ・バーセプション研究が主

流であった③。計量心理学 というアプロー チ

方法は,い わば ミクロレベルの研究であった。

リス ク・コミュニケーションを実施す る上で

リスク ・バーセプションの把握は是非とも必

要で,実 際 これまでこの分野の研究が有効 に

活用されてきたし,今 後 もそ うであろう。 し

かし,社 会的ダイナ ミズムをも視座に据えた

マクロレベルのバーセプシ ョン研究,あ るい

は社会運動論か らのアプローチ,コ ミュニケ

ーション理論,さ らには本稿 での基本的な問

題意識であった決定の枠組みに関する研究 も

またこの リスク ・マネジメン トプロセスの研

究に反映されることが望 ましいと思われる。

科学技術には必ず といっていいほどリスク

が ともなう。科学技術な くして現代 の社会生

活は考 えられない。 とすると,現 代の社会生

活は リスクと隣 り合わせで営 まれているとも

いえる。その リスクに関す るコミュニケーシ

ョンの 「場」や意志決定の 「場」についての

ルールの作 りはまだ緒についたばか りで,例

えば科学裁判所④,科学公聴会議⑤といった意

志決定を行なう上での補完あるいは補佐的な
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機関の設置を提唱する研究者 もいる。 しか し

どの研究者 も共通 して指摘 してい る問題点

は,リ ス クが ともなう科学技術に関す る意志

決定においては専門家 と非専門家の間に知識

的に大きなギャップが存在す ること,ま た民

主主義のルールに基づ く限 り非専門家が複雑

多岐にわたる科学技術に関 して何 らかの意志

決定 を行なわなければならない という点であ

る。 これは原子力に限らず,よ り高度に複雑

になってい く科学技術に関す る意思決定の問

題 を論ず る際に今後とも避けて通れない問題

であり,そ して解決の糸 口を探ることさえも

困難な問題であるが,こ のままこの問題 を放

置 してお くことが許されないほど状況が切迫

して きていることもまた事実であろう。

(あさみ まさえ 未来政策研究所)

註)

①G.Lowryeta1,"HandbookofHazard

CommunicationandOSHARequire-

ments"LewisPublishers1985
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リア で も 原 子 力 発 電 に 関 す る 国 民 投 票 は 実
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standingPerceivedRisk"inSocialRisk

Assessment:Howsafeissafeenough?

④"TheScienceCourtExperiment:An

InterimReport",Science,Vo1.193,1976

⑤LeonardA,Cole,"ResolvingScience

Controversies"inMalcomL.Goggin,ed.

GoverningScienceandTechnologyina

Democracy,UniversityofTennessee

Press1986
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わが国の開発途上国協力の現状
エネルギー分野 を中心 として

目 次

はじめに

1わ が国の開発途上国協力の現状

1国 際協力の枠組み

2わ が国の協力形態

3途 上国協力の方法

(1)技 術協力

イ 研修生受入れ

ロ 専門家派遣

ハ 機材供与事業

二 総合的技術協力事業

ホ 開発調査等調査協力事業

へ 研究協力

ト 開発協力事業

チ その他 の技術協力事業

(2)資 金協力

イ 海外経済協力基金

ロ 日本輸出入銀行

ハ 働海外貿易開発協会

二 国際開発金融機関

(3)そ の他 の協力

IIエ ネルギー分野の協力の現状

1電 力分野

(1)技 術協力

(2)資 金協力

(3)そ の他

山 崎 宗 重

2石 油 分 野

(1)技 術 協 力

(2)資 金 協 力

(3)そ の 他

3ガ ス分 野

(1)技 術 協 力

(2)資 金 協 力

(3)そ の他

4石 炭 分 野

(1)技 術 協 力

(2)資 金協 力

(3)そ の 他

5新 エ ネ ル ギー 分 野

(1)技 術 協 力

(2)資 金 協 力

(3)そ の 他

6原 子 力 分 野

(1)技 術 協 力

(2)2国 間 の 特 定 協 力

(3)世 界 原 子 力 発 電事 業 者 協 会

(4)そ の他

7省 エ ネ ル ギー 分 野

(1)技 術 協 力

(2)資 金 協 力

(3)そ の他

8そ の他
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III環 境 とエ ネ ル ギ ー 協 力

1地 球 再 生 計 画

2グ リー ン ・エ イ ド ・プ ラ ン

3エ ネ ル ギ ー ・環 境 関 連 協 力 の 推 進

4環 境ODA対 策

5地 球サ ミット(国 連環境開発会議一u

NCED)の 開催

おわ りに

は じ め に

1991年7月1日 現 在 の世 界 人 口 は53億

8,500万 人(国 連推計)で あり,そ のうち3/4

の人々が開発途上国(以 下 「途上国」という。)

に住んでいる。1990年7月1日 現在の世界人

口は52億9,200万 人(同)で あ り,こ の1年 間

に人口は9,300万 人増加 したことになる。増加

の殆んどは途上国においてであった。

また,国数でみると国連加盟166力 国のうち

131力 国が途上国 とされている。

これは所得水準 をもとに した仕分けであ

る。

この ように世界の大宗 を占めている途上国

の社会経済の現状 を踏まえ,そ の改善を図る

ためにも,先 進国と途上国の間の国際協力な

いし援助交流を促進することが,現 在の世界

の最 も重要 な課題 とされている。

そ もそも援助交流は先進国一途上国,東 欧

諸国一途上国,途 上国一途上国等 多くの経路

で行われているが,先 進国(DAC諸 国一後

述)に よ る途 上 国 援 助 一 政 府 開 発 援 助(OD

A-OfficialDevelopmentAssistance)に つ

い て み る と,DAC諸 国全 体 で1990年 の 実 績

は544億1100万 ドル で あ っ た。

わが 国 に つ い て は,1990年 実 績92億2200万

ドル とな り,米 国 の実 績101億6600万 ドル に次

ぎ世 界 第 二 位 で あ っ た。1989年 に は,日 本(89

億6500万 ドル)が 米 国(76億7600万 ドル)を

抜 き世 界 第 一 位 で あ っ た。

わが 国 が 相 手 国(途 上 国)に と りシ ェ ア最

大 の 援 助 国 で あ る国 数 は30ヵ 国 に 及 ぶ 。また,

わ が 国 が シ ェ ア 第 二 位 の援 助 国 で あ る国 数 は

29ヵ 国 で あ る。

こ の よ うに大 き な ウ ェ イ トを 占め,途 上 国

か らは 多大 な期 待 を もた れ,先 進 国 一 援 助 供

与 国仲 間 一 か らは そ の動 向 が 注 目 され て きて

お り,さ ら に は 国 内 に お い て も関 心 の 高 ま り

が み られ る わ が 国 の 途 上 国 協 力 に つ いて,本

稿 で は エ ネ ル ギ ー 分 野 を 中心 に現 状 を概 観 す

る こ と とす る。

1わ が国の途上国協力の現状

1.国 際協 力の枠組み

途 上 国 協 力 は,学 術 文 化 分 野,食 料 ・医 療

保 健 ・教 育 等 基 礎 的 生 活(BHN-Basic

HumanNeeds)分 野,経 済 開 発 分 野 等 様 々 な

分 野 で行 わ れ て い る。 方 法 も当事 国2国 間 だ

け の(バ イ ラ テ ラル)協 力 とか 国 際 機 関 等 を

通 じ る(マ ル チ ラ テ ラ ル)協 力 が あ る。

OECDに お い て わ が 国 を含 む 主 要 な援 助

供 与 先 進 国18ヶ 国 とEC委 員 会 との 構 成 に よ

り開 発 委 員 会(DAC-DevelopmentAssis-

tanceCommittee)が 組 織 さ れ て い る。 これ
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らのDAC諸 国は委員会活動 としてODAに

関する統計の作成,加 盟各国の援助状況の審

査,及 び援助方針の検討等を行ない,国 際的

協調 に基づ く途上国援助 の推進 を図ってい

る。DACは 国際的 目安 として,ODAの 対

象 となるべ き途上国の範囲,あ るいは援助の

内容(返 済の有無 利子率等)か ら各国政府

がODAと して算入すべ き範囲等を定めてい

る。例 えば,東 欧への支援はDACで 云 うO

DAに は該当 しない。この ようにしてDAC

(百 万 ドル)

IO,000

8,000

6,000

7,138

＼

＼

が作成 した統計によりわが国の援助水準 を他

のDAC諸 国 と比較す ると図1～3及 び表1

～2の とお りである。

わが国の途上国協力は,戦 後賠償のなかか

ら展開されてきた。昭和29年10月6日 にわが

国はコロンボプランに加盟 し本格的に国際協

力にとり組むこととなった。これを記念して

毎年10月6日 はわが国の 「国際協力の日」 と

定められている。その後,わ が国の経済復興,

高度成長等経済発展に歩調 を合わせ援助規模

＼/

/

/〆'へ ・〉/

lO,166

/,㈱

6,571

6,330

4,000

3,567

ノ 〈 、、

3,353ノ イ タ リ ァ/＼3・395

/t.一 一馳o_一 一一J--2,647

1,854英 国 〆";!一 一一一一 一"2・4702皿
_肱 〉 一 ≠ ノ'
____一 一一ノ

683

　　　コ　　 　ド 　 　　　　　 　　じ　　 　　　　マ 　　　　　　　 　

19801981198219831984198519861987198819891990

(注):1990年 実績は暫定値 を使用。

仏の実績 は,1989年 までは海外領土 ・海外県 を含めた実績,1990年 は右 を除いた実績 を使用。

(原 出 典 二DAC資 料)

(引用出典:我 が国の政府開発援助(1991年 版))

図1DAC主 要 国のODA実 績 の推移(支 出純額べ 一 ス)
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(引用 出典:我 が国の政府開発援助(1991年 版))

図2DAC諸 国 の政府 開発 援助(1990年)
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表1我 が 国が最 大 の援 助供 与 国 とな って いる国一 覧(1990年)
(支出純額べ一 ス,単 位:百 万 ドル,%)

1970年 金額 し エア 1980年 金額 シ ェア 1987年 金額 シ ェア 1988年 金額 シ ェア 1989年 金額 シェ ア

イラン 11.96 73.9
一 、

シ エ フ ・レ オー 不 18.00 31.7 ケニア 63.73 14.6 ガー ナ 63.21 26.8 ガーナ 97.94 28.0

ク ウ ェ イ ト 0.01 100.0 パ ラ グァ イ 16.45 65.1 マラ ウイ 51.52 30.3 ケニア 144.73 23.7 ケニア 147.81 23.8

カタル 0.01 100.0 イラン 23.10 75.0 ナ イジェリア 17.96 35.3 ナ イジェ リア 53.78 55.3 ナ イジェ リア 165.86 53.5

ビルマ 11.94 58.2 サ ウ デ ィ ・ア ラ ビア 5.92 66.2 ザ ンビア 41.68 12.1 ザ ン ビア 90.59 22.2 ザン ビア 63.02 20.1

カンボデ ィア 5.75 33.9 アラブ首長国連邦 1.19 70.4 エ クア ドル 46.06 29.9 ブラジル 66.35 34.5 メ キ シ コ 25.01 32.4

フ ィ リピ ン 19.23 46.6 ビルマ 152.46 65.9 パラ グァイ 39.28 72.2 パ ラ グァ イ 43.58 69.1 セ ン ト ・ヴ ィンセ ン ト 2.97 46.8

(6か 国)
モルデ ィヴ
、

不パ ー ル

0.75

24.26

39.3

28.9

バ ハ レー ン

イ ラ ク

0.52

70.15

49.1

88.6

バ ハ レ ー ン

クウ ェ イ ト

0.51

2.82

47.7

64.5

ブラ ジル

ボ リヴ イア

124.17

92.87

64.2

30.7

パ キ スタン 112.42 33.1 カ タ ル' 0.98 57.3 サ ウ デ ィ ・ア ラ ビア 6.45 50.4 パ ラ グァ イ 72.53 82.0
バ ングラデシュ 215.14 25.3 シ リア 45.07 50.8 シ リア 107.07 63.6 カタル 2.46 81.5

イン ドネシア 350.03 41.5 バ ン グラデ シュ 334.20 36.1 アラブ首長国連邦 L56 n.a サ ウデ ィ ・ア ラビア 3.85 41.9

韓国 76.30 65.0 ブー タン 4.23 36.9 ブー タン 6.77 36.2 ノくハ レー ン 2.67 82.4

マ レイシア 65.63 61.8 ビルマ 172.00 71.5 ビルマ 259.55 78.0 イ エ メン 69.90 35.8

フ ィ リピ ン 94.40 46.0 イ ン ド 303.94 31.8 ス リ ・ラ ラ ン カ 199.83 45.8 ブー タ ン 9.19 46.8

タイ 189.55 62.2 モルデ ィヴ 5.88 47.8 イ ン ド 179.46 18.9 ビルマ 71.41 79.4
、

(15か 国)
不パー ル

パ キス タン

76.78

126.69

40.6

28.8

モルディヴ

バ ングラデシュ

16.61

34L96

76.9

36.7

ス リ ・ラ ン カ

イ ン ド

18525

257.23

46.6

22.7

ス リ ・ラ ン カ 118.24 36.3 ブル ネイ 3.91 87.7 モルディヴ 13.52 57.0

ブルネ イ 2.81 88.6 中国 673.70 56.3
、o

不パ ー ル 77.39 31.1

中国 553.12 64.3 イン ドネシア 984.91 65.8 バ ングラデシュ 370.60 38.1

イン ドネシア 707.32 63」 フ ィ リピ ン 534.72 67.7 ブ ルネイ 4.03 90.0

ラオ ス 14.04 46.1 シンガポー ル 11.22 54.3 中国 832.18 55.7

マ レイシア 276.39 78.5 タイ 360.62 70.2 イン ドネシア 1,145.26 67.2

モンゴル 0.50 80.6 キ リバ ス 5.25 43.2 韓国 40.96 n.a

(出典:DAC資 料) フ ィ リピ ン 379.38 53.7 西サ モア 7.67 35.1 フ ィ リピ ン 403.75 53.3

シンガポー ル 11.23 50.6 ソロモン諸 島 13.84 39.8 マ レイシア 79.63 60.3
注:(1)マ カ オ 等 の 『地 域 』 は 除 く。

(2)1988年 アラブ首長国連邦に対す る我 が国援助 の シェア につ
タイ

キ リバ ス

302.45

6.50

69.4

44.6 (26か国)
タイ

ラオス

488.85

19.39

74.4

45.1
いて は,DAC諸 国援助 合計額が▲13.34百 万 ドル である

西サ モア 6.93 31.9 ソロモン諸 島 14.26 37.6
ため,算 出不可能。

(3)1989年 韓 国に対 する我が国援助の シェアについては,DA (29か 国)
トゥ ヴ ァ ル 2.95 51.8

C諸 国 中に,マ イナ ス実績の国が あるため,算 出不可能。 (30か 国)

参 考:我 が国が第2位 の援助供 与国 とな って いる国は,次 の とお り。

トル コ,ユ ー ゴー ス ラ ヴ ィ ア,ガ ボ ン,コ モ ロ,り ベ リア,マ ダ ガ ス カル,象 牙 海 岸 共 和 国,モ ー リ シ ァ ス,セ ネ ガ ル,

セ ン ト ・ヘ レ ナ,ホ ンデ ュ ラ ス,パ ナ マ,チ リ,エ ク ア ドル,ア ル ゼ ンテ ィ ン,セ ン ト・ル シア,シ リア,ク ウ ェ イ ト,

ア 首 連,オ マ ー ン,パ キ ス タ ン,シ ン ガ ポー ル,ナ ウル,パ プ ア ・ニ ュ ー ギニ ア,ト ン ガ,フ ィ ジー,キ リバ ス,仏 領

ポ リネ シア,西 サ モア(計29か 国)

(出典:我 が国の政府開発援助(1991年 版))
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が増大 して きた。現在,量 としては世界一,

二位の規模 となっている。 しかしながら国際

比較からみ ると援助の質 ・水準はあと一歩の

後発援助大国であることは否めない。 まだま

だ努力を要することが うかがえる。

わが国は他の先進国に比 し,唯 一の途上国

日 本

米 国

フ フ ン ス

イ タ リア

西 独

0 20 40

経験先進国ともいわれている。 ちなみに戦後

復興期 に借 りた世銀融資を完済し終えたのは

1990年7月 のことであ り,見 方によっては名

実 ともに途上国 を卒業できたのはたかがここ

1年 前のことであるとも云えよう。

このような途上国 としての経験一援助 を受

60

[=璽有償資金協力

口 その他

80100
1 1 1 [1

甲

54.ア 45.3

華層 95.7

%.δ 74.5

33.喋 66.6

欝.3 72.7

注:カ ナ ダの実績▲72百 万 ドル,英 国の実績▲98百 万 ドル

(原 出 典:1989年DAC議 長報告)

(引用出典:我 が国の政府開発援助(1990年 版))

図3二 国間ODA中 の有 償 資金協 力 の比率 比較

(1988年,支 出純額 べ 一 ス)

表2サ ミッ ト参 加 国 のGNP比 目標 設 定状 況

1
ロ

ー

」
」
1

一

『

-
、

90年 のGNP比 目 標

フラ ンス0.55%(海 外 県 ・海外 領 土 を含 む と0.79%) 0.7%(1988年 以 降速や か に)

イ タ リア0.32% 0.7%(目 標年 度1990)

カ ナ ダ0.44% 0.7%(目 標年 度2000)

西 独0.42%1 期 限 な しで0.7%目 標 を受 諾

英 国0.28% 期 限な しで0.7%目 標 を受 諾

日 本0.31% 期 限な しで0.7%目 標 を受 諾

米 国0.19% 国連決議を受諾していない

注:(1)90年 のGNP比 は暫 定 値 。

(2)ミ ッテ ラ ン大統 領 は海 外領 土 分 を除 いて0.7%を 達 成 す るこ とを公 約 して い る。

(原 出 典:DAC資 料)

(引用 出典:我 が 国の 政 府 開発 援 助(1991年 版))
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けつつ も基本は自助努力を行 う一が,わ が国

の相手国への期待 を込めた援助方法 として色

濃 くでているといわれる。即 ち,自 助努力へ

の支援 とい う発想である。他方,欧 米先進国

の援助には慈善(チ ャリティ)の 発想がある

・という。前者によると,自 助努力によりいず

れ返済 を求める資金協力が多 くな り,後 者に

よれば返済を求めない贈与の形が多くなると

い うことに もなる。途上国はそもそも返済す

る資金にも事欠いているとい う意味で贈与比

率が高い程質の高い援助 といわれる。 しかし

なが ら,わ が国が有償資金協力を過半 として

重点的に援助 を行 ってきたアジア諸国が他の

地域の諸国に比較 して著 しく発展してきてい

る状況 をみると,い くつかの恵まれた条件が

あったとは思われるが,必 しも贈与比率だけ

が援助の在 り方の望 ましい指標 とはいえない

もの とも考 えられる。即ち,返 済のために稼

ぐという意味での自助努力を求め る有償方式

にする場合 と無償の贈与方式にす る場合 とで

は援助対象 によっては適否があるこ ともあ

り,む しろそれらをどのように適切に選択 し

適用 してい くかが効果的な援助 を行 ううえで

の考えどころであるといえよう。

2.わ が国の協力形態

わが国の国際的援助水準は,前 章1に 述べ

た通 りであるが,他 方わが国の協力の形態に

ついては図4及 び表3の ようにまとめ られて

いる。

そもそ も社会経済活動に必要な諸資源一資

金,人 材,技 術,機 械設備,情 報等一すべて

が不 足 している ともいえ る途上国に とって

は,ど のような形であれ,政 府べ一スであれ,

経 済 協 力 政 府 開 発 援 助

(ODA:O伍cial

Development

Assistance)

そ の 他 政 府 資 金

(00F:OtherOf丑cial

Flows)

　藤欝撫
耀

技 術 協 力

輸出信用

直接投資金融等

国際機関に対する融資等

(PF:PrivateFlow 直 接投 資

その他2国 間証 券投 資 等

国 際機 関 に対す る融資 等

(換言すれば,経 済協力は政府べ一 ス協力 と民間べ一ス協 力に大別され,後 者は,投 資 ・貿易を通ず

る協 力,民 間技術協力,民 間資金協力か ら成 る。)

(出典:経 済協 力の現状 と問題点(平 成3年 版))

図4我 が 国 の経済 協 力の形 態
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表31989,90年 にお け る我が 国 の開 発途上 国に対 す る資金 の流 れ

(支出純額べ 一ス,単 位:百 万 ドル)

項目 暦年 1989年 1990年 対前年伸び率
1

政

府

開

発

援

助

二

国

間

贈 与 3,037 3,019 ▲0.6%

無 償 資 金 協 力 1,556 1,374 ▲11.7

技 術 協 力 1,481 1,645 11.1

政 府 貸 付 3,741 3,920 4.8

二国間政府開発援助計 6,779 6,940 2.4

国際機関に対する出資 ・拠出等 2,186 2,282 4.4

政 府 開 発 援 助 計 8,965 9,222 2.9

対 国 民 総 生 産 比(%) 0.31 0.3! 一

そ
の
他
政
府
資
金

輸 出 信 用(1年 超) ▲1,245 ▲1,028 一

直 接 投 資 金 融 等 1,892 4,209 122.4

国際 機 関 に対 す る融 資 等 897 290 ▲67.7

そ の 他 政 府 資 金 計 1,544 3,470 124.8

民

問

資

金

輸 出 信 用(1年 超) 687 ▲14 　

直 接 投 資 11,290 8,144 ▲27.9

そ の他 二 国 間証 券 投 資 等 1,289 ▲2,581 一

国 際機 関 に 対 す る融 資 等 236 711 202.0

民 間 資 金 計 13,502 6,262 ▲53.6

非 営 利 団 体 に よ る 贈 与 122 103 ▲15.3

資 金 の 流 れ 総 計 24,133 19,057 ▲21.0

対 国 民 総 生 産 比(%) 0.84 0.64 一

国 民 総 生 産(億 ドル) 28,899 29,629 十2.5

(注)1.換 算率:1989年=ユ37.96円/ド ル,1990年=144.80円/ド ル(い ず れ もDAC指 定 レー ト)。

各 項 目の 数 値 に っ い て は,端 数 処 理 の 結 果,合 計 が 計 欄 の数 値 と一 致 しな い こ とが あ る。

2.上 表 の金 額 は,受 取 額 を控 除 した 支 出純 額 を示 す 。1990年 の数 値 はODA以 外 は 暫定 値 で あ る。 ・

3.国 民 総生 産 の 額 は1989年 は確 報値,90年 は 速報 値 。

(出 典:我 が 国 の 政府 開発 援助(1991年 版))

企業べ一スであれ,個 人べ一スであれ,ま た

それ ら資源の一部であれ,全 部であれ,資 源

が 自国内に流入して くることは自国内の社会

経済活動の活性化につながる。このようなこ

とか ら協力の形態は多様になりうるので,こ

こでは貿易,投 資等 も含めて巾広い取 りまと

めがなされている。

表3は,わ が国の協力に伴なう途上国への

具体的な資金の流れ をまとめた ものである。

政府開発援助(ODA)総 額92億2200万 ド

ル(1990年)は,返 済を要 しない無償一贈与

の形で,あ るいはDACがODAと 認める低

利等のソフ トな条件の返済を要す る貸付(円

借款)等 の形で途上国に流れ,そ の国の民生

の安定 ・増進のためあるいは経済開発プロジ

ェクトの実施等のための資金 として活用され

る。 このODA資 金はわが国 と相手国 との2

国間で直接使用される場合 と,わ が国か ら一

度国際機関(国 連工業開発機関(UNIDO),

国連開発計画(UNDP),世 界銀行(IBR

D),ア ジア開発銀行(ADB)等)へ の出資・

拠出金等 として支出された後,そ れら国際機
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表4我 が 国二 国間ODA分 野別 配 分(DAC分 類)(1990年)

(約束額べ一 ス,単 位:百 万 ドル)

形 態

分 野

無償資金

協 力
技術協力 贈 与 計 政府貸付等

二 国間ODA計

(シェ ア,%)

1.社 会 イ ン フ ラ&サ ー ビ ス 362.91 685.77 1,048.68 994.14 2,042.81(19.7)

1.教 育 77.76 463.76 541.52 157.60 699.12(6.7)

2.保 健 102.39 72.36 174.75 29.83 204。58(2.0)

3.水 供 給 ・ 衛 生 90.83 32.89 123.72 232.89 356.61(3.4)

4.人 口 一 8.22 8.22 一 8.22(0.1)

5.公 共 行 政 一 6.58 6.58 一 6.58(0.1)

6.開 発 ・ 計 画 一 47.69 47.69 63.33 111.02(1.1)

7.そ の他 の社 会 イ ンフ ラ 91.93 54.27 14620 510.48 656.68(6.3)

II.経 済 イ ン フ ラ&サ ー ビ ス 183.74 143.08 326.82 2,946.59 3,273。41(31.5)

1.運 輸 125.01 62.49 187.50 1,786.09 1,973.59(19.0)

2.通 信 58.73 32.89 91.62 427.80 519.42(5.0)

3.河 川 開 発 一 16.45 16.45 175.35 191.80(1.8)

4.エ ネ ル ギ ー } 24.67 24.67 522.82 547.49(5.3)

5.そ の他 の経 済 イ ンフ ラ ㎜ 6.58 6.58 34.53 41.11(0.4)

III.生 産 セ ク タ ー 490.41 379.89 870.30 903.59 1,773.89(17.1)

1.農 業 487.65 198.99 686.64 553.63 1,240.27(!1.9)

2.鉱 工 業 ・ 建 設 2.76 166.10 168.86 349.96 518.82(5.0)
a)製 造 2.76 一 2.76 339.29 342,05(3.3)

b)資 源 開 発 一 　 10.67 10.67(0.1)

c)建 設 一 0.00 0.00 一 0,00(一)

3.貿 易,銀 行,観 光 　 14.80 14.80 一
14.80(0。1)

IV.マ ル チ セ ク タ ー 皿 72.36 72.36 一
72.36(0。7)

小 計 1,037.06 1,281.10 2,318.16 4,844.31 7,162.47(69.0)

V.計 画 援 助 一 一 一
1,957.13 1,957.13(18.8)

内,構 造 調整 一 一 一
333.18 333.18(3.2)

商品借款 一 一 一 1,623.95 1,623.95(15.6)

VI.債 務 救 済 146.78 一 146.78 295.06 441.84(4.3)

Vli.食 糧 援 助 37.09 一
37.09 一 37.09(0.4)

Vlll.緊急 援助(除 食糧 援助) 46.40 『 46.40 194.75 241.15(2.3)

IX.行 政 経 費 一 306.12 306.12 一 306.12(3.0)

X.民 間 国 際 機 関 へ の 援 助 3.06 『 3.06 一 3.06(0.0)

XI.分 類 不 能 88.04 57.32 145.36 9127 236.63(2.3)

総 合 計 1,358.42 1,644.54 3,002.96 7,382.52 10,358.48(100.0)

BHN(1十III.1十VII十Vm) 934.05 884.76 1,818.81 !,742.52 3,561.33(34.3)

注:(1)構 造調整努力支援無償資金協 力(ノ ンプロ無償)及 び小規模無償,難 民経費については,

無 償 資 金 協 力 の 「XI.分 類 不 能 」 に 分類 され て い る。

(2)行 政 経 費 に は 開発 啓 発 を含 む。

(3)四 捨 五 入 の 関係 上,合 計 が一 致 しない こ とが あ る。

(出典:我 が国の政府 開発援助(1991年 版))
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関の事業の一環 として途上国の開発協力等の

ために活用 される場合 とがある。

1990年 に2国 間べ一スで支出された額が69

億4000万 ドル,国 際機関経由として支出され

た額が22億8200万 ドルである。

2国 間べ一スの うち無償資金協力は,食料,

医療品,病 院,難 民住宅等民生安定的な もの

はもちろん,送 電線,交 通計画等のプロジェ

クト的な案件な ど使用目的が広範囲に亘って

いる。技術協力は相手国への技術移転等のた

めの専門家派遣,研 修生受入れ,技 術協力プ

ロジェクトの実施等のために使用される資金

である。

貸付け等については借款等の形で相手国の

農業基盤整備,港 湾 ・道路 ・通信 ・電力施設

整備,肥 料等工場建設,上 下水道整備等,農

林水産,鉱 工業,経 済インフラ,社 会 インフ

ラ整備等のための資金 として活用される。

表4は わが国の2国 間ODAの 分野別配分

状況である。 これによると,エ ネルギー分野

(経済インフラ ・サー ビス部門の うち)の シ

ェアは5.3%(1990年)で ある。なお,石 油石

炭等鉱業資源開発分野は生産部 門に分類され

ている。

その他の政府資金(00F)に ついては,

DACの 基準ではODAに 該当しないが 日本

輸出入銀行の輸出信用供与,ア ンタイ ドロー

ン等の事業 を通 じ途上国協力に活用 される政

府資金であ り,総 額34億7000万 ドルとなって

いる。

民間資金(PF)に ついては,総 額62億6,200

万 ドル となってお り,企 業による商活動等の

一環 として途上国に流れる資金である。

例 えば,直 接投資による工場進出は途上国

にとって雇用の創出,生 産活動等の実施に伴

な う経 営 ・技 術 ・ノ ウハ ウ の移 転,輸 入代 替,

さ らに は輸 出 に 伴 な う外 貨 獲 得 等 社 会 経 済 面

に 総 合 的 な効 果 を もた らす もの と して 最 も期

待 の 高 い協 力 とな っ て い る。

非 営 利 団体 に よ る贈 与 は 民 間 諸 団 体 等 に よ

る種 々 の途 上 国 援 助 活 動 に伴 な う資 金 の 流 れ

で あ る。 額 は1億300万 ドル と少 額 に み え る

が,こ れ は い わ ゆ るNGO(NonGovernmen・

talOrganization非 政 府 機 関)協 力 とい わ れ

て お り,自 発 的 な創 意 工 夫 に よ る きめ の 細 か

い 途 上 国協 カ ー 善 意 に よ る草 の 根 の 援 助 と し

て 市 民 的 交 流 の 要 素 を含 み な が ら大 きな効 果

を上 げ て い る。

以 上 合 計 して わ が 国 か ら途 上 国 へ の 資 金 の

流 れ は1990年190億5,700万 ドル,GNP比 で

0.64%で あ っ た。1989年 に つ い て は そ れ ぞれ

135億200万 ドル,0.84%で あ っ た。

3.途 上国協力の方法

経済社会開発のための殆んどの資源が不足

している途上国への具体的協力の方法につい

ては,様 々な工夫がなされているが,そ の主

なものについてみることとする。

(1)技 術協力

途上国の自助努力による開発のための基礎

として,不 足 している人材 を育てる人造 りが

最 も有効 と考えられてお り,そ のために技術

を有す る人造 りに資する技術協力が最 も主要

な協力方法 とされている。

途上国への技術移転を中心 とした具体的技

術協力の方法 としては,途 上国研修生の 日本

国内への受入れ,日 本人専門家の途上国への

派遣,途 上国現地 での日本入専門家 と現地技

術者等カウンターパー トとの機械設備 を使用
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⊥
励磯 　∴講饗 塩

韓
民間べ一ス 研究開発協力事業

教育協力}一[外 国人留学生受入事業(国 費,私 費

教員交流事業)

(出典:経 済協力の現状 と問題点(平 成3年 版))

図5技 術 協 力形 態図

したチーム構成による計画的プロジェクトの

実施,あ るいは調査事業の実施等がある。 こ

れらの協力は政府べ一ス,民 間べ一スいずれ

についても鋭意実施されているが,政 府べ一

スについてはわが国の中核的技術協力実施機

関 として昭和49年 に設立された国際協力事業

団(JICA)が 途上国の要請 を踏 まえなが

ら政府予算により関係官公庁及び民間機関等

の協力を得つつ事業推進の中心的役割 を果 し

ている。また,専 門領域等によって,各 省庁が

技術協力のために政府予算 を別途投入 してい

る。図5は わが国の技術協力の形態図である。

イ.研 修生受入れ

途上 国人材 を研修生 として我が国に受 入

れ,一 定期間所要の技術訓練,研 修 を行 うも

のであり,帰 国後は 自国内で研修の成果 を技

術訓練者,研 究者,技 術者等 として普及 ・活

用す ることが期待 されている。

政府べ一スの研修生受入れは途上国政府の

要請に基づ きJICAが 中心 となって行 って

いるが,他 に㈲ 日本生産【生本部(JPC)が

アジア生産性機構(APO一 国際機関)の 要

請による受 入れ及び㈲海外技術 者研修協会

(AOTS),働 国際開発センター(IDCJ)

がUNIDOの 要請による受入れを行 ってい

る。民間べ一 スによる研修生受入れはAOT

S(国 庫補助事業),㈱ 日本ILO協 会(国 庫

補助事業),㈲ オイスカ産業開発協力団(OI

SCA),㈱ 交流協会や企業べ一ス等で行われ

ている。これまでのこれ ら機関による受入れ

実績は表5Aの とお りである。なおエネルギ

ー分野については,さ らに㈱国際石油交流セ

ンター,石 油公団,㈲ 海外電力調査会,㈲ 省

エネルギーセンター等において,公 的資金あ

るいは自己資金により別途研修生受入れ事業

を実施 している。

ロ.専 門家派遣

日本人専門家が一定期間現地に滞在 し技術

指導等を行 う方法であるが,政 府べ一 スの専

門家派遣はJICAが 中心 となって実施 して

いる。その他JPCがAPOの 要請により政

府べ一スの専 門家派遣を実施 している。民間

べ一スでは㈱海外貿易開発協会(JODC)

及 びOISCAや 企業べ一 スで行 われてい
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表5A主 な受入機関別,地 域別研修生受入実績

累 計(～1987年 度) (単位:人)

機関 JICA 政 府 民 間 構成比
APO UNIDO べ 一 ス AOTS OISCA ILO その他 べ 一 ス 合 計

地域 (OTCA) 小 計 小 計 (%)

東 ア ジ ア 44,017 5,250 160 49,427 27,839 2,191 2,!91 695 32,916 82,343 57.2

南 ア ジ ア 11,908 1,799 84 13,791 14,035 746 332 204 5,317 19,108 13.3

中 東 4,290 165 44 4,499 2,014 　 14 19 2,047 . 6,546 4.5

北 アフ リカ 2,763 一 20 2,783 675 　 21 13 709 3,492 2.4

南ア フ リカ 6,786 一 45 6,831 1,591 40 59 121 1,811 8,642 5.9

中 南 米 15,185 122 60 15,245 13,483 一 169 121 3,773 19,018 13.2

大 洋 州 1,659 一 2 1,66! 304 129 24 179 636 2,297 1.6

欧 州 1,499 一 36 1,531 178 一 7 8 193 1,724 1.2

そ の 他 52 6 1 63 496 86 29 86 697 760 0.5

合 計 88,159 7,342 452 95,953 40,615 3,192 2,846 1,446 48,099 144,052 100.0

(出典:経 済協 力の現状 と問題点(平 成3年 版))

表5B派 遣機関別,地 域別専門家派遣実績

累計(～1989年 度) (単 位:人)

機 関 JICA A 政 府 J
O ? 民 間 構成比

地 域 専門家派遣
調査団
派 遣

青年海外
協 力隊

P

O

ベ ー ス

小 計

D
C

§
A

べ 一 ス

小 計

合 計
(%)

東 ア ジ ア 13,853(6,117) 31,656 2,125 452 48,086 1,225 899 2,124 50,210 45.5

南 ア ジ ア 2,752(1,106) 6,994 1,342 166 11,254 157 490 647 11,901 10.8

区分不 能(ア ジア) 186(98) 2,597 一 』 2,783 一 一 一 2,783 2.5

中 東 1,093(784) 2,108 201 19 3,421 46 一 46 3,467 3.1

北 ア フ リ カ 901(478) 2,534 542 一 3,977 7 』 7 3,984 3.6

区分不能 仲 東,北 アフリカ〉 21(20) 160 一 一 181 一 一 一 181 0.2

南 ア フ リ カ 2,300(1,027) 7,091 3,596 一 12,987 18 一 18 13,005 11.8

中 南 米 4,968(2,436) 11,856 1,425 一
18,249 117

一
117 18,366 16.7

大 洋 州 394(194) 1,712 580 3 2,689 2 64 66 2,755 2.5

欧 州 337(169) 684 一 一 1,021 1 一 1 1,022 0.9

そ の 他 87(6) 1,269 } 2 1,358 23 一 23 一 1.2

国 際 機 関 1,172(1,167) 一 40 一 1,212 一 一 一 1,212 1.1

合 計 28,064(13,602) 68,661 9,851 642 107,218 1,596 1,453 3,049 110,267 100.0

(注)JODCの 数値 は,1978年 までの 日本商工会議所及び(社)世 界経営協議会の合計 を含む。

JICAの 南アフ リカ,中 南米,大 洋州,欧 州 の各地域については それぞれの地域の区分不能 を含み。

その他の地域 につ いては先進地域への派遣 を含 む。

(出典:経 済協 力の現状 と問題点(平 成3年 版))

る。これまでのこれ ら機関による派遣実績は

表5Bの とお りである。

なお,エ ネルギー分野については,さ らに

㈲国際石油交流センター,㈲ 海外電力調査会,

㈱省エネルギーセンター等が公的資金あるい

は自己資金により別途専門家派遣を実施 して

いる。

また,JICAで は海外青年協力隊制度に

より隊員の派遣を行 っている。これはわが国

の青年技術 者を途上国に派遣 し,相 手国の
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人々と生活及び労働 を共に しながら,そ の国

の民生の向上 ・経済社会開発に協力す ること

を目的 とす るものであ り,こ れまでに1万 人

の隊員が派遣 され,わ が国の途上国協力の重

要な顔 となって きている。派遣国は多数の途

上国に亘ってお り,ま た派遣分野 としては,

医療 ・保健,教 育,社 会開発,農 業,水 産,

鉱工業等各分野にわたっている。

さらに,JICAで は1990年 か ら新 たに「シ

ニアー技術専門家派遣事業」 を創設 し,国 内

のボランティア精神に富んだ実務経験豊かな

中高年層(年 令40才 以上70才 未満)の 人材の

海外技術協力活動 を支援 している。1991年12

月からその第1陣 として10名 の専門家がマレ

ー シア,パ ラグァイに派遣 される予定である。

専門は窯業,溶 接,市 場調査,日 本語教師,

農業等々である。

ハ.機 材供与事業

途上国において一応の技術的知識,経 験を

有 しているものの,機 材の不足等のために技

術の習得,普 及などが円滑に行われない場合,

その国の要請に基づ き必要な機材 を供与す る

ものである。派遣 した専門家の指導に関連 し

た場合や帰国 した研修生の活動に関連する場

合等が対象 となる。JICA事 業 として行わ

れてお り,1988年 度は21億3100万 円,79～88

年度累計150億2100万 円の供与が実施された。

二.総 合的技術協力事業

JICAが プロジェクト方式技術協力事業

として実施 しているもので,専 門家の派遣,

研修生の受入れ,機 材の供与の3方 式を有機

的に組合せ,協 力期間4～5年 で計画的かつ

組織的に現地において技術移転を実施 しよう

とする事業である。通常JICAと 相手国機

関 との間 で締結 され る討 議議事 録(R/D

RecordofDiscussions)で 両 国 の 責 任 分 担 が

定 め られ る。 こ の場 合,原 則 と し て相 手 国 政

府 は 土 地,施 設 及 び 現 地 人 職 員 の 人 件 費,運

営 維 持 費 を 負 担 す る こ と に な っ て い る。

1990年 央 現 在 実 施 中 の プ ロ ジ ェ ク ト数 は 次

の とお りで あ る。

分 野

社会開発協力

保健医療協力

人口・家族計画協力

農林水産協力

産業開発協力

ホ.開 発調査等調査協力事業

件 数

51件

29〃

8〃

63〃

16〃

政府べ一 スの調査協力は途上国の開発計画

策定等の推進に協 力す るために行 われてい

る。専門家及びコンサルタン トか らなる調査

団を派遣 し,現 地調査や国内作業,現 地にお

ける相手国技術者 との共同作業等を通 じ所要

の開発計画に関す る報告書 を作成 し,相 手国

に提供 する調査協力事業 を開発調査 と総称

し,JICA事 業 として実施されている。1990

年度の実施件数は次の とお りである。

分 野 件数

社会開発147件

農水産開発79〃

鉱工業開発116〃

開発調査は,道 路,港 湾,通 信,上 下水道

整備計画等のインフラ計画関係,電 源開発,

資源開発,鉱 工業開発計画関係,農 業開発,

林業開発,養 殖計画等農林水産開発計画等多

岐に亘ってお り,調 査報告書は相手国の政策

判断資料 として活用されることになる。調査

の目的によって基本構想的な もの,特 定の個

別プロジェク トのフィージビリティ調査 とな

るものなどレベルは様々である。フィージビ
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リティ調査の場合,相 手国政府は調査結果に

基づいて国際開発金融機関,第 三国あるいは

わが国から資金調達す ることにもつなが り得

る。 このように開発調査は,一 つのプロジェ

クト実施のための第一段階であ り,技 術協力

と資金協力 とをつな ぐ接点を担う協力ともな

っている。

政府べ一スとしては,そ の他石油公団等が

専門機関 として調査協力事業 を実施 している。

また民間べ一スとしては,㈹ 日本プラン ト

協会 あるいは㈹海外 コンサルティング企業協

会等が調査協力事業 を国庫補助事業等 として

実施 している。

へ .研 究協力

途上国研究機関 ・研究者 とわが国研究者が

途上国においてニーズの高いテーマについて

共同研究等を行ない,途 上国の技術基盤の確

立に資す る国際産業技術研究事 業(23テ ー

マ),研 究協力推進事業(9テ ーマ),研 究協

力プロジェクト推進事業(2テ ーマ)及 び研

究開発協力事業(3テ ーマ)が,工 業技術院

試験研究所,産 学官共同あるいは民間団体等

によって行われている(国 庫委託,補 助事業

による)。

また,石 油公団において も途上国 との共同

研究が行われている。

ト.開 発協力事業

JICAに おいて技術協力事業実施の一環

として,途 上国等の開発に必要 な資金で,日

本輸出入銀行及び海外経済協力基金から融資

等が困難なものについて,資 金の円滑な供給

を行ない,こ れ とあわせて技術 を提供するこ

とを目的 とした開発協力事業 を行っている。

その うち開発投融資業務 としては,鉱 山開発

あるいは工場設立等の開発事業に付随 して必

要な道路,水 道,学 校等公共施設などの関連

施設(イ ンフラス トラクチャー)の 整備に対

す る投融資 と,い まだ技術的には確立されて

いないため技術の改良又は開発 をもあわせて

行 う必要のある試験的事業(例,陶 磁器原料,

石炭関連等)に 対する投融資を実施 している。

これ らの投融資は低利等非常にソフ トな条

件 となっている。 また,JICAで は投融資

事業の実施に必要な調査及び技術指導等を行

っている。

チ.そ の他の技術協力事業

その他関係各機関が途上国あるいは国内に

おいてセ ミナーの開催,国 際会議の開催,情

報提供等各種の技術協力事業を行っている。

このよ うな事業 を実施 してい る機関 として

は,日 本貿易振興会(JETRO),ア ジア経

済研究所,㈱ 省エネルギーセンター,働 国際

開発センター等多数存在する。

また,日 ・タイ経済協力協会は,国 庫補助

事業 として,タ イ現地法人泰 日経済技術振興

協会 を通 じて,各 種セ ミナーの開催,調 査,

指導事業の実施等抱括的な海外協力センター

事業 を実施 している。

(1)のまとめとして

以上わが国の途上国技術協力の方法,い わ

ば技術協 力メニューについて概観 してきた

が,JICAに ついて研修生受入れ,専 門家

派遣,調 査団派遣及び海外青年協力隊貝派遣

の実績及びその うちのエネルギー分野の実績

をみると表6及 び表7の とお りである。それ

ぞれ1990年 度単年度の実績 と1952年 以降の実

績の累計 を示 している。

このような政府べ一スの協力 といえども技

術 ノウハ ウ等は企業等に保有されていること
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表6国 際 協 力事業 団(JICA)事 業 実績(1990年 度)

(単位:人)

事業名

対象地域名

研 修 員 受 入 専 門 家 派 遣 調 査 団 派 遣
(延べ人数)

海 外 青 年
協 力隊員 派遣

全分野
合 計

うちエネ ル
ギー分 野

全分野
合 計

うちエ ネル
ギー分 野

全分野
合 計

、 、

つ ち 工 不 ル
1ギ ー 分 野

全分野
合 計

うちエ ネル
ギー 分 野

ア ジ ア 地 域 4,908 135 2,374 29 3,411 159 738 2

中 近 東 地 域 727 26 308 14 400 25 207 0

ア フ リ カ 地 域 755 13 349 4 801 38 838 2

中 南 米 地 域 1,888 57 807 4 1,144 35 590 0

オセア ニ ア地域 302 0 87 0 189 3 307 1

ヨー ロ ッパ 地 域 245 0 44 0 88 24 ! 0

区 分 不 能 0 0 1 0 228 5 0 0

合 計 8,825 231 3,970 51 6,261 289 2,681 5

(出典:国 際協 力事業団資料)

表7国 際 協 力事 業団(JICA)事 業 実績(累 計1952～1990年 度)

(単位:人)

事業名

対象地域名

研 修 員 受 入 専 門 家 派 遣
調 査 団 派 遣

(延べ人数)
海 外 青 年
協力隊 員派遣

全分野
合 計

うちエ ネル

ギー 分 野

全分野
合 計

うちエ ネ ル
ギー 分 野

全分野
合 計

うちエ ネ ル

ギー分 野

全分野
合 計

うちエネ ル

ギー分 野

ア ジ ア 地 域 59,743 1,567 19,2!6 246 44,4!3 2,858 3,675 16

中 近 東 地 域 9,818 370 2,613 68 6,158 378 793 1

ア フ リ カ 地 域 6,800 115 2,421 23 7,488 394 3,802 12

中 南 米 地 域 16,763 6!4 5,541 86 12,952 740 1,586 0

オセ アニ ア地域 1,931 10 470 2 1,869 85 689 4

ヨ ー ロ ッパ 地 域 660 28 234 0 238 24 1 0

区 分 不 能 0 0 75 0 1,487 9 0 0

合 計 95,715 2,704 30,570 425 74,605 4,488 10,546 33

(出典:国 際協力事業 団資料)

が多 く,政 府べ一スの協力の実施にあた り研

修生の研修場所の提供,派 遣すべ き専門家の

確保等についての民間機関の寄与は極めて大

きい。

他方,民 間べ一スの技術協力の推進に際 し

ては国庫からの補助等国 として もその促進に

ついての努力をつづけている状況にある。

ところで途上国協力の最 も重要な分野 とな

っている技術協力について国際比較 をしてみ

ると,表8及 び表9の とお りである。

わが国のODAに 占る技術協力の割合 は

12。7%とDAC諸 国平均22.0%よ り相当に低

い水準にある。

技術協力は資金協力 と違い人の動 きを中心

とするいわば力をかけ汗 をか く人的貢献が必

要な協力方式である。これについては,わ が

国としてもなお一層の努力が求め られている

事情にある。

(2)資 金協力

途上国が民生の安定 ・増進及び開発の推進

のための事業を実施する際に不足 している資
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表8技 術 協 力の割 合(1989年)

(支 出純 額べ 一 ス,単 位:百 万 ドル)

ODA 技 術 協 力 技 術 協 力 の 割 合

国 名 (B) 順 位 (B)/(A) 順 位
(A)

(注1) (注2) % (注3)

日 本 8,965 1,137 4 12.7 12

米 国 7,676 2,157 2 28.1 4

フ ラ ン ス 7,450 2,604 1 35.0 1

西 独 4,948 1,451 3 29.3 3

イ タ リ ア 3,613 352 7 9.7 16

英 国 2,587 608 6 23.5 6

カ ナ ダ 2,320 246 9 10.6 15

オ ラ ン ダ 2,094 643 5 30.7 2

ス ウ ェ ー デ ン 1,799 316 8 17.6 10

オ ー ス ト ラ リ ア 1,020 212 10 20.8 9

デ ン マ ー ク 937 102 12 10.9 14

ノ ー ル ウ ェ ー 917 86 13 9.4 17

ブ イ ン ラ ン ド 706 66 14 9.3 18

ベ ル ギ ー 703 153 11 21.8 8

ス イ ス 558 64 15 11.4 13

オ ー ス ト リ ア 282 45 16 15.9 11

ニ ュ ー ・ ジ ー ラ ン ド 87 22 !7 25.3 5

ア イ ル ラ ン ド 49 !1 18 23.0 7

DAC諸 国 計 46,712 10,259 22.0

注:(1)

(2)

(3)

行政経費 を除 く。

金額べ一 スで見た技術協力費の順位 を示す。

政府開発援助に 占め る技術協力費の割合についての順位 を示 す。

(原 出 典:DAC資 料)

(引用 出典:我 が国の政府開発援助(1991年 版))

表9主 要国の技術協力の形態別構成(1989年)

(単位:%)

項 目
国 名

留学生受入 研修生受入 専門家派遣 協力隊員等 そ の 他 合 計

オ ー ス ト ラ リ ア 42.7 3.0 13.3 1.2 39.9 100.0

カ ナ ダ !7.2 10.5 35.5 8.5 28.4 100.0

デ ン マ ー ク
一

8.7 31.7
一 59.5 100.0

フ ラ ン ス 14.2 9.4 16.0 14.6 45.8 100.0

日 本 11.3 17.0 18.6 4.8 48.2 !00.0

オ ラ ン ダ 3.4 1.9 !0.5 4.8 79.4 100.0

ノ ー ル ウ ェ ー 10.8 0.4 20.5 12.0 56.3 100.0

ス ウ ェ ー デ ン 0.3 4.8 64.5 一 30.4 100.0

(注)日 本 の比率 には行 政経 費 を含 まない。

(原 出 典:DAC資 料)
(引用 出典:経 済協 力の現 状 と問題 点(平 成3年 版))
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金を協力するものである。途上国側の事業 目

的,資 金使途,収 益性等を勘案 しつつ様々な

条件による資金協力メニューがつ くられてい

る。また資金協力を実施 している機関におい

て も単独 で貸付け等を実施する場合 と他の機

関 と分担・協調 しつつ実施す る場合等がある。

資金協力には基本的に返済を求めない贈与

となる無償資金協力 といずれ返済を求め る有

償資金協 力(利 率等条件は多様)が ある。

わが国の資金協力の形態は図6の とお りで

ある。

政府べ一スの資金協力の内容は表10の とお

りである。

このような資金協力が実施 された場合,機

械設備の設置,運 転等が伴なうこともあり,

その場合現地の人々の訓練等の形で技術協力

が付随す ることにな り,単 なる資金協力以上

により効果的な途上国協力が行われることに

なる。

以下では,わ が国の資金協力の中核である

海外経済協力基金(OECF),El本 輸出入銀

行(EXIM)及 び働海外貿易開発協会(J

ODC)の 概要 と代表的国際開発金融機関で

ある世界銀行(IBRD国 際復興 開発銀

行),第 二世銀(IDA一 国際開発協会),米

州開発銀行(IDB)及 びアジア開発銀行(A

資

金

協

力

政府 べ一 ス

民間ベ ー ス

無 償 協 力

有 償 協 力

図6

賠 償 等一[慧 イ賞

一般無償資金協力

水産無償資金協力

文化無償

無 償 協 力 災害無償

債務救済無償資金協力

経済構造改善努力支援無償資金協力

小規模無償資金協力

食 糧モ鵬 蹴
そ の 他 為替基金拠出

準 賠 償

円 儲 一[碁論 ク備

債務救済一[:;認 梵

食 糧 米延払輸出

輸出信用モ 携7㌶ 院}㌧11ン ク'P一ン

海外投縢1

債 務 救 済 リスケ ジュー ル

(出典:経 済協力の現状 と問題点('1'!成3年 版))

我 が 国の 資金 協 力の 形態
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表10政 府べ 一 ス 資金協 力(交 換公 文べ 一 ス)

(単位:百 万円)

年 度 1986 1987 1988 1989
1990

(4～12月)
累 計

無 償'協 力 176,250 173,060 214,080 214,376 162,503 2,627,327

賠 償 一 一 一 一 一 356,552

準 賠 償 一 『 } } 一 174,609

一 般 無 償 協 力
98,411 97,662 100,998 113,439 91,707 1,111,050

水 産 無 償 協 力 8,997 7,096 12,451 1!,400 6,083 107,858

文 化 無 償 協 力 1,477 2,261 2,201 1,564 1,934 18,630

KR食 糧 援 助 21,694 16,399 14,967 11,241 11,676 241,845

食 糧 増 産 援 助 36,900 21,550 46,957 32,542 26,134 386,083

ノ ン ・プ ロ ジ ェ ク ト無 償 』 19,200 16,400 26,100 6,300 68,000

為 替 基 金 拠 出 一
{

一 一 一 13,416

債 務 救 済 無 償 協 力 7,414 7,939 11,888 14,637 13,803 103,691

災 害 援 助 1,357 953 8,218 3,159 4,770 45,203

小規 模 無償 資金 協 力 一 一 一 294 96 390

有 償 協 力 431,273 691,553 1,108,457 1,010,507 868,334 11,473,776

準 賠 償 一 一 一 一 一 70,668

プ ロ ジ ェ ク ト 借 款 397,874 565,721 876,000 746,060 563,044 8,430,276

商 品 借 款 18,!00 120,230 185,064 236,605 237,835 2,160,237

リ フ ァ イ ナ ン ス 『 一 『 一 一
48,951

リ ス ケ ジ ュ ー ル 15,299 5,602 47,393 27,842 67,454 382,314

米 延 払 輸 出 一 一 一 一 一 381,329

計 607,523 864,613 1,322,537 1,224,883 1,030,837 !4,101,103

DB)の 貸付け実行状況等についてみ ること

とす る。

イ.海 外経済協力基金(OECF)

基金の業務は,外 国政府等に対す る融資(直

接借款)と 海外における開発事業に従事する

本邦企業に対する融資又は出資(一 般案件)

の二つがある。直接借款についてはグラン ド

エレメン ト25%以 上の貸付け業務,即 ち,D

ACの 認め るODAに 算入される政府直接借

款を対象に している。一般案件については輸

銀の貸付けが困難なものを対象 としている。

なお,世 界銀行等国際開発金融機関 と協調

融資 を行 なう場合 もある。

基金の直接借款及び一般案件の部門別承諾

状況は表11の とお りである。

(出典:経 済協力の現状 と問題点(平 成3年 版))

ロ.日 本 輸 出 入 銀 行(EXIM)

輸 銀 の業 務 は,国 内 企 業 に対 す る輸 出 入 ・

投 資 金 融 と と も に,基 金 との 分 野 調 整 に よ り,

外 国 政 府 等 に 対 す る 輸 出 金 融,投 資 金 融,ア

ン タ イ ドロー ン,債 権 取 得,リ フ ァ イ ナ ン ス

等 を行 っ て い る。

な お,輸 銀 に お い て も国 際 開 発 金 融 機 関 と

協 調 融 資 を行 な う場 合 が あ る。

輸 銀 の1987～89年 度 の 直 接 借 款 の 件 数 は 次

の とお りで あ る。

年度 件数(う ちエネル
ギー関係)

198730件(8件)

198833件(15件)

198938件(3件)

備 考

発 電 所(火 力,

水 力),石 炭,油

田,ガ ス等

発 電 所,油 田,

ガ ス,石 炭

発 電 所,油 田
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表11海 外経 済協 力基 金(OECF)直 接 借款 部 門別承 諾状 況

(件数:件,金 額 単位:百 万円)

年度 1989 1988 累 計(1961～89)

形態部門 件数 金 額 構成比
(%) 件数 金 額 構成比

(%) 件数 金 額
構成比
(%)

直接借款 15 104,095 12.3 17 158,925 14.6 303 1,893,008 21.8

電 力 ・ ガ ス
一般案件

} 一 ㎜ 一 一 ～ 18 16,036 3.7

小 計 15 104,095 12.1 17 158,925 14.4 321 1,909,044 21.0

直接借款 26 194,985 23.0 23 172,444 15.8 365 2,100,992 24.2

運 輸 一般案件 一 一 } 一 『 29 22,655 5.2

小 計 26 194,985 22.7 23 172,444 15.7 394 2,123,647 23.3

直接借款 6 65,738 7.8 5 38,381 3.5 138 566,768 6.5

通 信 一般案件 一 一 一 『 一 　 11 7,332 1.7

小 計 6 65,738 7.7 5 38,381 3.5 149 574,100 6.3

直接借款 8 45,984 5.4 10 37,741 3.5 117 429,381 4.9

灌概治水干 拓 一般案件 一 一 ㎜ 一 　 4 2,399 0.6

小 計 8 45,984 5.4 10 37,741 3.5 121 431,780 4.7

直接借款 一 一 2 2,651 0.2 38 169,208 2.0

農 林 ・水 産 業
一般案件

} 一 3 2,441 28.3 234 1!3,884 26.2

小 計 一 } 5 5,092 0.5 272 283,091 3.!

直接借款 6 31,576 3.7 12 109,329 10.0 148 865,882 10.0

鉱 工 業 一般案件
2 2,071 17.7 4 4,182 48.5 386 216,069 49.6

小 計 8 33,647 3.9 16 113,511 10.3 534 1,081,952 11.9

直接借款 15 93,156 11.0 18 96,330 8.8 115 535,877 6.2

社 会 的サ ー ビス
一般案件 2 9,170 78.5 1 3 0.0 22 26,315 6.0

小 計 17 102,326 11.9 19 96,333 8.8 137 562,192 6.2

直接借款 7 70,796 8.4 7 133,844 12.3 33 276,273 32

開 発 金 融 一般案件 一 一 一 1 2,000 23.2 3 3,350 0.8

小 計 7 70,796 8.3 8 135,844 12.3 36 279,623 3.1

直接借款 13 226,225 26.7 24 287,664 26.4 156 1,688,050 19.5

商 品 借 款 一般案件 一 } 一 一 『 『 一 ㎜ 一

小 計 13 226,225 26.4 24 287,664 26.1 !56 1,688,050 18.5

直接借款 9 13,421 1.6 16 54,363 5.0 71 150,587 1.7

そ の 他 一般案件
1 444 3.8 『 一

} 22 27,147 6.2

小 計 10 13,865 1.6 16 54,363 4.9 93 177,734 2.0

直接借款 105 845,976 100.0 133 1,091,673 100.0 1,484 8,676,025 100.0

合 計 一般案件 5 11,685 100.0 9 8,625 100.0 730 435,188 100.0

合 計 110 857,661 100.0 142 1,100,298 100.0 2,214 9,111,213 100.0

(出典:経 済協力の現状 と問題点(平 成3年 版))
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ハ.Cld)海 外 貿 易 開 発 協 会(JODC)

途 上 国 ・地 域 の 政 府 ・公 的 開 発 機 関 等 の要

請 に 基 づ い て計 画 され た事 業 に対 す る本 邦 中

小 企 業 の 海 外 投 資 を円 滑 に 進 め るた め,中 小

企 業 に対 す る所 要 の 出 資 資 金 の 融 資 を行 っ て

い る。 最 近 の 融 資 承 諾 の状 況 は 次 の とお りで

あ る。

1989年 度9件1,031百 万 円

累 計133件10,507百 万 円

二 .国 際 開 発 金 融 機 関

わが 国 を は じめ 各 国 か らの 拠 出 等 を得 て 途

上 国 の 民 生 安 定 ・社 会 経 済 開 発 の ため の 資 金

協 力 を行 な っ て い る代 表 的 国 際 開 発 金 融 機 関

に つ い て エ ネ ル ギ ー 分 野 の 貸 付 け 等 の 実 績 を

み る こ と とす る。

① 国 際 復 興 開 発 銀 行(IBRD)い わ ゆ

る世 界 銀 行 の1990年 度 の 貸 付 け 承 認 額 は

15!億7900万 ドル で あ り,そ の う ち エ ネ ル

ギー 分 野 は30億8450万 ドル(電 力 関係29

億9850万 ドル,石 油 ・ガ ス ・石 炭 関 係8600

万 ドル)を 占め,シ ェ ア は22.5%で あ る。

② 国 際 開 発協 会(IDA一 い わ ゆ る第 二

世 銀)に つ い て は90年 度 の 融 資 承 認 額 は

総 額55億2200万 ドル で あ り,そ の うち エ

ネ ル ギー 分 野 が2億1980万 ドル,シ ェ ア

4%と な っ て い る。

③ 米州 開 発 銀 行(IDB)に つ い て は,

1990年 度 融 資 承 認 額 総 額38億8100万 ドル

(61～90年 累 計469億9500万 ドル)で あ

り,そ の う ちエ ネ ル ギー 分 野 は6億6500

万 ドル(同 累 計126億7100万 ドル),シ ェ

ア17.1%(29.0%)と な っ て い る。

④ ア ジ ア 開 発 銀 行(ADB)に つ い て は

1990年 の 貸 付 け 承 認 額 総 額 が39億7210万

ドル(89年 は36億2360万 ドル)で あ り,

そ の う ちエ ネ ル ギー 分 野 は10億5010万 ド

ル(6億490万 ドル),シ ェ ア26.4%(16.7

%)と な っ て い る。

こ れ ら国 際 開 発 金 融 機 関 と基 金 との エ ネル

ギー 分 野 の 協 調 融 資 の 実 績(1980～1990年)

は次 の とお りで あ る。

世 銀 と基 金 は16件(水 力8件,火 力2件,

地 方 電化2件,ガ ス3件,エ ネ ル ギ ー 分 野 全

般1件,国 名 は マ レー シ ア,イ ン ドネ シア,

ビ ル マ,タ イ,エ ジプ ト,ホ ン デ ュ ラ ス,イ

ン ド,バ ン グ ラ デ シ ュ,パ プ ア ニ ュー ギ ニ ア)

で あ る。

ア ジア 開 銀 と基 金 は8件(水 力5件,火 力

2件,地 熱1件,国 名 は マ レー シ ア,フ ィ リ

ピ ン,タ イ)で あ る。

米州 開 発 銀 行 と基 金 は3件(水 力2件,地

熱1件,国 名 は コ ロ ン ビア,ホ ン ジュ ラ ス,

コス タ リカ)で あ る。

そ の 他 に ア フ リカ 開 発 銀 行 と基 金 は エ ジ プ

トで2件(火 力 発 電 所 建 設,地 方 電 化)の 協

調 融 資 の 実 績 が あ る。

この よ うに 国 際 金 融機 関 の途 上 国 資 金 協 力

に お い て エ ネ ル ギー 分 野 は大 きな ウ ェ イ トを

占め て い る 。

(3)そ の他の協力

途上国開発協力の効果的推進のため,様 々

な工夫がなされているが,そ の例の一つ とし

て大規模経済協力プロジェクトがある。

これは民間活力による資金 ・技術等の途上

国への大規模かつ トータルな移転にあた り政

府べ一スの経済協力が有機的に結合 されてい

るものをいい国家プロジェクトとして推進さ

れるものである。 これまでに,イ ン ドネシア

アサハンアル ミプロジェクト,シ ンガポール
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石 油 化 学 プ ロ ジ ェ ク ト,イ ラ ン バ ン ダ ル ホ

メイニ 石 油 化 学 プ ロジ ェ ク ト,サ ウ ジア ラ ビア

ア ル ジ ュベ ー ル 石 油化 学 プ ロ ジ ェ ク ト,ブ ラ ジ

ル アマ ゾ ンア ル ミニ ウ ムプ ロ ジ ェ ク ト,ブ ラ

ジル紙 パ ル プ 資 源 開 発 プ ロ ジ ェ ク ト,ブ ラジ ル

ウ ジ ミナ ス製鉄 所 プ ロ ジ ェ ク トが あ る。

IIエ ネルギー分野の協力の現状

わが国の途上国協力を技術協力,資 金協力

等の協力方法か らみてきたが,こ れ らの方法

を通 じて行われているわが国の途上国協カー

ODA該 当分野に占めるエネルギー分野のシ

エアは表12の とお りである。これでみ るとお

り有償資金協力のウェイ トが非常に大 きい。

また全体的趨性 としては,金 額べ一スでは協

力実績に低減化傾向がみられるが,技 術協力,

人的協力では充実の方向にあるといえる。

生活面,生 産面等すべての人間活動におい

てエネルギーが不可欠であることは,先進国,

途上国いずれにとっても同様である。 このよ

うなエネルギー分野のわが国の途上国協力の

現状について,当 面収集可能な資料 をもとに

主なエネルギー項 目ごとにできる限 り具体的

に整理 してみることとする。

表12エ ネル ギー分 野 にお け る援 助 実績
(単位:億 円)

技 術 協 力(単 位:人)
年 度 無償資金協力 円 借 款

研修員受入れ 専 門 家派 遣 協 力 隊 派遣

56.09 1,120.78 155 22 0
1986

(5.4) (20.0) (2.6) (1.1) (0.0)

28.09 1,873.94 186 !8 5
87

(2.6) (26.9) (2,9) (0.8) (0.6)

28.91 1,564.23 196 49 2
88

(3.0) (14.7) (2.9) (2.0) (0.6)

45.52 1,518.99 238 33 2
89

(4.3) (15.5) (3.2) (1.4) (0.2)

9.63 1,057.83 211 22 0
90

(1.0) (10.5) (2.8) (0.9) (0.0)

注:()内 は一般無償全体(債 務救済,ノ ン・プ ロジェ クト援助,小 規模無償 を除 く)又 は円借款全体(債 務繰

延べ を除 く)に 占め る割合(%),技 術協 力は全体 に 占め る割合(%)。

(出,典:我 が国の政府開発援助(1991年 版))

1.電 力 分 野

電力分野については村落電化等の民生安定

あるいは工業開発に不可欠なものとして途上

国側の要請は高 く,協 力実績が最 も多い分野

となっている。技術協力については,JIC

A,AOTS等 はもとよ り,特 に㈹海外電力

調査会 ・電力国際協力センター及び電力各社

等が専門的立場から実施にあたり大きく寄与

している。

(1)技 術協力

イ.研 修生受入

①JICA関 係では,発 電,配 電等7種

の集団コースが実施され,途 上国の研修生 を
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1～3ヶ 月 間受 入 れ て い る。 個 別 テー マ に つ

い て は,研 修 生 の個 別 受 入 が 実 施 され て い る。

集 団 コー ス名 開始年 度

水 力発 電 コー ス1963年

火 力 〃 〃 〃

電気 事 業経 営 〃1972

配電 技術 〃1973

原子 力 発電 〃1985

石炭 火 力発 電 〃1987

電 力総 合 開発計 画 〃1989

ま た,特 定 途 上 国 を拠 点 と して 周 辺 途 上 国

の 研 修 生 を受 入 れ て 実 施 す る第 三 国 研 修 制 度

に よ り シ ン ガ ポ ー ル に お い て 「電 力 供 給 ・送

電 コー ス(定 員24名)(1988～1993年 度5年

間)」 が 実 施 され て い る。

②AOTSや ㈹ 海 外 電 力 調 査 会 の制 度 に

よ り,中 国,韓 国,イ ラ ン等 か ら研 修 生 が 受

入 れ られ て い る。

最 近 の研修 生 受 入実績(各 制 度合 計)

86年度87年 度88年 度89年 度90年 度 計(86～90年度)

受入人数(人〕7290!29134124549

(原子 力発 電分 野 も含 む)

ロ.専 門家 派 遣

JICA関 係 等 に よ り90～91年 度 に お い て

9ヵ 国 へ16名 派 遣 中 で あ る。 これ まで も派 遣

実 績 は 多 い。

イ ン ドネ シ ア4名(電 源 開 発,農 村 電 化,

電 力 需 要 予 測 等)

タ イ

トル コ

パ キ ス タ ン

中国

員

人

定

9

8

9

6

5

5

8

期 間

47日 間

57

46

78

68

58

74

3名(水 力発電機器,配 電

線自動化等)

6名(水 力発電,地 質調査,

発電計画等)

2名(高 電圧 ・短絡試験研

究所設立計画)

1名(火 力発電所運転保守)

ギ ニ ア

タンザニア

グアテマラ

チ リ

1名(デ ィー一ゼル発電機利

用)

1名(送 配電網整備)

1名(技 術訓練センター)

1名(中 小規模水力発電計

画)

ハ .総 合的技術協力事業

専門家派遣,研 修生受入,機 材供与 を有機

的に結合 したJICAの プロジェクト方式技

術協力が実施 されて きている。また,現 在,

タイにおける 「配電 自動化」に関す るプロジ

ェクト方式技術協力の実施の可能性について

検討が進め られている。

① ジョルダン電力訓練センタープロジェ

クトニ協力期間1986.3.～1991.2(5年 間)

なお,本 プロジェクトによる技術移転の成

果 を受けて,現 在,供 与機材等 を利用 して,

アラブ周辺諸国か ら研修生を受入れる電力訓

練分野の第三国研修制度の実施について検討

が進め られている。

② 韓国産業用電力設備診断技術協力(ミ ニ

プロジェクト):協 力期間1990.12～1993.11

(3年 間)

二.開 発調査等

① 開発調査 としてJICAに より1990年

度に,中 国揚水発電開発計画,イ ン ドネシア,

トル コ,タ ンザニア水力発電開発計画,パ ラ

グアイ首都 圏配電網整備計画等が実施 され

た。

90年度には,タ イ シンプン流動床燃焼石

炭火力発電開発計画,ま た,発 電所の公害防

止対策関係 として,ポ ー ラン ド石炭火力発電

所排煙脱硫計画調査等の電力分野の調査が実

施 されている。

これまでの電力関係開発調査実績は次のと
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7

お りである。

分野

電力総合開発

水力発電

火力発電

送配電

②

件 数(1974～90年 度)

15件

100〃

14〃

24〃

(社)海外電 力調査会おいて1990年 度以

降,ア セアン4ケ 国及び中国を対象 とした「電

力化総合開発計画調査」が進められている(国

庫委託事業)。

(2)資 金協力

①無償資金協力についてはこれまでに多 く

の協力実績がある。1988～89年 には次のよう

な協力事例がある。

リベ リア

セ ネ ガ ル

ガー ナ

パ キ ス タ ン

グ ア テ マ ラ

ブー タ ン

モンロビア電力供給改善計画

ダカール市発電機材整備計画

地方電化計画

高電圧 ・短絡試験研究所設立

計画

パナバハル村電力導入計画

小規模水力発電施設整備計画

②有償資金協力 としては海外経済協力基金

及び日本輸出入銀行により各種発電所整備,

送配電網整備等に関す る借款等の協力実績は

非常に多い。例 えば基金の直接借款承諾総数

1,484件(1966～89年 累計)の うち電力分野は

293件(多 目的ダム51件,発 電所180件,送 電

線62件)で ある。そのうち1980年 以降25件 に

っいて,世 銀,ア ジア開銀 米州開発銀行,

アフ リカ開発銀行等の国際開発金融機関と協

調融資を行なっている。

(3)そ の 他

電 力 分 野 と して そ の他, 中国等との火力発

電所の脱硝 ・脱硫技術等の環境対策について

の情報交換,ア セアン諸国電力首脳 との交流,

太平洋エネルギー協力会議(SPEC)へ の

参加等 を行 っている。

2.石 油 分 野

石油分野については,産 油国を中心 とした

途上国において,開 発 ・精製等の分野を主 と

して技術協力,資 金協力等が行われている。

関係機関としては,㈲ 国際石油交流センター,

石油公団等の寄与が大 きい。また,油 汚染に

関 しては環境対策の一環 として協力が進め ら

れている(IIの8そ の他参照)。

(1)技 術協力

イ.研 修生受入れ

① ㈲国際石油交流センターにおいて,石

油精製技術分野に関 し,産 油国石油関係者の

研修生受入れを1981年 以降行 っている。(表13

参照)

② また,石 油公団において,石 油開発分

野に関し油層工学,物 理探鉱,地 質地化学等

の各 コース(1990年 度末実績累計87名)の 研

修を産油国技術者に対 し行 っている。

ロ.専 門家派遣

㈲国際石油交流センターにおいて,石 油精

製技術分野に関して産油国の技術向上のため

専門家派遣を1981年 以降行 っている。(表14参

照)

ハ.総 合的技術協力事業

JICAの プロジェクト方式技術協力によ

り石油探査に関する次の技術協力が行われて

いる。

インドネシア 石油 ・天然ガス リモー トセ

ンシング技術協 力プロジェ ク ト:協 力期 間
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1989.8～1993.8(4年 間)

二.共 同研究等

① 石油公団とトルコ国営石油公社が トル

コ国イキステペ油田をテス トフィール ドとし

て 「重質油増進回収技術に関す る共同研究」

を行っている。

② 工業技術院では国際研究協力事業 とし

て地質調査所 とフィリピン鉱山地球科学局 と

の問で 「含油堆積盆地の標準層序に関す る共

同研究」を行っている。

ホ.開 発調査等

① 石油公団において海外未探鉱地域にお

ける海外地質構造調査を行ってお り,1979年 以

降アジア,ア フリカ等12ヵ 国で実施 している。

②JICAで は マ レー シア に お い て石 油

産 業 開 発 調 査(1976～77年)を 実 施 して い る。

(2)資 金 協 力

基 金,輸 銀 に よ る石 油 開 発,精 製,流 通,

さ らに は 石 油 化 学 分 野 に 至 る ま で の借 款 等 の

資 金 協 力 の 実 績 は 多 い。 事 例 は次 の とお りで

あ る。

中 国 油 田 開 発(大 慶,大 港 他)

(輸 銀1986年)

メ キ シ コ 太 平 洋 石 油 プ ロ ジ ェ ク ト

(輸 銀1986年)

コ ロ ン ビ ア 石 油 パ イ プ ラ イ ン(輸 銀

1986年)

表13研 修 生受 入れ実 績(石 油分 野)

年 度
地 域 88年 度 89年 度 90年 度

累計
(81～90年 度)

備 考

ア ジ ア 362 320 312 2,496
中 国,イ ン ドネ シ ア,タ イ,マ レ ー

シ ア 等 産 油 各 国

中 東 119 107 82 834
サ ウ ジア ラ ビア,イ ラン,イ ラ ク等

産 油各 国

ア フ リ カ 104 50 72 447
ア ル ジ ェ リア,ナ イ ジ ェ リア,エ ジ

プ ト等 産 油 各 国

南 米 5 13 32 120
メキ シ コ,ペ ルー,ブ ラ ジル等産 油

各国

合 計 590 490 498 3,918

表14専 門家派 遣実 績(石 油分 野)

年 度
地 域 88年 度 89年 度 90年 度

累 計

(81～90年 度)
備 考

ア ジ ア 109 79 130 743 中 国,マ レー シ ア,タ イ,イ ン ドネ
シ ア 等 産 油 各 国

中 東 40 34 18 228
サ ウジア ラビア,ア ラブ首長 国連 邦,

カ ター ル,ク ェー ト等産 油 各国

ア フ リ カ 10 6 4 136 ア ル ジェ リア,エ ジプ ト等産 油 各国

南 米 10 8 12 101
メキ シコ,ベ ネ ズエ ラ,ペ ルー 等産

油各 国

オ セ ア ニ ア 0 3 1 26

合 計 169 130 165 1,234
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イ ン ドネ シ ア

国

国

中

中

メ キ シ コ

メ キ シ コ

プルタ ミナ製油所効率化

(輸銀1987年)

陸上油田(輸 銀1989年)

アルシャン油田(輸 銀1989

年,1990年)

メキシコ首都圏大気汚染対

策計画(製 油所脱硫装置等)

(基金1990年)

ガソリン無鉛化プロジェク

ト(輸 銀1991年)

(3)そ の他

石油開発,利 用に関する国際セ ミナーの実

施,太 平洋エネルギー会議への参加等により

協力が行われている。

3.ガ ス分野

ガス分野については天然ガス,LPG,都

市ガス等に関 して,開 発,輸 送,利 用等各技

表15

術分野の協力が 巾広 く行われている。政府べ

一スのほか,民 間べ一スで も幾つかの途上国

協力の努力がなされている。

(1)技術協力

イ.研 修生受入れ

ガス分野の最近3年 間及び1975年 以降の研

修生の受入れ実績(累 計)は 表15の とお りで

ある。

ロ.専 門家派遣

ガス分野の最近3年 間及び!975年 以降の専

門家の派遣実績(累 計)は 表16の とお りであ

る。

ハ.総 合的技術協力事業

JICAの プロジェクト方式技術協力事業

により,石 油 との関連天然ガスの探査開発に

係わる次の協力が行われている(再 掲)。

イン ドネシア 石油 ・天然ガス リモー トセ

ンシング技術協 力プ ロジェク ト:協 力期間

研修生の受入れ実績(ガ ス分野)

88年 度 89年 度 90年 度
累 計

(1975～90年 度)
備 考

JICAべ 一 ス 0 10 !0 25 タ イ,ネ パ ー ル,フ ィ リ ピ ン

AOTSべ 一 ス 8 13 5 62 中国

民 間 べ 一 ス 87 138 134 710
韓 国,台 湾,中 国,香 港,イ ン ドネ

シア,マ レー シ ア,シ ン ガ ポ ー ル 等

合 計 95 161 149 797

(注)民 間べ一 スはガス事業者 を中心 として企業べ一 スで行われた研修生受 入れであ り,

表16専 門家 派遣 実績(ガ ス分野)

大部分は有償による。

88年 度 89年 度 90年 度
累 計

(1975～90年 度)
備 考

JICAべ 一 ス 0 0 0 48
マ レ ー シ ア(61年)ネ バ ー ル(57 ,58

年)イ ン ドネ シ ア(54年)

民 間 べ 一 ス 36 44 46 805 韓 国,台 湾,中 国,ア セア ン各 国,
ポル トガ ル等

合 計 36 441 46 853

(注)民 間べ一 スは,ガ ス事業者 を中心 として企業べ 一スで行われた専 門家派遣であ り大部分は有償 による。
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1989～1993(4年 間)

二 .開 発 調 査 等

JICAに よ り開 発 調 査 等 と して こ れ まで

次 の よ う な調 査 協 力 が行 わ れ て きて い る。

イ ン ドネ シア ジ ャ ン ビ天 然 ガ ス利 用 開 発

計 画(1988)

イ ン ドネ シア 都 市 ガ ス整 備 計 画

(1974～75)

タ イ バ ン コ ク首 都 圏 都 市 ガ ス 整

備 計 画(1974)

ミャ ンマ ーLPG回 収 計 画/LPG総

合 開 発(1981,85)等

(2)資 金協力

基金,輸 銀によるガス分野についての借款

等の資金協力実績は多い。最近 では例 えば次

のような事例がある。

マ レー シア 半 島ガスパイプ ライ ン計画

(基金1988年)

中国 四都 市ガ ス整備事 業(基 金

1988～1989年)

タイ 天然ガス分離プラント建設事

業(基 金,世 銀協調融資1982

年)

タイLPG地 方供給計画(基 金,

世銀協調融資1983年)

バングラデシュ バ クラバー ド天然ガス開

発事業(基 金,世 銀協調融資

1980年)

アルジェリア ガス処理 ステーション(輸

銀1988年)

(3)そ の他

ガス事業者が途上国のガス事業者 と交流契

約 を締結す る等 によ り国際交流 を行 ってい

る。

八戸ガス～蘭州ガス公司(中 国)(交 流契約)

静岡ガス～欣中天然ガス公司(台 湾)(交 流

契約)等

4.石 炭 分 野

石炭分野については,開 発,採 炭,輸 送,

燃焼利用,各 分野に関して多様な協力が行わ

れている。特に,公 害防止 ・環境対策に関す

る協力 も電力分野 との関連で推進されてきて

いる。

(1)技 術協力

イ.研 修生受入れ

JICAの 集団研修,個 別研修制度により

次のような研修生受入実績がある。

石炭開発 ・利用 コースは九州大学,採 炭 ・

選炭 コースは働石炭技術研究所で実施 されて

いる。

コー ス名

石炭 開発 ・利用

採炭 ・選炭

鉱山保安

個 別研ニイ彦

計(人)

国 と し て は,

19851986198719881989計(人)

(
U

O

O
J

バ
寸

9Q1

0
0

∩
)

O
J

「
D

9
臼

2

7

7

12

3

29

Q
O

8

∩
コ

4

0
」

2

8

7

1

1

7

1

2

31

22

50

17

120

中 国,韓 国,フ ィ リピ ン,イ

ン ドネ シア,タ イ,ミ ャ ンマ ー,マ レー シア,

イ ン ド,バ ン グ ラ デ ィ シュ,パ キ ス タ ン,イ

ラ ン,イ ラ ク,ト ル コ,ブ ラ ジ ル,コ ロ ン ビ

ア,ペ ル ー,ス ワ ジ ラ ン ド,ザ ン ビ ア,イ ラ

クの19ヶ 国 で あ る。

ロ.専 門家 派 遣

JICA制 度 に よ り韓 国 鉱 山 災 害 予 防 プ ロ

ジ ェ ク ト,炭 鉱 坑 内 作 業 環 境 改 善 プ ロ ジ ェ ク

ト,イ ン ドネ シ ア鉱 山 開 発 等 に 関 連 し,累 計
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約50名 の専門家が派遣されている。

ハ.総 合的技術協力事業

JICAの プロジェクト方式技術協力とし

て次のプロジェク トが実施されている。

韓国 鉱山災害予防技術協力プロジェク ト

(炭鉱関係)

協力期間1984～1988(4年 間)

韓国 炭鉱坑内作業環境改善技術協力プロ

ジェクト

協力期間1989～1993(4年 間)

二.機 材供与事業

JICA制 度によりコロンビアの国立大学

に対 し石炭化学分析用機材の供与(1988年 度)

が行われている。

ホ.研 究協力

① 国際研究協力事業 として1989年 度にお

いて 「石炭特性 と生成環境に関する研究(地

質調査所一中国地質大学)」及び 「流動層によ

る石炭の新燃焼技術に関する研究(北 海道工業

開発試験所一中国科学院)」が行われている。

② また,研 究協力推進事業 として,イ ン

ドネシア国内にパ イロッ トプ ラン トを建設

し,イ ン ドネシアと共同で研究 を行 う 「石炭

ボイラー用簡易脱硫装置開発(1990～1994年

度)(日 本側:㈲ 石炭利用総合開発センター)」

が進め られている。

へ.開 発協力

JICA投 融資事業 として,中 国高濃度石

炭水スラリー(CWM)試 験的事業が実施さ

れている。

ト.開 発調査等

①JICA制 度により石炭分野について

1990年 度 まで累計27件 の調査が実施 されて き

ている。事例 として次のようなテーマがある。

イン ドネシア バンコ炭有効利用計画

中国

タ イ

イ ン ド

ヴ ェ ネ ズ エ ラ

等

②NEDO

合開発機構)

(1986)

神 府 東勝 炭 田 品 質 管 理 計 画

(1988～1989)

褐 炭 ブ リ ケ ッ ト振 興 計 画

(1989)

石 炭 溶 剤 精 製 計 画(1989)

タチ ラ州 炭 田開 発 計 画

(1990)

(新エネルギー ・産業技術総

において海外炭開発可能性調査

の一環 として相手国の要請に基づ き海外地質

構造等調査 を実施 している。

(2)資 金協力

輸銀を中心 とした石炭分野の借款等の資金

協力の実績は多い。事例 として次のようなも

のがある。

コロンビア セレホン石炭開発(輸 銀1982

年)

中 国

トル コ

中国

イ ン ド

東 曲 石 炭(輸 銀1987年)

炭 鉱 開 発 プ ロ ジ ェ ク ト(輸 銀

1986年)

ジ ュ ン ガ ル 石 炭(輸 銀1988年,

1990年)

コ ラ ガ ー ト火 力 発 電 所 石 炭 灰

有 効 利 用(輸 銀1990年)

(4)そ の他

太平洋エネルギー会議への参加や石炭利用

と環境対策等について情報交換が行われてい

る。

5.新 エネルギー分野

新エネルギー分野については,化 石エネル
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ギー以外の 自国賦存未利用エネルギー源活用

によるエネルギー自給の向上等 を狙 い非産油

途上国を中心 として,太 陽エネルギー,地 熱

エネルギー,バ イオマス,ロ ーカルエネルギ

ー資源等様々な新エネルギー利用のための技

術協力の要請があ り協力が進展 してきている。

(1)技 術協力

イ.研 修生受入れ

JICAの 集団研修 コース 「地熱エネルギ

ーコース(九 州大学,13名)」 が実施 されてい

るほか,バ イオマスプロジェクト技術協力等の

一環で約20名 の研修生受入れを行なっている。

ロ.専 門家派遣

JICA制 度によりバ イオマスプロジェク

ト,豆 炭 ・ブリケッ ト製造技術協力等に関連

して累計約40名 の専 門家が派遣されている。

ハ .総 合的技術協力事業

JICAの プ ロジェクト方式技術協力によ

り次の協力が実施 されている。

タ ンザ ニ ア

協力期間

イン ドネシア

協力期間

二 研究協力

キ リマ ン ジ ャ ロ 州 中小 工 業

開 発 技術 協 力 プ ロ ジ ェ ク ト

(ブ リケ ッ ト(お が 炭)部 門)

1977～1982(5年 間)

バ イ オ マ スエ ネ ル ギー 研 究

開 発 技術 協 力 プ ロ ジ ェ ク ト

1982～1986(4年 間)

研 究 協 力 推 進 事 業 と して 次 の テ ー マ に つ い

て 研 究 協 力 が 行 わ れ て い る。

イ ン ドネ シ ア 太 陽光 発 電 に よ る村 落 電 化

研 究 協 力(日 本 側:NED

O)

協 力 期 間1984～1987,フ ォ ロ ー ア ッ

プ1988～1989

タイ 燃料電池による地域電化協

力(日 本側:NEDO)

協力期間1988～1993(5年 間)

フィリピン 木質系廃棄物か らのガスの

利用 技術 開発事 業(日 本

側:㈲ エンジニア リング振

興協会)

協力期間1990～1994(5年 間)

ホ.開 発調査等

JICA制 度により地熱エネルギー,太 陽

エネルギー等新エネルギー ・代替エネルギー

分野の調査協力が行われている。なかでも地

熱エネルギーに関する開発調査が最 も多く,

累計は22件 である。

事例は次の とお りである。

イン ドネシア 太陽光発電ハイブ リッドシ

ステム地 方電化計画調査

(1988～)

アルゼンチン ネウケン州北部地熱開発計

画(1986～89)

メキ シ コ

キ リ バ ス

ラ オ ス

ラ ・プ リマベー ラ地熱開発

計画(1987)

太 陽利 用 地方 電 化 計 画

(1990)

ゼカタム小水力発電開発計

画(1990)

(2)資 金 協 力

イ.無 償 協 力

次 の よ うな 協 力 事 例 が あ る。

イ ン ドネ シア バ イオ マ ス ・エ ネ ル ギ ー研

究 開 発 セ ン タ ー(1981,

1984)

象 牙 海 岸 ア ビ ジ ャ ン大 学 バ イ オ マ ス

研 究 機 材(1983)
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▼

セネガル 太陽エネルギー発電機整備

計画(1990)

フィリピン ヤシ殻有効利用練炭製造計

画(1990)

ロ.有 償協力

基金,輸 銀により地熱発電関係 を主 として

借款等の資金協力が行 われている。協力実績

の事例は次の とお りである。

フ ィ リ ピ ン

フ ィ リ ピ ン

フ ィ リ ピ ン

メ キ シ コ

コス タ リカ

等

トン ゴナ ン地 熱 発 電 所(基

金1980)

南 ネ グ ロ ス 地 熱 発 電 事 業

(基金,世 銀 とめ 協 調 融 資

1981)

地 熱 発 電 所(輸 銀1982,

1983)

地 熱 発 電 プ ロ ジ ェ ク ト(輸

銀1985)

ミラバ ー ジ ェ ス 地 熱 発 電 所

(基金,米 州 開 発 銀 行(ID

B)と の 協 調 融 資1985)

(3)そ の他

JETROで は代替エネルギー技術の普及

のためエネルギー技術普及事業 を行 なってい

る。 また,㈹ 日本プラン ト協会は海外中小企

業技術協力事業の一環 として 中小 プラン ト

(風力発電所)マ ニュアルを作成 し途上国に

提供 している(国 庫補助事業)。

その他,太 平洋エネルギー会議への参加等

による情報交換等が行われている。

6.原 子力分野

原子力分野については,原 子力発電の安全管

理等を中心 とした技術協力が行われている。

(1)技 術協力

イ.研 修生受入

①JICA集 団研修 コー ス3コ ース,「原

子力発電(5名/年)」,「 原子力安全規制行政

セ ミナー(6名/年)」,「 原子力基礎実験(10

名/年)」 が実施 されている。

原子力発電コースについては,1986～1990

年の5年 間に27名 の研修生 を受入れている。

また,個 別研修 として 「原子力発電所の使

用前検査研修」 をテーマに中国国家安全局研

修生を6名(90年6月 か ら1ケ 月),「 原子力

要員の養成」をテーマに中国能源部研修生 を

4名(90年11月 から1ケ 月)受 入れている。

② さらに働海外電力調査会では,商 用原

子力発電をめざす中国(核 工業総公司)の 研

修生90名(1986～90年 累計)及 びイン ドネシ

ア(原 子力庁)の 研修生6名(1986～90年 累

計)を 受入れている。 また,同 調査会は,交

流協会の受託事業 として,既 に原子力発電所

が稼動 中で あ る台湾電 力か ら研修 生17名

(1989～90年 累計)を 受入れている。

ロ.専 門家派遣

原子力発電所の安全運転等に関して,IA

EA及 びJICA制 度等により次のような派

遣事例がある。

①IAEA関 係

OSART(運 転管理調査チーム)(1989年)

(中国 秦山,チ ェコ ジュコバニー)

旧式ソ連型炉(VVER440/230型 炉)の 安

全支援プログラム(1991年)

(チェコ ボブニチェ,ソ 連 ノボボロネジ)

原子力発電の品質管理セ ミナー(1990年)

(チェコ プラハ)

② その他

原子力安全規制セ ミナー(1988年2名,1990
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年2名)(イ ン ドネシア)

原子力発電所の試運転経験提供(1990年5

名)(中 国 秦山原子力発電所)

原子力発電所のポンプに関す るセ ミナー

(1990年4名)(台 湾)

(2)2国 間の特定協力

@日 中原子力協定(1986年7月10日)

⑤ 日韓原子力発電安全協力実施取極(1991

年2月11日)

◎日ソ原子力協定(1991年4月20日)

等により,原 子力発電の安全等に関す る情報

交換,技 術専門家の交換等の協力を実施する

ことに合意 している。

(3)世 界原子力発電事業者協会(WANO)

原子力発電所の運転経験についての情報交

換 を行なうため発電所問の相互訪問プログラ

ムの実施:

泊(北 海道電力),島 根(中 国電力)一 韓国

川内,玄 海(九 州電力)一 台湾

美浜(関 西電力)一 ソ連

等

(4)そ の 他

① 途 上 国 原 子 力 関係 要 人 招 聰 に よ る途 上

国 との 協 力 強化 ・推 進 等:

(1989年8名 一 中 国,韓 国,イ ン ドネ シ ア,

マ レー シ ア,タ イ,フ ィ リ ピン)

②IAEA/RCA計 画 の も と に 放 射

線 ・RI利 用 分 野 に つ い て,セ ミナ ー 等 の 開

催(日 本,中 国,イ ン ドネ シア,ス リラ ン カ,

バ ン グ ラ デ シ ュ等)及 び 専 門家 の 派 遣(韓 国 ,

イ ン ド,イ ン ドネ シア,タ イ,ベ トナ ム,マ

レー シ ア 等)等 の 実 施

7.省 エ ネ ル ギ ー 分 野

先進国の中でも冠 たる省エネルギー先進国

であるわが国に対 して,途 上国か らの省エネ

ルギー技術に関する技術移転 ・技術協力の要

請は高 く,JICA,㈲ 省エネルギーセンタ

ー等 を中心 として協力が実施 されている(図

7)。

図8は 省エネルギー分野の協力実績につい

て地域的展開を行 なったものである。

(1)技 術 協 力

イ.研 修 生 受 入

①JICA集 団研 修 コー ス 「省 エ ネ ル ギ

ー 技 術 研 修(10名/年)」 に よ り1986～90年 の

5年 問 累計50名 の研 修 生 を受 入 れ た。 また,

個 別 研 修 制 度 に よ り別 途16名 の 研 修 生 を受 入

れ て い る。 中 国,タ イ,ブ ラ ジル,ア ル ゼ ン

チ ン,メ キ シ コ,ガ テマ ラ,ト ル コ,ケ ニ ア

等 の 諸 国 か ら で あ る。

② そ の 他UNIDO等 の 制 度 に よ り14名

の 研 修 生 を受 入 れ て い る。マ レー シ ア,タ イ,

韓 国,台 湾 等 か らで あ る。

ロ.専 門 家 派 遣

JICA,IDC等 の 調 査 活 動 等 の 一 環 と

して1981年 以 降16件 につ い て 専 門家 派 遣 を行

っ て い る。 例 え ば,中 国 工 場 省 エ ネ ル ギー 及

び省 エ ネ ル ギー 貯 蔵 庫(3名),韓 国 工 場 省 エ

ネ ル ギー 診 断(2名),タ イ工 場 省 エ ネ ル ギ ー

(2名)等 で あ る。

ハ .総 合 的 技術 協 力事 業

JICAプ ロ ジ ェ ク ト方 式 技術 協 力 の一 環

と して,現 在 中 国大 連 省 エ ネ ル ギー セ ン ター

技術 協 力 事 業 の 実 施 の 可 能 性 に つ い て検 討 が

行 わ れ て い る。
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二.開 発 調 査 等

①JICA関 係 で は こ れ ま で次 の よ うな

省 エ ネ ル ギ ー に関 す る調 査 協 力 事 例 が あ る。

タ イ:省 エ ネ ル ギ ー プ ロ ジ ェ ク ト開 発 計 画

調 査(1982～85)

中 国:工 場 省 エ ネ ル ギー 計 画 調 査(1985～

86)

ア ル ゼ ン チ ン:工 場 省 エ ネ ル ギ ー 計 画 調 査

(1985～89)

ハ ン ガ リ ー:省 エ ネ ル ギ ー 計 画 調 査

(1991～)

toe/百万U$

1,750

1,500

1,250

1,000

750

500

250

0

②UNIDO関 係 で は次 の よ うな事 例 が

あ る。

マ レー シ ア:ア セ ア ン省 エ ネ ル ギー プ ロ ジ

ェ ク ト(1983)

マ レー シ ア,イ ン ドネ シ ア:工 場 省 エ ネ ル

ギ ー 技 術 推 進 マ ニ ュ ア ル 調 査(1991～)

(2)資 金 協 力

基 金 に よ り ミ ャ ン マ ー 「排 熱 回 収 発 電 」

(1987年),輸 銀 に よ りイ ン ドネ シ ア 「プ ル タ

ミナ 製 油 所 効 率 化 」(1988年)等 に つ い て 借 款

日

本

ア

メ

リ

カ

7図

西 イ イ フ カ ナ タ イ マ ア エ 中

笥 影 遥 窟 鴛
シ ン チリ

ツ ス ア ス ダ ア イ ア ア ン ト 国

(原 出 典:国 連資料)

(引用出典:通 産省資料)

エ ネ ル ギー 消 費の対GNP原 単位 の 各 国比較(1988年)
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「

が行 われている。 これらは省エネルギー目的

が明らかである。他方発送電施設改修,肥 料

工場,製 紙工場等工場改修 ・近代化等のプロ

ジェクトに対す る借款が多い。これ らの場合,

当然のことなが ら省エネルギー対策 も含んだ

計画 となっていると考えられるので,省 エネ

ルギー として明示 されてはいないが結果的に

省エネルギーの観点か らの資金協力は相当多

いと思われ る。

(3)そ の 他

㈱ 省 エ ネ ル ギー セ ン ター,JETRO,A

OTS,APO等 が 途 上 国 に お い て セ ミナ ー

や 研 修 会 を開 催 す る等 種 々 の 活 動 を行 っ て い

る。 特 に,㈱ 省 エ ネ ル ギー セ ン ター は これ ら

事 業 に 日本 自転 車 振 興 会 補 助 事 業 等 と して 取

組 む ほ か,前 述 各 機 関 の事 業 実 施 に 協 力 を行

って い る。

イ.途 上 国 で の研 修 会 実 施

AOTS関 係 事 業 と して1987年 以 降 「省 エ

ネ ル ギ ー 技 術 研 修(ボ イ ラー)」 を5回 実 施(マ

レー シア,タ イ,バ ン グ ラ デ シ ュ)。

ロ.途 上 国 で の セ ミナ ー の 開催

JETRO関 係 事 業 等 と し て1982年 以 降

「省 エ ネ ル ギ ー セ ミナ ー 」を!6回 開 催(中 国
,

韓 国,台 湾,タ イ,イ ン ド,イ ン ドネ シ ア,

ブ イ リピ ン,ブ ラ ジル)。

ハ .途 上 国 で の 省 エ ネ ル ギ ー 普 及 促 進 セ ミナ

ー の 開 催

日本 自転 車 振 興 会 補 助 事 業 と して1983年 以

降24回(年3回)普 及 促 進 セ ミナ ー を開 催(韓

国,中 国,イ ン ド,イ ン ドネ シ ア,タ イ,マ

レー シ ア,フ ィ リピ ン,シ ン ガ ポ ー ル,ス リ

ラ ン カ,ト ル コ,メ キ シ コ,ケ ニ ア)。

二 .途 上 国 で の 展 示 会 の 開 催

省 エ ネ ・ボ イ ラ ー ・計 測 器 展 等 の 開催(中

国,韓 国)。

ホ.そ の他

① 日本 国 内 で 実 施 され る途 上 国 の ため の

セ ミナ ー に お い て 省 エ ネ ル ギー が テ ー マ と し

て 取 り上 げ られ て い る。

工 業 化 計 画 開 発 研 修(IDC5回)

エ ネ ル ・ギー 管 理 研 修(APO3回)

等

② ま た,国 際 省 エ ネ ル ギー シ ン ポ ジ ウ ム

(1981),エ ネ ル ギー の 効 率 的 使 用 国 際 シ ン ポ

ジ ウ ム(1988),太 平 洋 エ ネ ル ギー 協 力 会 議 等

の 国 際 会 議 が 開 催 され て い る。

8.そ の他

わが国のエネルギー分野の途上国協力の現

状を主なエネルギー項 目ごとに整理 したが,

JICAの 開発調査 として実施 されたイン ド

ネ シアエ ネル ギー 需給計 画策定 システ ム

(1981)及 びイランエネルギー計画(1990)

等,あ るいは基金 と世銀 との協調融資による

バ ングラデ シュエ ネル ギー部 門調 整借 款

(!990)あ るいは輸銀の トルコに対するエネ

ルギーセクターローン(1987)等 エネルギー

全般にわたる協力もある。

エネルギー分野 と関連 した環境対策 として

は,湾 岸戦争に伴 う環境破壊対応のため原油

流出に対 して,オ イルフェンスや オイルスキ

マーを供与するとともに,原 油回収のための

国際緊急援助隊 を派遣 している。

IMO(国 際海事機関)に ついては油汚染

防除対策事業のための「湾岸油汚染災害基金」

に対 し,150万 ドルの拠出を行 っている。

さらに大規模海洋汚染への対応のためアセ

アン海域沿岸諸国 との間では,わ が国から技
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術協力等の支援を行 うため 「アジア海域にお

ける油汚染に対す る準備及び対応に関する国

際協力計画(OSPAR計 画)」を推進 してい

る。

また最近の傾 向としてはエネルギー対策 と

公害防止 ・環境対策 との複合的協力の必要性

が増大 している(こ れについてはIII環境 とエ

ネルギー協力の項でまとめ る)。

III環 境 と エ ネ ル ギ ー協 力

現在,い わゆる地球環境問題 として,地 球

温暖化,酸 性雨,オ ゾン層破壊,砂 漠化,熱

帯雨林の減少,有 害廃棄物の越境移動,野 生

生物種の絶滅,途 上国の公害問題 海洋汚染

の9分 野があげられている。これら問題の殆

んどは人類の経済成長 ・エネルギー消費と密

接に関連 してお り,わ れわれ世界総人口54億

の人間活動の総和がもたらしている結果であ

る。 もちろん,先 進国住民 と途上国住民とで

はそれに対する寄与に大 きな差がある。他方,

世界人口は,2050年 頃には約100億 人に増大す

るとの予測がある。今後の途上国を中心 とし

た人口増加,経 済成長,エ ネルギー消費の増

大 を考慮すれば,世 界全体即ち地球の管理 ・

運営を如何にす るかが先進国,途 上国共通の

全体の問題 として問われているということに

なる。

このようななか,地 球的視野による次のよ

うな対応が進め られつつある。

i:1
::i
::1
sol

;l
l。L.一 一.一 一_

(出典:通 産省資料)
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「

1.地 球再生計画

わが国が1990年7月 の ヒュース トンサ ミッ

ト等の場で提唱し,現在推進中の計画である。

基本的考 え方は,脱 硫技術の開発普及等技術

によって環境問題 を克服 してきたわが国の経

験か ら,新 たな技術開発及び開発された技術

の普及により地球温暖化対策等を推進 しよう

というものである,し か も,国 際的協調によ

り,世 界的規模で。図9は 各国の硫黄酸化物

温
室
効
果
ガ

ス
排
出
総
量

の排 出量の削減経過 を示 したものである。

計画では,今 後数10年 かけて緑の地球を再

生することを目指 し,世 界各国が協調 して温

室効果ガスの排出削減のために総合的かつ長

期的な行動 を推進す ることを期 し,環 境 ・エ

ネルギー対策に関す る①途上国に対する技術

支援,及 び②革新的な技術開発を進めること

を2本 の柱 としている。地球再生計画の概念

図は図10の とお りである。技術開発について

は既にサンシャイン計画等で進行 中の ものも

一一一一一一地球 的規 模 の 気候 変 動 一…一一

・地球 的規 模 の気 温 上 昇

(現在 レベ ルよ り約3度 上 昇)

・海面 上 昇

(現 在 レベルより約65cm上 昇)

1

/

護診

認
諺

/今

♂

世界的媚 エネルギーの爾

技術移転

1クリーンエネルギーの大幅導コ

/
/

陣 的な環境技術の開発1

技術開

1… 吸収源の拡大

一

＼L次世代ミ担う鞠 的エネルギー関連手支術の嗣晦曝

緑の地球 への再生
悔こ∴

______一__
1990 2050 2100年

(出典:通 産省資料)

図10「 地 球再 生 計画 」 の概 念
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あるが新たに着手すべ き開発テーマとして炭

酸ガス固定化 ・有効利用技術,生 分解性プラ

スチ ック開発技術,バ イオ リア クター を利用

した生産技術,代 替フロン開発技術,環 境調

和型金属 リサ イクル技術,CO2セ ンサーシス

テム開発技術があげられている。

これ らの革新的な開発テーマについては,

新たに中核的研究機関 として㈲地球環境産業

技術研究機構(RITE)が 設立(1990年7

月設立)さ れ,NEDO等 との分担を踏まえ

つつ,順 次着手が行われている。これらテー

マの研究にあたっては国際的な参加 も期待 さ

れている。

なお,地 球環境産業技術開発等の推進(科

学的知見の充実,技 術開発の推進,技 術開発

の支援,調 査啓蒙の実施)に よる 「地球再生

計画」の促進のため,平 成4年 度(1992年 度)

予算政府原案で79億3300万 円(平 成3年 度予

算67億4800万 円)の 経費が計上 されるに至 っ

ている。

他方,途 上国に対する環境 ・エネルギー支

援については,総 合的支援策一 「グリーン ・

エイ ド・プラン」の もとに推進される方向に

ある。

2.グ リ ー ン ・エ イ ド ・プ ラ ン

91年8月 タイ訪問の際,中 尾通産大臣が提

唱 したプランである。エネルギー ・環境対策

に取組む途上国に対 しては,そ の国情,ニ ー

ズに応 じてわが国の公害対策等に関す る民間

技術等を活用 した機動的 ・効果的な支援が不

可決である,と の考え方に立っている。

本プランの中味は,脱 硫,エ ネルギー使用

効率化,ク リーンエネルギー対策等エネルギ

ー ・環境全般にわたり相手国に対 し最適な協

力の実施 を行ない得 るよう,ニ ーズ,優 先度

等を含め途上国 との政策対話 を実施すること

にある。

また,協 力実施にあたっては,研 修生受入

れ ・専門家派遣の増加等の技術協力の整備拡

充,資 金協力の充実,あ るいはエネルギー ・

環境技術センターの設置等の総合的協力メニ

ューにより対応しようとい うものである。本

プランについては各国からも強い関心 と期待

が寄せ られてお り,今 後の一層の具体化 とそ

の推進が望 まれる。

一方
,技 術移転推進機関 として,1990年 に

㈲国際環境技術移転センター(四 日市市)が

設立され,地 球環境保全に資す る産業技術の

研修指導,研 究開発等を行ない途上国に対す

る技術移転 を促進することにより地球環境の

保全及び世界経済の発展に寄与す ることを目

的として事業 を開始 している。91年度には400

人の研修生の受入れを計画,今 後本センター

を中核 として10年 間で!万 人の環境 ・エネル

ギー技術関連研修事業 「1万 人計画」を行 う

こととしている。

なお,グ リー ン ・エイ ド・プラン関係の予

算 として平成4年 度(1992年 度)予 算政府原

案で13億9700万 円(平 成3年 度予算7億5000

万円)の 経費が計上されるに至っている。

3.エ ネ ル ギ ー ・環 境 関 連 協 力 の 推 進

技術協力分野においては,JICAの 多様

な協力形態の中で研修生受入れ,専 門家派遣

はもとより,開 発調査あるいはプ ロジェクト

方式技術協力の実施等にあた り環境対策分野

が充実 されて きている。

例えば,メ キシコ市(メ キシコ),ア ンカラ

市(ト ルコ),上 海市(中 国)の 大気汚染対策
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調 査,サ ム ッ ト ・プ ラ カ ン工 業 地 区 大 気 汚染

管 理 計 画(タ イ),石 炭 火 力 発 電 所 排 煙 脱 硫 計

画 調 査(ポ ー ラ ン ド)等 の 開 発 調 査 を行 う と

と もに,公 害 防 止,環 境 保 全 を 目的 と した 「日

中友 好 環 境 保 全 セ ン ター の 設 立 」(中 国,1990

年),及 び 「環 境 研 究研 修 セ ン ター の 設 立 」(タ

イ,1990年)等 の プ ロ ジ ェ ク ト方 式 技 術 協 力

を実 施 して い る。

ま た,直 接 的 に は エ ネ ル ギー 分 野 の 協 力 で

は な い が,エ ネ ル ギー 問題 を左 右 す る熱 帯 雨

林 等 林 業 分 野 及 び 人 口 ・家 族 計 画 分 野 も非 常

に 重 要 な 協 力 分 野 とな っ て い る。

熱 帯 雨 林 等 林 業 分 野 の プ ロ ジ ェ ク ト方 式 技

術 協 力 は,1990年 度 に お い て7ヶ 国 で実 施 さ

れ て い る。 事 例 と して は,イ ン ドネ シ ア(熱

帯 雨 林),マ レー シ ア(サ バ 州 造 林 技 術 開 発 訓

練 計 画),タ イ(造 林 研 究 訓 練),フ ィ リ ピ ン

(パ ン タバ ン ガ ン林 業),パ プ ア ニ ュー ギ ニ ア

(森林 研 究 計 画),ケ ニ ア(社 会 林 業 計 画),

パ ラ グア イ(中 部 パ ラ グア イ森 林 造 成 計 画)

が あ る。

ま た,人 口,家 族 計 画 ・母 子 保 健 関 係 プ ロ

ジ ェ ク トにつ い て は,1990年 度 に8ヶ 国 で 実

施 さ れ て い る。 国 名 は イ ン ドネ シア,ネ パ ー

ル,ス リラ ン カ,ト ル コ,エ ジ プ ト,ケ ニ ア,

コロ ン ビ ア,ペ ル ー で あ る。

資 金 協 力 分 野 に お い て は,メ キ シ コ首 都 圏

大 気 汚 染 対 策(製 油 所 脱硫 等)計 画(メ キ シ

コ,基 金),ガ ソ リン無 鉛 化 プ ロ ジ ェ ク ト(メ

キ シ コ,輸 銀),コ ラ ガ ー ド火 力 発 電 所 石 炭 灰

有 効 利 用(イ ン ド,輸 銀)等 エ ネ ル ギ ー ・環

境 分 野 の 協 力 実 績 が で て き て い る。

ガ ソ リン無 鉛 化 プ ロ ジ ェ ク トは 途 上 国 の 中

で は は じめ て の も の で あ る。 メ キ シ コに つ い

て は世 銀 も大 気 汚 染 改善 プ ロ ジ ェ ク トに 対 す

る融資 を行 う予定であり,輸 銀は環境改善効

果を高め るため世銀 との間で協調融資協定 を

締結す ることを計画 している。

今後 ともこれら分野の充実が願われる。

4.環 境ODA対 策

わが国は1989年7月 のアルシュサ ミットに

おいて,89年 度から91年 度までの3年 間で環

境分野の二国問及び多国間援助 を3,000億 円

程度 を目途 として拡充強化することを表明し

た。ここでいう環境分野として居住環境(上

下水道,廃 棄物処理等),森 林保全・造成,公

害対策,自 然環境保全,防 災を対象 としてい

る。途上国に対する包括的な環境対策支援で

ある。地球環境問題を重視する観点か らは森

林の保全 ・造成及び環境問題に適切 に取組む

ために必要な人材育成等の対処能力の向上の

2点 が重点 とされた。環境対策 を指向した協

力の推進 によ り前述の ような実績 を含 め,

1989～90年 度 の2年 間の協 力実 績 は合 計

2,942億 円 とな り着実に実施 中といえるであ

ろう。

さらに,91年7月 のロン ドンサ ミットの機

会に地球環境問題に関する途上国支援につい

ての我が国の基本的考え方を 「新環境ODA

政策」 として発表 し,環 境分野に関す るOD

Aの 一層の充実に努めることとしている。

基本的考え方 として,① 先進国 と途上国の

協力 ・共同作業,② 環境 と開発の両立,そ の

ための我が国の技術,経 験の支援,③ 政策対

話等による積極的案件発掘 と機能的 ・効率的

援助,④ 環境問題 とかかわる貧困問題,人 口

問題解決への協力の重視 を掲げ,重 点分野と

しては,森 林保全 ・造成,省 エネ ・クリー ン

エネルギー技術,公 害防止,野 生生物の保護,
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土壌保全等の分野及び途上国の環境問題対処

能力の向上への協力を重視。また,国 際開発

機関 との協 力を図る。NGO事 業補助金,小

規模無償資金協力の一層の活用 を図 り,草 の

根レベルでの協力を一層推進す る,等である。

更に,環 境インパ クト調査の充実,分 野別ガ

イ ドラインの作成等 を通 じて,援 助案件の実

施に際 しての環境配慮 を一層強化することと

している。

表17

①

②

環境ODAの 援助実績は表17及 び表18の と

お りである。

特に多国間協力実績についてみると,途 上

国に対する環境保全,植 林等の分野の協力を

行っているUNEP(国 連環境計画),ITT

O(国 際熱帯木材機関),FAO(国 連食料農1

業機関)等 の国連機関に対 し拠出し,そ の活

動 を支援 している。UNEP及 びITTOに

対する拠出金はそれぞれ25,450千 ドル(86～

環境分野の国際協力実績(技 術協力)

プ ロ ジェ ク ト方 式技 術協 力
年 度 開発調査

件 数 研修員受入 専門家派遣

1986 14 33 124

}

25

87 14 52 141 33

88 14 41 142 44

89 27 66 210 57

90 30 72 241 61

注:1.件 数,人 数 は新規+継 続
2.プ ロジェ クト方式技術協 力:専 門家派遣,

有機的に組み合わせ た協力方式

研修 員受 入,機 材供 与を

研 修 員 受 入 専 門 家 派 遣 協 力 隊 員 派 遣
年 度 一

人数(入) 割合(%) 人数(人) 割合(%) 人数(人) 割合(%)

1986 167 2.4 103 3.4 48 2.0

87 147 2.0 96 2.8 55 2.1

88 150 1.9 129 3.4 59 2.3

89 314 8.9 152 3.8 59 2.1

90 669 7.6 194 4.9 54 2.0

1

2

9
」
4

注、- 人数は新規十継続

研修 員受入は集団 コー スに よる実績

専門家派遣は個別専 門家派遣事業 費に よる派遣実績

割合 は,そ れぞれの実績人数全体 に占め る割 合 (出 典:我 が 国 の 政府 開 発 援助(1991年 版))

表18環 境ODAの 援 助 実績(分 野別 実績)

(単位:億 円)

■

居住環境 森林保全 公害対策 防 災 自然環境・その他 合 計

1986 230(69.9) 10(3.0) 0(0.0) 6(1.8) 16(4.9) 262

87 226(34.8) 60(92) 85(13.1) 172(26.5) 26(4.0) 569

88 795(69.0) 156(13.5) 0(0.0) 89(7.7) 18(1.6) 1,058

89 603(46.6) 76(5.4) 73(5.6) 336(26.0) 202(15.6) 1,290

90 432(26.1) 127(7.7) 74!(44.8) 156(9.5) 196(11.9) 1,652

注:1.86～88年 度 は有 償 資 金 協 力+無 償 資 金 協 力

2.89,90年 度 は有 償+無 償+技 協+マ ル チ

3.()内 は,同 年 度 の 環 境ODAに[}iめ る割 合

(出典:我 が 国 の政 府 開 発援 助(1991年 版))
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90年 度),及 び32,968千 ドル(86～90年 度)で

あ る。

ITTOの 実 施 プuジ ェ ク トの 例 と して は

「西 ア マ ゾ ンに お け る総 合 的 林 業 開 発 」
,「 ア

ジア 太 平 洋 地 域 に お け る 伐 採 跡 地 の 保 有 」,

「イ ン ドネ シ ア の森 林 官 育 成(米 との 協 調)」

等 が あ る 。

FAOに 対 して は 「途 上 国 に お け る森 林 資

源 の 維 持 ・造 成 及 び 開 発 ・利 用 特 別 調 査 」(約

1,350千 ドル(83～87年 度)),「 薪 炭 林 造 成 計

画(タ ン ザ ニ ア)」(1,200千 ドル(86～88年

度)),「FAO森 林 開 発 ・保 全 の ため の 国 別 行

動 計 画(TFAP)策 定 事 業 」(390千 ドル(88

年 度))等 の 拠 出 を行 な っ て い る。

国 際 開 発 金 融 機 関 で あ るIDA(国 際 開 発

協 会 一 等 二世 銀),ADB(ア ジア 開 発 銀 行)

等 の 環 境 基 金 に89年 度7億 円,90年 度26億 円,

さ らに オ ゾ ン層 保 護 基 金 に9.8億 円 の 拠 出 を

行 な っ た 。

ま た,1989年 の 世 界 開 発 委 員 会 に お い て,

途 上 国 の 環 境 問題 に 対 処 す る た め に 必 要 な 仕

組 み 及 び 資 金 に つ い て 研 究 を 行 う こ と と さ

れ,そ の ため に 世 銀 の イニ シ ア チ ブ の も とに

UNEP,UNDP(国 連 開 発 計 画)と 協 力

して,世 銀 内 に 地 球 環 境 フ ァ シ リテ ィ(GE

F)が1991年5月 に 設 立 さ れ た 。 わ が 国 は こ

のGEFに 対 す る寄 与 を表 明 して い る。

5.地 球 サ ミッ ト(国 連 環 境 開 発 会 議 一

UNCED)の 開 催

1992年6月(1日 ～12日)ブ ラジル(リ オ

デジャネイロ)に おいて国連環境開発会議一

「地球サ ミット」が開催 される予定である。

地球温暖化対策のための炭酸ガス等温室効果

ガス排出抑制のあ り方等地球環境問題に世界

各国が一致 して対処するため,現 在同会議に

向けて地球環境問題の各分野(気 候変動,森

林保全,種 の多様性等)に おける条約等作成

のための交渉ほか種々準備が進行中である。

最近,EC委 員会が炭酸ガスの排出抑制のた

め石油,石 炭などに 「エネルギー税」を課す

べきとの提案をまとめたという。炭酸ガス排

出やエネルギー消費に課税 し,そ れらを抑制

するとともに,得 られた税か ら基金を創設 し

環境対策等 を実施すべ きとのアイデアも出さ

れている。本会議iは,1972年 の 「人間環境宣

言」の20周 年を画 して開催 される21世 紀に向

けての記念すべ き環境会議であり,環 境 と開

発 をテー マに環境問題が包括的に議論 され

る。本会議において,先 進国(間)と 途上国

(問)と の間で地球環境改善,エ ネルギー問

題の解決,及 び途上国の発展のための望 まし

い方向,さ らにはそのための協調 と支援のあ

り方等について合意がなされ,そ れ らが実施

につなが ってい くこ とにな るこ とが願 われ

る。

なお,地 球環境対策推進のため,平 成4年

度(1992年 度)予 算政府原案において地球サ

ミッ ト総合推進費(8500万 円)を 含む総額4952

億円(17省 庁分見積合計)が 地球環境保全関

係予算 として計上 されるに至っている。

お わ り に

本稿のまとめにかえお許 しを得て,筆 者の

JICAに おける技術協力についての実務経

験か ら思いつ くままに幾つかの途上国協力に

関連 した感想 を述べさせていただ くこととし

ます。

●わが国の援助理念は 「人道的配慮」と「相

互依存関係の認識」の二つの言葉にまとめ ら
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れている。本来援助一協力が 「良いこと一豊

かさの追求(お そらくは相手側は もちろん援

助す る側にとって も)」であるとす ると,「良

いこと一豊かさとは何か」から始め られる必

要がある。しかしなが ら個人レベルでさえ「良

いこと一豊かさは何か」についてゆらぎがあ

る状況であるため理念は ともか くとして現実

にはこれについての定義はほぼ不可能に近い

状況にあると思われる。 したがって援助す る

側,援 助 される側の双方がお互いに「良かれ」

と合意 し協力にとりかか り,そ の協力の過程

と結果を通 じ双方が相互に理解 し確認 し合 う

なかか ら状況変化 を踏えつつ実施された事柄

について一体 どうであったのか という結論が

引出され ることになる。

●途上国協力は背景の違 う異文化の人々の

問の出合いとともにあるので本稿にあげ られ

た事例のどの一つ をとっても当事者に とって

はいわば汗 と涙 とまたお そら くは楽 しさと

の,一 つの物語になるような内容豊かな経験

が入っているものと思われる。

●途上国現地において,必 ず しも良 しとし

ない生活環境 と治安のなかで技術指導等に尽

力 される派遣 された専門家の方々の姿は,現

地の人々にとって もすばらしく,幾 つもの成

果 と交流の和がつ くられて きている。

●農村電化の効果 をタイの調査結果でみる

と表19の とお りとなる。夜が明るく楽 しくな

って出生率が下ったという。電化 された村落

群 と未電化村落群の差は明白と思われる。

●エネルギー問題は本来個別具体的であ

り,ロ ー カルなものであるが,そ の和 ・総和

としてグローバルな問題が生 じうる。現在に

おいてローカルな問題 とグローバルな問題が

同時に発生 している。途上国からのエネルギ

ー分野の技術協力の要請はまさに多種多様で

ある。豆炭 ・おが炭製造(タ ンザニア等),ヤ

シ殻利用(フ ィリピン),自 然エネルギー利用

(ネパール等),原 子力発電所安全運転(中 国

等),公 害防止(メ キシコ,ポ ーラン ド等),

配電 自動化(タ イ)等,各 事例 ともその国 ・

土地のエネルギー事情から切実な必要性が生

じてお り,途 上国にとっても協力側に とって

もゆるがせに出来ないものばか りである。ま

た,こ れ らの協力の成否は もっぱら専門家の

方々と現地技術者の人達 との両者の現場での

表19電 化 され た村 落群 と未電化 村 落群 の差(タ イ)

項 目 電化された村落群 未電化村落群

1.家 族 の年 間総収 入(1バ ー ツ=5円) 26,410バ ー ツ 22,740バ ー ツ

2.家 長 の職 業の うち農業 の 占め る割合 73% 88%

3.人 口1000人 当た りの 出生率 18人/年 22人/年

4.家 族計画経験比率 69% 62%

5.過 去 に12才 以 下 の子供 の 死亡 を経 験 した家族 20% 25%

6.過 去1年 間病 人 を出 さなか った家 族(除 風邪) 36% 31%

7.医 療機 関 の設 置 比率(村 落 当た り) 0.40箇 所 0.!6箇 所

8.中 学程 度 まで卒 業 す る比率 14% 7.5%

9.過 去1年 間 に村 を去 っ た人 口(1000人 当) 21.2人 30.0人

注 二本資料は タイ政府 の調査機関によって,電 化 した村落群 と未電化村落群か らそれ ぞれ2500人 程度 のサ ンプ
ルを抜 き出 して比較 したもの。電化前は両村落群 ともに同様 の生活 レベル。

(出典:国 際協力事業団資料)
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表20世 界各 国の所 得,人 口,エ ネル ギー 生産, 輸 出 入,消 費(1987年)

単 位:1,000t(石 炭 換 算),kg (石炭換算)

商 業 エ ネ ル ギ ー 薪 炭
国民1 人 口

国 名 人当
GNP

一 次 エネ ル

ギー 生産 量

輸入 輸出 国民1
人当
消費量

国民1
人当
生産量

生産量

(ド ル) (1,000人) (1,000t) (1,000t) (1,000t) (kg) (kg) (1,000t)

(ア ジア(除 中東))

日 本 15,840 122,091 48,449 427,983 9,424 3,652 0.4 54

ブ ル ネ イ !4,120 235 23,!98 45 21,165 8,798 110.6 26

シ ン ガ ポ ー ル 8,010 2,613 一 68,018 39,280 4,776 一 一

韓 国 2,900 42,080 21,437 70,89! 5,192 1,779 44.8 1,886

マ レ ー シ ア 1,820 16,528 52,036 9,164 40,278 1,283 159.0 2,628

タ イ 850 53,605 11,688 16,232 646 495 229.1 12,279

フ ィ リ ピ ン 590 58,419 2,432 14,608 308 251 178.2 10,413

イ ン ド ネ シ ア 450 171,443 132,027 11,005 94,937 267 256.3 43,948

ス リ ラ ン カ 410 16,361 267 2,810 62 125 165.6 2,710

パ キ ス タ ン 340 102,482 18,125 10,838 1 248 70.6 7,239

イ ン ド 310 797,526 207,304 32,934 1,396 272 98.3 78,415

中 国 300 1,068,543 884,742 7,269 54,936 749 55.4 59,197

ノく ン グ ラ デ シ ュ 160 106,096 4,342 2,640 0 62 17.6 1,866

ネ パ ー ル 160 17,591 67 364 35 24 303.9 5,346

ヴ ェ ト ナ ム 一 64,978 5,846 2,054 500 118 116.6 7,578

ミ ヤ ン マ ー 一 39,277 3,065 49 0 66 141.7 5,565

モ ン ゴ ル 一 2,024 3,001 !,246 611 1,793 222.3 450

(オセ アニ ア)

オ ー ス ト ラ リ ア 11,180 16,249 193,475 13,847 88,518 6,865 59.1 960

ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド 7,870 3,336 12,038 4,534 799 4,563 5.1 17

ブ イ ー ジ ー 1,600 722 43 494 110 394 16.6 12

パ プ アニ ュー ギニ ア 730 3,704 54 1,161 9 312 497.8 1,844

(中近 東)

UAR 16,090 1,454 工31,792 17 103,091 18,682 一 一

ク エ ー ト 14,630 1,873 99,582 3,661 79,136 8,505 一 }

イ ス ラ エ ル 7,410 4,375 75 14,920 2,082 2,726 0.9 4

サ ウ ジ ア ラ ビ ア 6,650 13,610 341,472 571 217,806 6,335 一 一

オ マ ー ン 5,840 1,347 44,565 58 39,838 3,198 　 一

シ リ ア 1,650 11,248 17,878 4,778 9,290 1,091 0.4 5

ジ ョ ル ダ ン 1,560 3,790 32 4,665 98 1,044 0.3 1

ト ル コ 1,220 52,623 28,091 34,508 2,857 1,008 66.5 3,500

イ ラ ン 一 47,033 186,445 7,934 122,462 1,285 17.2 808

イ ラ ク 『 17,054 150,948 8 130,903 735 1.8 31

(ア フ リ カ)

ア ル ジ ェ リ ア 2,640 23,097 117,375 1,209 90,415 834 25.4 587

南 ア 連 邦 1,980 33,114 134,983 22,897 43,119 2,808 7ヱ.2 2,359

エ ジ プ ト 620 50,140 72,749 2,237 35,927 668 13.7 685

モ ロ ツ コ 620 23,309 873 8,385 21 335 18.9 441
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(表20の つづ き)

商 業 エ ネ ル ギ ー 薪 炭
国民1 人 口

国 名
人当
GNP

一 次 エネ ル

ギー生 産 量

輸入 輸出 国民1
人当
消費量

国民1
人当
生産量

生産量

(ド ル) (1,000人) (1,000t) (1,000t) (1,000t) (kg) (kg) (1,000t)

セ ネ ガ ル 510 6,950 一 1,263 57 139 173.1 1,203

ガ ー ナ 390 13,572 574 1,646 139 102 639.8 8,683

ナ イ ジ ェ リ ア 380 106,638 94,053 4,191 81,313 166 293.0 31,240

ケ ニ ア 340 22,096 279 3,244 813 102 476.1 10,512

ス ー ダ ン 330 23,119 63 1,770 57 64 273.2 6,332

ル ワ ン ダ 300 6,434 22 188 0 30 290.2 1,867

ニ ジ ェ ー ル 260 6,787 65 300 一
53 191.7 1,301

ザ ン ビ ア 230 7,213 1,427 846 247 248 514.9 3,714

マ ダ ガ ス カ ル 210 10,902 35 574 36 57 202.2 2,204

タ ン ザ ニ ア 210 23,870 78 1,004 62 38 403.9 9,642

マ ラ ウ イ 150 7,905 69 223 0 37 548.8 4,338

エ チ オ ピ ア 130 44,786 80 1,551 312 26 270.4 12,110

(ヨ ー ロ ッパ)

ス イ ス 21,310 6,538 6,892 2!,403 3,0!5 3,794 44.4 290

ノ ル ウ ェ ー 17,450 4,187 124,730 8,707 103,370 6,938 195.4 818

ア イ ス ラ ン ド 16,890 246 517 896 一 5,351 一 一

一"

ス エ ー ア ン 15,610 8,355 17,205 36,705 11,407 4,991 478.8 4,000

デ ン マ ー ク 14,9!0 5,127 9,662 26,223 6,880 5,316 31.2 160

ブ イ ン ラ ン ド 14,670 4,932 4,841 28,602 3,437 5,698 259.9 1,282

西 ド イ ツ 14,440 61,17! 149,503 218,110 18,532 5,603 19.9 1,219

フ ラ ン ス 12,910 55,632 69,991 173,125 19,417 3,811 62.5 3,476

オ ー ス ト リ ア 11,970 7,573 8,459 23,453 1,705 4,037 62.2 471

オ ラ ン ダ 11,970 14,661 87,322 120,128 104,338 6,869 2.7 39

イ ギ リ ス 10,540 56,891 332,337 92,2!8 141,266 5,011 0.9 49

イ タ リ ア 10,430 57,355 30,004 192,8!1 21,414 3,503 26.2 1,502

ス ペ イ ン 6,010 38,832 26,007 82,611 13,791 2,093 19.9 773

ギ リ シ ャ 4,030 10,003 10,783 28,457 9,472 2,590 48.3 773

ポ ル ト ガ ル 2,870 10,161 1,378 16,852 503 1,385 19.6 199

グ リ ー ン ラ ン ド 一 54 0 112 一 2,036 一 一

(東欧)

ユ ー ゴ ス ラ ビ ア 2,480 23,411 35,692 26,107 1,537 2,423 53.9 1,263

ノ＼ ン ガ リ ー 2,240 10,621 2!,792 24,244 652 3,834 94.7 1,006

ポ ー ラ ン ド !,850 37,664 180,432 34,782 27,699 4,844 332 1,249

東 ド イ ツ 一 16,645 97,736 47,273 10,051 7,966 14.2 237

チ ェ コ ス ロ バ キ ア 一 15,573 67,914 43,590 7,429 6,311 34.7 540

ル ー マ ニ ア 　 22,947 92,960 33,116 13,170 4,688 66.4 1,523

ブ ル ガ リ ア 一 8,984 20,926 38,056 382 5,913 65.4 588

ソ 連 一 283,100 2,335,805 36,096 414,311 6,616 102.2 28,930

(北ア メ リカ)

合 衆 国 18,580 243,773 2,034,998 487,808 103,897 9,721 159.0 38,752
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(表20の つ づ き)

商 業 エ ネ ル ギ ー 薪 炭

国 民1 人 口

国 名
人当
GNP

一 次 エネ ル

ギー生 産 量

輸入 輸出 国民1
人当
消費量

国民1
人当
生産量

生産量

(ド ル) (1,000人) (1,000t) (1,000t) (1,000t)' (kg) (kg) (1,000t)

カ ナ ダ 15,070 25,854 333,422 49,859 125,730 9,982 88.1 25,854

(中南米)

ヴ ェ ネ ズ エ ラ 3,230 18,272 172,456 500 105,381 2,925 12.8 234

ア ノレ ゼ ン チ ン 2,410 31,121 59,224 6,727 826 !,912 46.4 1,444

パ ナ マ 2,240 2,271 250 4,979 475 6!4 250.6 569

ブ ラ ジ ル 2,030 141,433 73,442 58,479 8,764 776 341.4 48,281

メ キ シ コ 1,840 81,860 249,646 5,146 106,852 1,682 59.2 4,850

コ ス タ リ カ 1,700 2,608 369 1,249 124 508 350.8 915

ペ ノレ ー 1,440 .20,237 14,919 1,378 3,854 567 93.9 1,900

チ リ ー 1,360 12,543 6,724 4,693 49 918 156.5 1,963

コ ロ ン ビ ア 1,240 29,470 50,473 828 25,281 819 167.4 4,932

パ ラ グ ア イ 950 3,925 281 756 86 239 432.9 3,925

ボ リ ビ ア 490 6,729 4,728 0 2,807 300 59.2 410

ハ イ チ 360 6,142 39 305
　

52 286.9 1,762

キ ユ ー バ
一 10,291 1,314 19,382 4,305 1,449 73.6 757

一

(注)第 一次エネルギーは固体(石 炭,褐 炭)+液 体+気 体+電 気 を云 う。

(出典:国 連統計

努力次第にゆだねられているという事情にあ

る。

●表20は,各 国の所得水準,エ ネルギー消

費量,人 口等を対比 したものである。アフ リ

カの女性の最大の労働は水汲み と薪集め とい

われる。 この表はエネルギー と人口と環境 と

貧困の問題の潜在的大 きさを一 目瞭然にあら

わ していると思われる。地球 は今人間時代で

ある。意識をもつ生物 という不思議 な存在で

ある人間の活動 と存在のあ り方について地球

的視野での地球環境問題等 としての把握 とそ

れへの対応 という形のアプローチが取 られ始

めてきている。 この方向に一層の進展がみら

れることが願われる。

●1990年4月 の国連経済特別総会におい

て,80年 代は途上国にとり 「失われた10年 」

であった と表現 された。 これは人口増加分が

1987年 版,世 銀 ア トラス1989年 版)

経済成長以上に食べ てしまうこと等によるマ

イナス成長 も含め,途 上国,先 進国双方の努

力の甲斐な く東アジア等の一部諸国を除 き大

部分の国で80年 代 を通 じ大きな成果を生むこ

となく低滞を余儀 なくされたことを表現 して

いる。

このようななか,現 在,こ れ までの経験 を

踏まえつつ国際的連帯性 と人道的配慮の観点

から地球環境問題への対応 も含め,90年 代は

21世 紀に向けて成果のあが る年代 になるよ

う,国 際的最重要課題である途上国問題の解

決 と「持続可能な開発(SustainableDevelop-

rnent)」をめざし,先 進国,途 上国ともども一

層の努力が続けられようとしている。

●ここ1～2年 で起 きた大変動一冷戦構造

の崩解 と湾岸戦争の発生は何だったのか と思

う。それらのための活動 と結果のばかばかし
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さ,歴 史的行 きがか り上やむを得なかったの

か と思 うものの全 くの後知恵か らはこのよう

なことはもう再びないことを願 う。

それらのための活動は,現 在の途上国協力

の5年 分,10年 分,そ れ以上のものであった。

●わが国は目下世界で最 も恵まれた国の一

っ となっている。このような時期,わ が国が

途上国問題 とエネルギー ・環境問題への理解

を一層深めつつ,更 なる国際貢献への努力を

行 うことが願われる。わが国の途上国協力が

現状から倍増 して も多い ということはない と

思われる。

●途上国協力は政府べ一ス,民 間べ一スと

多様 な形で行われている。エネルギー分野に

っいてみると,途 上国協力の基本 となる技術

協力の対象技術は殆んど全て産業界等民間に

蓄 えられている。政府べ一スの協力といえど

も産業界の専門家の方々の協力なしでは成立

っていかない事情にある。現在においても政

府べ一ス技術協力の実際の担い手は産業界等

民間の方々である。今後 ともエネルギー関係

者の一層の御理解 と御支援 をいただきた く思

う。

特にわが国の協力はやや もす ると金配 りに

堕す るおそれがあ り,他 方途上国の人々 との

交流 も兼ねた人的貢献 という本来的協力のあ

り方 と望 ましさからすると,な おのこと一層

の関係者の御協力を切にお願 いいたしたい。

本稿では個別具体的事例が重要 と思い出来

る限 り集めたわけであるが,ま だまだこれ ら

以外に途上国協力 として実施 していただいて

いる事例があるのではないか と考 えられる。

それらについては今後明らかになって くるこ

とを期待いた したい。

最後に本稿 をまとめるにあた り資料提供等

の御協力をいただいた国際協力事業団及び通

産省,関 係団体の方々に厚 くお礼を申し上げ

ます。(やまざき むねしげ 通産省商業統計

課長,元IAE試 験研究部部長)

参考文献

○国際協力事業団年報(1990年 版,1991年 版)

○経済協力の現状 と問題点(通 商産業省平成

3年 版)

○我が国の政府開発援助(外 務省1990年 版,

1991年 版)
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研究所の うごき
(平成3年7月1日 ～9月30日)

◇ 月例研究会

第83回 月例研 究 会

日 時:8月30日(金)14:00～16:00

場 所:航 空会 館6階 中ホー ル

議 題:

1.軽 水 炉 高度化 小委 員会 報告 につ いて

(通商 産 業省 資源 エ ネル ギー庁 公益 事業 部

原 子力発 電 課新 型炉 開発 企画 官 三代 真

彰 氏)

2.中 小 型軽 水 炉 につ いて

(主任 研 究員 栗 山和 重)

第84回 月例研 究 会

日 時:9月27日(金)14:00～16:00

場 所:航 空会 館6階 中ホー ル

議 題:

1.最 近 の水 素 エ ネル ギー開 発状 況 につ いて

(通商 産業 省工 業 技術 院サ ンシ ャイ ン本 部

開発 官 岡林 哲 夫氏)

2.火 力 発電 プ ラン トか らの炭 酸 ガ ス回収 シ

スァム につ い て

(主任 研究 員 加 賀城 俊正)

◇ 主なできごと

7月1日(月)

2日(火)

3日(水)

8日(月)

10日(水)

16日(火)

17日(水)

第7回BWRサ ブチャネル解析

コード開発に関する打合せ開催

第1回FBR新 技術フィージビ

リティ検討委員会開催

第1回 エネルギー需要予測検討

委員会開催

第1回 石炭ガス化複合発電プラ

ントの効率的運用に関する調査

研究打合せ開催

第1回 中小型軽水炉検討委員会

開催

第1回 エネルギーの効率的使用

に関する調査作業会開催

第2回 非在来型天然ガス ・コー

ルベッドメタン作業会開催

第1回FBR新 技術F/S要 素

18日(木)

22日(月)

23日(火)

25月(木)

30日(火)

8月1日(木)

8日(木)

20日(火)

21日(水)

23日(金)

26日(月)

28日(水)

29日(木)

30日(金)

9月2日(月)

4日(水)

5日(木)

10日(火)

技術評価検討W/G分 科会開催
「電力と技術」懇談会 ・第3回

スタディーグループ開催

第1回 原子炉総合数値解析シス

テム実用化調査委員会開催

第1回 固体電解質型燃料電池発

電システム調査委員会開催

第1回 構造材料の経年劣化特性

に関する調査委員会開催
「電力と技術」懇談会 ・第4回

スタディーグループ打合せ開催

第1回 非在来型天然ガス ・プロ

ジェクト運営委貝会開催

第1回 分散型新発電技術実用化

実証研究に関する調査委員会開

催

第1回 実用発電原子炉廃炉技術

調査委員会開催

第1回 次世代ハウスエネルギー

供給利用システム専門委員会開

催

第1回 廃止措置物量等分科会開

催

第2回 中小型軽水炉検討委員会

開催

第1回 廃止措置廃棄物再利用分

科会開催

第1回 非在来天然ガス調査委員

会開催

第2回FBR新 技術F/Sプ ラ

ント概念評価検討W/G分 科会

開催

第2回 非在来型天然ガス・コー

ルベッドメタン調査分科会開催
「電力と技術」懇談会 ・第5回

スタディーグループ打合せ開催

第1回 家庭用電力最適運用機器

システム検討委員会開催

第2回 エネルギー需要予測検討

委員会開催

第1回 高度負荷集中制御システ

ム検討委員会開催

第2回 非在来型天然ガス ・メタ

ンハイドレー ト分科会開催

第1回 分散型新発電技術実用化

実証研究に関する調査委員会 ・
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11日(水)

17日(火)

19日(木)

24日(火)

25日(水)

26日(木)

30日(月)

◇ 人事異動

幹事会開催

第1回FBR新 技術F/Sプ ラ

ント概念一検討W/G分 科作業

会開催

第10回非在来型天然ガス打合せ

開催

第11回非在来型天然ガス打合せ

開催

第3回FBR新 技術F/Sプ ラ

ント概念評価検討W/G分 科会

開催

第37回企画委貝会開催

第2回 固体電解質型燃料電池シ

ステム調査委員会開催

第76回原子力プラント運転の信

頼に関する研究会開催
「電力と技術」懇談会 ・第6回

スタディーグループ打合せ開催

第2回FBR新 技術F/S要 素

技術評価検討W/G分 科会開催

第2回 原子炉総合数値解析シス

テム実用化調査委員会開催

07月!日 付

(就任)

専務理事 吉澤 均

(採用)

高橋勝治 経理部長に任命

並木信夫 主管研究貝に任命

プロジェクト試験研究部に配属

上原國男 主任研究員に任命

プロジェクト試験研究部に配属

樽本芳秀 主任研究員に任命

プロジェクト試験研究部に配属

板本直樹 主任研究員に任命

プロジェクト試験研究部に配属

土持綱久 主任研究貝に任命

プロジェクト試験研究部に配属

07月3!日 付

(退任)

プロジェクト試験研究部

主管研究貝 田村啓一(出 向解除)

08月1日 付

(採用)

坪井 仁 経理部に配属

赤田卓己 主管研究員に任命

プロジェクト試験研究部に配属

08月31日 付

(退任)

総務部 谷澤美祐喜(依 願退職)

09月30日 付

(退任)

プ ロ ジェ ク ト試験 研 究部

副主 席研 究 員 大河 内一 男(出 向解 除)

◇ その他

第10回 エ ネ ル ギー 総合 工学 シン ポ ジウム開催

平 成3年7月10日 日本工 業倶 楽部 大 会議 室に

お いて 「本格 普 及 を 目指す 電気 自動 車 の研 究開

発」 の テーマ の もとに シ ンポ ジウム を行 った。

SMiRTllthPost-ConferanceSeminaron

ProbabilisticSafetyAssessmentMethodol-

ogy

平 成3年8月26日 ～27日 京 都 私 学 会 館 に お い

て 開 催

◇ 海外出張

(1)松 井 一 秋 副 主 席 研 究 員 は,ANP'92技 術 プ

ロ グ ラ ム 委 員 会 及 びANSト ピ カ ル ミー テ ィ

ン グ に 出 席 の た め,7月18日 か ら7月27日 の

間 ア メ リカ へ 出 張 し た。

(2)谷 口 武 俊 主 任 研 究 員 は,SpecialistMtg./

Int'1WorkshoponMethodforCompara-

tiveRiskAssessmentofDifferentEnergy

Sources"に 出 席 の た め,8月26日 か ら8月31

日の 問 ス ウ ェ ー デ ン へ 出 張 した 。

(3)谷 口武 俊 主 任 研 究 員 は,9月1日 か ら平 成

4年8月31日 ま で ス イ スCOLENCOPower

ConsultingLtd.へ 長 期 海 外 出 張 。

(4)栗 山和 重 主 任 研 究 員 は,ProgressinDe-

velopmentandDesignAspectsof

AdvancedWater-CooledReactorsIEA会 議

へ の 出 席 及 び ヨ ー ロ ッパ 新 型 炉 開 発 状 況 調 査

の た め,9月7日 か ら22日 の 間 イ タ リア,ド

イ ツ,フ ラ ン ス,ス ウ ェ ー デ ンへ 出 張 し た。
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